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午前９時００分開議

○議○（ ○ 良幸君） おはようございます。ただいまより再開いたします。

ただいまの出席議員数は１０名であります。定足数に達しておりますので、第１００

回神河町議会定例会の第２日目の会議を開きます。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。

日程に入る前に、欠席届が出ております。春名事務長から、県要請の公務出張により、

また、長井税務課長からは確定申告事務により欠席届が出ておりますので、御報告申し

上げます。

日程に入ります。

・ ・

日程第１ 第５２号議案から第６４号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第１、第５２号議案から第６４号議案、令和３年度各会計

予算を一括議題といたします。

町長の所信表明並びに第５２号議案、令和３年度神河町一般会計予算について、提出

者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 記念すべき第１００回神河町議会定例会の開会に当たり、令和

３年度の予算並びに諸議案の御審議に併せて、町政に対する所信の一端をここに申し述

べ、議員各位並びに町民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。

新年度を迎えるに当たりまして、改めて、これまでの町政課題への諸施策の取組によ

る町政運営に対し、町民の皆様をはじめ、職員、議員の皆様、そして各方面の皆様の絶

大なる御理解、御協力を賜り、進めることができましたことに心より感謝申し上げます。

新年度におきましても、基本政策である、１、安心して暮らせるまちづくり、２、み

んなが活躍できるまちづくり、３、未来に希望が持てるまちづくり、４、越知川名水・

銀の馬車道・高原の３つのエリアを中心とした事業推進を基本に、力を注いでまいりま

す。
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また、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息と疲弊する地域経済の回復、低下

を危惧する地域力（地域コミュニティ）の回復と持続化に全力で取り組んでまいります。

引き続き、皆様方の御指導、御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

次に、国の動向についてでありますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下での

経済対策は、国民の命と暮らしをしっかりと守り、ポストコロナの新たな時代における

民需主導の持続的な成長軌道の実現を目指すものとされ、１つ、新型コロナウイルス感

染症の拡大防止、早急な終息、２つ、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の

実現、３つ、防災・減災、国土強靱化の推進など、安全・安心の確保を３つの柱とし、

ワイズスペンディングの下、民間投資を呼び込むなど、民需主導の成長軌道につながる

対策を重点的に取り組むとされています。

そのような経済情勢の中での令和３年度の国の予算案は、３つの柱の下、いわゆる１

５か月予算の考え方により、令和２年度第３次補正予算と令和３年度当初予算とを一体

的に編成し、切れ目なく万全の財政施策を実行するものです。

令和３年度地方財政対策については、１つ、一般財源総額の確保。新型コロナウイル

ス感染症の影響により、地方税等が大幅な減収となる中で、一般財源総額について、水

準超経費を除く交付団体ベースで実質前年度を２兆円上回る６２兆円を確保。また、

地方交付税においては、国の加算など原資を最大限確保することにより、総額について

前年度を９兆円上回る１⒎４兆円を確保するとともに、臨時財政対策債の増加額を可

能な限り抑制することとされています。

２つ、地域デジタル社会推進費の計上。デジタル化によるメリットを享受できる地域

社会のデジタル化を集中的に推進するために、新たに地域デジタル社会推進費２兆円

を計上。

３つ、防災・減災、国土強靱化の推進。緊急自然災害防止対策事業費の対象事業を拡

充し、事業期間を５年間延長。緊急防災・減災事業費についても同様に対象事業を拡充

し、事業期間を５年間延長するものとなっております。

次に、神河町の財政状況について申し上げます。

令和元年度決算において、財政の健全性を示す健全化判断比率のうち、実質公債費比

率については、平成３０年度から５ポイント下回り１⒌８％、財政構造の弾力性を示

す経常収支比率については、⒈６ポイント上昇し９⒍６％となりました。両比率とも依

然として類似団体より高い水準で推移し、一般財源が減少していく中で年々上昇幅が大

きくなってきており、一段と財源に余裕がなくなっています。特に、実質公債費比率は、

平成２６年度、平成２５年決算ベースでありますが、１８％未満となって以降、徐々に

上昇してきており、今後はますます合併特例債や過疎債の元金償還額が増額することか

ら、比率は、令和１０年度、令和１１年度には１８％に近づく見通しとなっています。

さらに、一般会計の財政ささ基金の年度ささ高は１１さ １６０万 ０００円で、前 

年度ささ高から１さ７１３万 ０００円の減少、財政基年の年年化が年年になってきて
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います。今後を見通しても、国勢さ査による人口がますます減少していくことなどによ

り、町税、普通交付税をはじめとした一般財源収入額が確実に減少していくことから、

現状の予算総額、そして一般財源額を確実に縮小していくことにより、安定した財源確

保の実現と健全な財政環境に改善していかなければなりません。

現在、標準財政規模５０さ円から大きく膨れ上がった予算総額を財政の健全化が図れ

た平成２５年度の歳出決算額ベース程度までに縮小していくことと併せて、財政ささ基

金に頼らない、そして過度に地方債に依存しない予算編成を基本に据え、安定した持続

可能な財政運営を確立していきたいと考えております。

次に、町政運営の基本方針について申し上げます。令和３年度の町政運営につきまし

ては、引き続き第２次神河町長期総合計画の基本構想及び前期基本計画の内容を踏まえ、

１、安全・安心のまちづくり、２、交流から関係、そして定住、３、子育て環境の充実、

４、山林・農地の活用による雇用の創出、以上の推進に全力で取り組んでまいります。

また、第２次神河町行財政改革大綱の基本である、将来にわたって存続可能な神河町

をつくり上げるため、次年度以降の予算総額の縮小と財政負担の平準化に向け、今後の

施設維持管理の方針を示した神河町公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の更新、

統廃合による適正配置に係る協議を地域住民の皆さんの御意見も伺いながら進めてまい

ります。特に、粟賀小学校の跡地活用につきましては、住民の皆様からの要望が多かっ

た公園と図書室機能を持った施設さ備、地域のにぎわいを創出する収益施設さ備を実施

していただける事業者の募集を実施してまいります。

町長就任以来、私が基本としております町民の皆様一人一人との意見などを大切に町

政の推進を図ることで、町民の皆様に常に町政に関心を持っていただくとともに、自分

たちこそがまちづくりの担い手であるという意識を持っていただけるよう努めてまいり

ます。そして、引き続き、「ハートがふれあう住民自治のまち」の実現に向けて、「ハ

ートが安らぐまちづくり」、「ハートが賑わうまちづくり」、「ハートが繋がるまちづ

くり」を基本とし、町民の皆様とともに「大好き！私たちの町 かみかわ」をしっかり

共有し、町政運営に取り組んでまいります。

次に、令和３年度の予算編成の基本的な考え方について申し上げます。

令和３年度の一般会計当初予算の総額は、対前年度比４さ ５００万円、 ⒌５％減の

７７さ ０００万円の予算案を編成いたしました。

歳出につきましては、これまで実施してきました教育・子育て・若者定住施策を中心

に、子育て世代への支援、加えて、高齢者福祉をはじめ、地域経済の活性化、町民の安

全安心のための様々な事業予算など、引き続き町民生活に必要不可欠な行政サービスの

経費については、確実に予算を計上したところであります。引き続き、第２期の神河町

地域創生事業をはじめ、効率的な財源充当の下、計画的に実施可能なものを事業化し反

映しながら、予算総額の縮小を図ったところです。また、各区からの要望事業予算も引

き続き計上いたしました。
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また、国の令和２年度第３次補正予算の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を積極的に活用し、新型コロナウイルス感染症、地域経済に対応した事業を計上

いたしました。

歳入につきましては、町税、普通交付税ともに令和２年度決算見込額を基本に見込ん

でおりますが、不足する一般財源については、基金の繰入金や地方債などにより、財源

確保を行ったところです。

本予算の執行に当たりましては、効果的、効率的な予算の執行及び管理に努めてまい

ります。

次に、主要施策の取組についてでございます。

これから御審議をいただきます令和３年度当初予算案は別冊のとおりでございますが、

ここでは、最重点施策の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業、神河

町地域創生事業と、第２次神河町長期総合計画の６つの基本目標に沿って、その主な概

要を説明いたします。

重点施策。まずは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業でござい

ます。新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息と疲弊する地域経済の回復、低下を

危惧する地域力（地域コミュニティ）の回復と持続化に全力で取り組み、住民の皆様の

笑顔と元気を取り戻し、未来に希望を持って安心して暮らせるまちづくりに努めます。

次に、神河町地域創生事業でございます。第１期の地域創生総合戦略における人口目

標は、国勢さ査ベースで、令和２年、１万８００人としていましたが、速報値では１万

６３２人となり、人口減少が進んでいる結果となりました。第２期総合戦略においては、

第１期で効果があった各種住宅施策や移住定住施策を継続し、検証で明らかになった課

題も含め、４つの基本項目、１、「豊かな自然を活かし、安定した仕事を創造する」、

２、「地域の魅力を高め、交流から定住へとつなげる」、３、「希望をもって結婚・出

産・子育てできる社会を実現する」、４、「安心して過ごせる豊かな暮らしを創造す

る」を継承しながら、人口減少の中でも、きらりと光るまちづくりを進めてまいります。

その基本的な取り組み方向は次のとおりであります。

基本項目１つ目、「豊かな自然を活かし、安定した仕事を創造する」では、本町の地

域特性である清流や高原といった豊かな自然環境、大都市からもアクセス良好な優位性

を生かし、引き続き農林業や商工業の維持・発展・強化を図るとともに、魅力ある観光

地づくりや新規創業支援や企業誘致を積極的に推進します。

基本項目２つ目の「地域の魅力を高め、交流から関係、そして定住へとつなげる」で

は、大学連携、木造インターンシップや田舎暮らし体験など、様々な地域づくり活動に

参加される方に向け、町の魅力を伝え、関係人口として地域づくりの担い手に発展でき

るよう努めてまいります。また、情報発信を進める中で移住促進を図るとともに、定住

後の相談業務なども推進します。

基本項目３つ目の「希望をもって結婚・出産・子育てできる社会を実現する」では、
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第１期総合戦略で効果のあった若者世帯向け各種住宅施策を継続して取り組むとともに、

縁結び事業の推進を図ります。また、出産・子育てしやすい環境づくりとして、就労と

子育てが両立できる環境さ備やファミリーサポート事業の再開、病児・病後児保育サー

ビスの実施などにより、安心して子育てできる環境さ備に努めます。

基本項目４つ目の「安心して過ごせる豊かな暮らしを創造する」では、人口が減少し

ていく中、２０４０年には ０００人て、２０６０年には ０００人てになることを想 

定し、昨年策定された兵庫２０３０年の展望にある基本方針、１、「未来の活力」の創

出、２、「暮らしの質」の追求、３、「ダイナミックな交流・還流」の拡大を踏まえ、

地域を維持できるまちづくりを目指します。病院や買物など、日常生活における移動手

段の確保を図るため、専門家を招聘しアドバイスを受けながら検討を進めます。

次に、第２次神河町長期総合計画の３つの基本的な考え方と基本目標（６つの柱）に

ついてでございます。

まず、１つ目の基本的な考え方の「ハートが安らぐまちづくり」での基本目標第１は、

「郷土を愛し、次世代を担う人材を育てる」でございます。

本町の出生数は、平成２７、２８年に一時増加傾向となったものの、それ以降、減少

傾向に転じています。この間の支援策の総括を通し、より効果的な施策を見極めながら、

安心して子どもを産み、子育てできる環境づくりに向け、引き続き総合的な対策を進め

てまいります。

妊娠から子育て期にわたるまでの包括的なサポートでは、子育て世代包括支援センタ

ーでの切れ目のない支援の充実を図ってまいります。念願でありました病児・病後児保

育につきましては、公立神崎総合病院内に神崎郡３町による神崎郡病児病後児保育施設

さ備が完了し、３月１日、オープンしております。本日も２名の利用があると報告を受

けております。今後、病院とも連携した取組を進めてまいります。

保育所や幼稚園での幼児教育につきましては、国の施策である幼児教育・保育の無償

化の確実な実施と併せ、引き続きニーズに応じた質の高い保育や教育の提供に努め、充

実を図ってまいります。

学校教育につきましては、第３期かみかわ教育創造プラン（令和３年から６年度）で

ありますが、それを基本とし、神河町の教育をめぐる現状と課題を踏まえ、実施・検証

を見通した「ふるさとを愛し心豊かで自立する、神河の人づくり」を基本に、よりよい

教育環境の充実と知・徳・体のさ和の取れた教育の推進に努め、ふるさと神河への愛着

と誇りを持った心豊かな人材を育んでまいります。

また、国の施策、ＧＩＧＡスクール構想については、学校通信ネットワーク環境さ備

を通じて本格的な運用に取り組んでまいります。

学校の適正規模・適正配置につきましては、越知谷小学校・幼稚園が、昨年４月１日

から神崎小学校・幼稚園へ統合となりました。次に、長谷小学校については、今後の方

向性について、地域・ＰＴＡ・学校・行政を交え、協議を継続してまいります。
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なお、越知谷小学校・幼稚園の閉校・閉園及びやまびこ学園閉園式につきましては、

今週３月６日、土曜日に執り行われます。

学校給食につきましては、地産地消の下、地域の食材を活用し、栄養バランスの取れ

た安全・安心な給食の提供をしてまいります。

神河町の将来を担う青少年の健全育成では、青少年補導委員会を中心に、関係機関の

連携協力の下、その活動の充実強化を図ってまいります。

神河町の文化財を活用した地域づくりについて、引き続き推進していくとともに、町

史編さんを重要施策と位置づけ、神河町らしい特色のある町史の作成を町制２０周年の

令和７年の完成を目指し取り組んでまいります。

コロナ禍の中で、開催中止、延期、縮小等が多かった生涯教育や芸術・文化の振興に

つきましては、コロナ以降の事業の在り方を踏まえ、公民館を拠点に要望やニーズに沿

った教室を設け、引き続き学習機会を提供し、一般公演についても町民の皆様に喜んで

もらえる内容を検討しながら開催してまいります。

社会教育・社会体育施設につきましては、各施設の運営に支障を来さないよう配慮し

ながら、住民の皆様に健康づくりの拠点として利用していただけるよう、適切な維持管

理に努め、さらに各種教室やスポーツ大会の開催を通したスポーツの振興にも取り組ん

でまいります。

基本目標の第２は、「安心して暮らせる環境をつくる」（地域福祉、高齢者福祉・介

護、障害者福祉、健康・医療）であります。

本町においては、人口減少と少子高齢化が進み、令和３年１月さ時点において、６５

歳以上の人口は ０７６人で、総人口に歳める歳合は前年比 ５ポイント増の３⒍７％

に達し、超高齢化がますます進行しております。引き続き、何歳になっても元気で暮ら

せるよう、地域住民との連携・支え合いを基本とした福祉・保健・医療の充実を図りな

がら、健康長寿のまちづくり、そして、誰もが安全・安心を感じられる地域社会の実現

に向けた各種の施策を実施してまいります。また、コロナ禍の中で高齢者の社会参加の

機会が減り、体力が減退するなどのフレイル（虚年）が危惧され、地域力の回復と併せ

た対策を早急に取り組んでまいります。

支庁舎での総合窓口サービスと保健福祉サービスにつきましては、より一層、町民の

皆様に満足していただけるように充実してまいります。

高齢者の暮らしを支えるための取組につきましては、介護予防教室の開催、老人クラ

ブ活動・地域住民グループ活動への支援、人生いきいき住宅助成事業などの施策を継続

して実施してまいります。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により活用で

きなかった、公立神崎総合病院の新北館１階の多目的スペースを利用しての集いの場を、

誰でも安心して気軽に立ち寄れる場として、週一、二回、認知症カフェや集いの場サロ

ンなどを開催してまいります。

国民健康保険事業につきましては、より一層の健全な運営を図りながら、国民健康保
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険被保険者の健康を保持・増進するためのより効果的な保険事業に取り組んでまいりま

す。

介護保険制度における介護予防・生活支援につきましては、引き続き総合事業の取組

の中で、援護を必要とする方のニーズを把握しながら、介護予防・生活支援サービスを

提供するとともに、認知症高齢者に対する地域での見守りや相談等にしっかりと取り組

んでまいります。神河町社会福祉協議会に委託している生活支援コーディネーター業務

での地域における生活支援・介護予防サービスの提供体制のさ備に向けて、社会福祉協

議会と協力しながら、定期的な情報の共有・連携強化の場としての生活支援協議体の未

設置の区へ、引き続き設置に向けた働きかけを積極的に進めてまいります。

地域包括ケアシステムの推進につきましては、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、町と関係者間の連携・協

力の下、より適切な支援・サービスを提供していくために、引き続き在宅医療・介護連

携推進協議会における３つの部会で協議、検討した具体策を段階的に実施してまいりま

す。また、神崎郡内３町と神崎郡医師会の連携による在宅医療・介護連携支援センター

を公立神崎総合病院に設置し、事業を展開してまいります。

障害者福祉の取組につきましては、障害福祉計画に基づき、個々のニーズに対応した

自立支援給付や地域生活支援等の福祉サービスの提供に当たってまいります。また、神

河町社会福祉協議会による社会福祉充実計画に基づいた障害者の活動や交流拠点施設と

して「ひと花」と、公立神崎総合病院北館１階の「集いの場」、そして、民間による施

設さ備への支援、適切なサービスの利用を進めてまいります。

福祉医療の充実につきましては、引き続き高校生等までの医療費を無償化し、保護者

の負担軽減を図ってまいります。

後期高齢者医療事業につきましては、広域連合と連携しながら、適正な実施に努めて

まいります。

町民の皆様の健やかな生活を支える保健・医療の取組につきましては、公立神崎総合

病院と連携しながら、町民自らの自主的な健康づくりに取り組む意識の形成を図るとと

もに、町が実施する健康づくりポイント事業や健診への参加者の増加を図ってまいりま

す。また、町ぐるみ健診（特定基本健診）において個々の健康状態を把握するとともに、

がん検診等による多くの住民のがんや特定疾病の早期発見、早期治療につなげ、住民の

皆さんの健康保持・増進を図ってまいります。

住民の皆様の救急事態に備え、その応急措置に必要となるＡＥＤについて、各区の拠

点施設である集会所等への購入等の補助制度の活用を推進していきます。

公立神崎総合病院につきましては、新北館を拠点に、地域の医療を担う中核病院とし

て、引き続き医療体制、特に医師確保に努めるとともに、診療機能の質的向上を図って

まいります。また、中期経営計画、公立神崎総合病院改革プランに基づき、患者の皆様

のニーズに応えられる病院づくりのため、喫緊の課題である健全経営に向け、昨年設置
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いたしました経営改善対策本部において危機意識を共有しながら、病院と行政が一体と

なって経営改善・改革に本腰を入れて取り組んでまいります。

新型コロナウイルス感染症による様々な影響については、ワクチン接種に向けた組織

体制のさ備に万全を期すとともに、国の令和２年度第３次補正予算の地方創生臨時交付

金を積極的に活用し、新型コロナウイルス感染症、地域経済に対応した事業を令和２年

度の補正予算と一体的に計上し、住民の皆様が安心して暮らせる環境をさ備してまいり

ます。

基本目標の第３は、「美しく安全なまちを築く」（自然環境・地域景観・生活環境・

地域情報基年、防災、防犯・交通安全）でございます。

神河町の恵まれた美しい山・川・田畑の自然環境、そして、そこに住む人々の地域や

生活などあらゆる環境の保全、活用を図ってまいります。特に、森林の保全につきまし

ては、県民緑税活用事業とともに、森林環境譲与税を財源とした森林のさ備に引き続き

しっかりと取り組んでまいります。

次期ごみ処理施設のさ備については、神崎郡３町と事務組合において新施設の建設候

補地としていました福崎町田口区を断念後、市川町浅野区を新たな候補地として選定し、

施設建設受入れに御理解をいただけるよう取り組んできたところ、昨年１１月、その受

入れが承認されました。今後は、浅野区と中播北部行政事務組合及び神崎郡３町の間で

建設に係る合意がされる予定です。引き続き地域の皆様の御理解をいただきながら、施

設建設に向けて取り組んでまいります。

地球温暖化対策については、温室効果ガスの排出量を削減するめ、住民一人一人がエ

コな取組を実践し、地球温暖化対策に資することを目標としたクールチョイス宣言を核

とした取組を進めてまいります。本年度は、住民・地域・事業所がクールチョイスに取

り組む指針となる地球温暖化対策実行計画（区域施策編）でありますが、その策定と併

せて、カーボンゼロ、エネルギーの地産地消を目的とした地域再生可能エネルギー導入

等戦略支援事業、そして、普及啓発のローカルＳＤＧｓ推進事業を予算計上し、特にＳ

ＤＧｓへの貢献としての１７の目標の１つ、「エネルギーをみんなに、そしてクリーン

に」を神河町の一丁目一番地として取り組んでまいります。

また、生ごみの減量化についても、コンポスト導入による生ごみ減量への啓発・周知

を図りながら、収集ごみの減量化を推進してまいります。

集落に点在している老朽化した危険な空き家等につきましては、引き続き略式除去、

除却費用補助等の制度により進めてまいります。

水道事業につきましては、経営戦略に基づいた施設の管理運営に取り組むとともに、

簡易水道と上水道との統合による機械類の更新、そして、老朽化した管路の耐震化を引

き続き実施してまいります。下水道につきましては、経営戦略に基づいた施設の運営管

理に取り組んでいくとともに、施設の効率化と維持管理コストの削減を目的とした施設

の統廃合・長寿命化を進めてまいります。
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神河町のＣＡＴＶ、高速インターネットにつきましては、引き続きサービスの充実と

適切な運営管理に努めてまいります。

消防・防災につきましては、近年多発している自然災害に備え、地域の防災力を高め

るとともに、災害警戒体制の強化を図ってまいります。特に、河川水位の監視強化のた

めの水位計の更新と監視カメラの設置運用について、引き続き取り組んでまいります。

また、地域防災の要として、町民の生命と財産を守るという大きな使命を担っている消

防団のさらなる防火防災体制を強化していくとともに、初期消火活動に必要な消防施設

設備のさ備や、消防団員が安心して活動できるための装備備品の充実を進め、あわせて

団員の確保に努めてまいります。現在運用中の防災行政無線につきましては、迅速で正

確な情報伝達に努めてまいります。

地域における夜間の防犯対策につきましては、町の基本施策である温室効果ガスＣＯ

２ 削減を基本に、各区の防犯灯のＬＥＤ化を進めており、引き続きＬＥＤ電球への切替

えに係る補助金を予算化するとともに、防犯カメラの設置を進め、犯罪の抑止・防止に

努めてまいります。

次に、２つ目の基本的な考え方、「ハートが賑わうまちづくり」での目標第４は、

「人が行き交い、出会うまちを創造する」（土地利用、道路・交通、交流、定住促進）

でございます。

人口減少が続いている本町にとって、地域コミュニティの低下による地域の活力維持

が最大の課題となっています。現在神河町に住んでいる若者に将来にわたっても住み続

けてもらわないと、地域の崩壊・消滅につながっていくおそれがあります。結婚しても

町内に住んでもらうことが一番であり、これまで強力に推進してきました若者定住施策

の継続と併せ、新たな事業への転換を模索しながら、若者定住への支援を引き続き実施

してまいります。

まずは、神河町に住み続けておられる住民の皆様に引き続き住み続けていただくため

の施策展開、サービス提供に努めてまいります。その中でも、住宅環境のさ備や公共交

通、そして道路・橋梁のインフラの基年さ備は重要な課題であり、それらの施設・設備

の改修や適切な維持管理により、一層の定住促進に努めてまいります。また、個人財産

の保護や経済活動をより促進するため、町全域において地籍さ査を継続して実施してま

いります。

公共交通につきましては、町民の移動手段であるコミュニティバス運営において、４

月から一部の路線で増便と運行中止、時間等の変更を行います。また、本年度は、高齢

者や障害者等に優しく、利用しやすい運行形態への見直しを進めるため、専門家のアド

バイスを受けながら、神河町の地形に合った運行形態を検討してまいります。

ＪＲに関しましては、ＪＲ播但線利用者の利便性向上のため、ＪＲへの要望活動を継

続して行いました。特に長谷駅では、快速列車が導入されて以降、地域を挙げて利用促

進に努めていただいた結果、昨年の１便の停車に続き、本年３月のダイヤ改正において
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全列車が停車することになりました。地域の皆様の御尽力にお礼申し上げます。今後も

さらなる利用促進に向け、長谷地域住民が一体となり策定された長谷駅利用促進計画に

基づく支援を行ってまいります。

道路につきましては、町民生活の安全確保、区要望も含め、新過疎法による過疎対策

事業債等を活用し、引き続き確実に進めてまいります。特に、町道作畑・新田線は辺地

対策事業債の活用を基本に、早期完成に向け全力で取り組んでまいります。

橋梁につきましては、引き続き長寿命化修繕計画に基づいて、修繕工事を着実に実施

してまいります。

住民生活道路である町道の除雪につきましては、緊急時の出動への協力や連携の体制

さ備を図り、凍結防止も含め、今後の積雪にしっかりと備えてまいります。

基本目標第５は、「魅力と活力の産業を育てる」（農林水産業、商工業、観光）でご

ざいます。

本町の豊かな自然や地域資源を生かした農林業・商工業の連携による６次産業化の推

進による雇用の創出、そして、収量アップにつながる農業の実現による農業再生に向け、

全力を注いでまいります。特に、基幹産業である農林業の振興については、昨年度コロ

ナ禍で取り組んだスマート農林業をはじめとする省力化の取組を生かし、田園回帰を促

し、若者の就業の場、農林業の持続化につなげていければと考えています。

仕事づくりにつきましては、起業や創業に対しての支援、企業誘致の促進による働き

場所の確保、新たなかみかわブランドの発掘やそのＰＲなどを引き続き展開してまいり

ます。また、峰山高原リゾートホワイトピーク及びグリーンピーク、また、道の駅「銀

の馬車道・神河」を拠点に町内観光施設へのさらなる誘導、波及効果の拡大に向け、観

光協会、商工会はじめ、日本遺産「銀の馬車道 鉱石の道」の沿線自治体と連携しなが

ら取り組んでまいります。

なお、４シーズン目を迎えましたスキー場ホワイトピークの入り込みは、２月さで４

万 ５００人と伺っております。

農業につきましては、町農業委員会と神河町地域農業再生協議会とが協さしながら、

農業の活性化と再生に引き続き力を注いでまいります。また、主食米以外の生産拡大や

新規就農者・農業経営法人化への支援、人・農地プラン策定への支援、米安全確保対策

など、あわせて有害鳥獣である猿・鹿・イノシシの捕獲対策の一層の強化を図りながら、

安全で良質な農産物の生産拡大並びに農地保全の取組を引き続き積極的に展開してまい

ります。

林業の活性化と再生につきましては、森林管理１００％事業による計画的な搬出間伐

と作業道開設とともに、森林環境譲与税の財源を活用し、間伐や搬出等の森林施業に対

する町独自の補助事業を拡充しながら、一体的に森林さ備を実施してまいります。あわ

せて、若者世帯の住宅取得及びリフォームの補助事業の町内加算の補助金も継続し、地

域内循環を促進してまいりたいと考えております。また、早生樹種であるセンダンの育
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成、そして紙幣の原料となるミツマタの生産、出荷等に引き続き取り組んでまいります。

水産業の活性化と再生につきましては、漁業組合や漁業者、ＮＰＯ団体等が行う新た

な取組への支援を行うとともに、関係者と連携しながら一体的に推進してまいります。

本町は、兵庫県のほぼ中央に位置し、京阪神から約１時間３０分、姫路から４０分と

良好なアクセス環境にあります。四季を通した魅力あふれる神河町を町ホームページ、

観光ナビにより、これまで以上に町内外へ強力にＰＲ・発信していきながら、観光交流

人口１００万人を目標に、観光交流センターを拠点に、観光協会、観光施設指定管理者、

行政、そして関係する事業者と連携しながら、引き続き全ての世代の方々に行ってみた

いと思える神河町を目指すとともに、にぎわいを創出してまいります。また、一般社団

法人観光協会による観光産業の育成と新しい事業を取り入れながら、地域に根差した活

動を支援してまいります。

観光の核となる峰山高原リゾートホワイトピーク及びグリーンピーク、そして道の駅

「銀の馬車道・神河」のブランド強化はもちろん、さらなる知名度アップに取り組んで

まいります。また、年間を通した利用促進におきましても、引き続き指定管理者等と連

携し、充実した施設の活用プログラムにより付加価値を高め、より効果のある方策や手

段を取りながらＰＲ活動や情報発信を進め、集客に努めてまいります。さらに、今後の

施設さ備や来場者への対応につきましては、毎年検証し、関係者間で協議・検討しなが

らよりよい施設となるよう進めてまいります。

神河のにぎわいづくりにつきましては、越知川名水エリア、銀の馬車道エリア、大河

内高原エリアの３つのエリアにある観光施設・資源を最大限に生かしながら、それぞれ

の施設においての独自のサービス向上を図り、より魅力ある観光地・施設として町内外

へ発信してまいります。

次に、基本的な考え方３つ目の「ハートが繋がるまちづくり」での第６は、「安定し

た持続可能なまちを実現する」（人権、住民参画、コミュニティ、行財政）でございま

す。

「人権尊重のまち」宣言を基本に、全ての人が幸せになるために、神河町部落差別の

解消の推進に関する条例に基づき、引き続き毎月１１日は「人権を確かめる日」の啓発、

ＰＲ活動を推進し、誰もが人として尊重されるまちづくりに取り組んでまいります。

町長懇談会については、昨年に引き続き行政ブロック単位で開催し、集落が抱える喫

緊の課題や、町としてぜひ共有しておかなければならない課題等についての貴重な意見

を今後のまちづくりに生かしてまいります。

まちづくりの指針となる第２次神河町長期総合計画については、町民の皆様との協働

の下、検討・協議を重ね、つくり上げてきました。この計画の実施に当たっても、町民

の皆様の参画の下、取り組んでいくこととしております。あわせて、住民・地域・企業

等との連携の下、新たに更新した男女共同参画推進計画の実現に努めてまいります。

情報発信につきましては、町民の皆様により分かりやすい広報づくりに努めるととも

－１０１－



に、町ホームページやＳＮＳなど、様々なツールを活用した情報発信を充実してまいり

ます。引き続き、町内外に町政やイベントなどの情報を適時適切に発信し、町民の皆様

の生活に有用な情報提供に一層努めてまいります。

町民の皆様から納付いただいております町税につきましては、的確な課税客体の把握

により、公平公正な課税を行ってまいります。また、適切な滞納処分を行うとともに、

特別徴収月間での徴収強化の取組による徴収率をアップしてまいります。

住民サービスにおいては、コンビニエンスストアにおいて、マイナンバーカードを利

用しての住民票・印鑑証明・戸籍証明等の取得、そして、コンビニエンスストア及びク

レジットカードでの町税や上下水道料金の納付ができるように利便性の向上を図ってま

いります。マイナンバーカードの普及率はまだ低い状況ではありますが、引き続き町民

の皆様のマイナンバーカードの取得促進に力を注いでまいります。

また、国が推進する自治体ＤＸ推進計画（デジタルトランスフォーメーション）、自

治体デジタル化に沿い、引き続き行政ＩＴ化の推進及び行政手続の見直しに取り組んで

まいります。

ふるさとづくり応援寄附金につきましては、貴重な自主財源であることから、より一

層の普及とＰＲを行い、返礼品を充実しながら積極的に取り組んでいくとともに、頂い

た寄附金を有効に活用してまいります。

現在の町行政におきましては、自らの判断と責任において、その事態の解決に向け、

神河町にとって意義あることを的確に見定めながら、政策の自己決定・自己責任による

行財政運営を行っていかなければなりません。そのためには、神河町の将来と住民の視

点を第一に、住民目線で考える職員を育てていく必要があります。そのために必要な研

修は、その時々に応じタイムリーに確保・提供しながら、職員一人一人の能力向上や育

成、モチベーションアップを図るとともに、組織力の向上につなげてまいります。

町財政につきましては、総務省が示す統一基準による地方公会計のさ備により、財政

の見える化を進めてまいります。また、これからの財政運営については、財源確保の面

から予断を許さない状況が続くことが推測されることから、第２次神河町行財政改革大

綱に基づく実施計画の不断の取組とともに、公共施設等総合管理計画に基づく長寿命化

・統合・廃止等の施設の適正な配置と維持管理により、財政負担の軽減と平準化を目指

し、より一層の経費削減に努めつつ、事務の効率性を高め、無駄を減らしていくための

さらなる改革・改善に努め、計画的かつ効率的な行財政運営の町の実現を目指してまい

ります。

最後に、新型コロナウイルス感染症という危機の中であっても、住民の皆様と一緒に

コロナに負けることなく、コロナ危機を乗り越え、らせんを描くようにさらに高い位置

に立てるように全力で取り組んでまいります。

そして、ＳＤＧｓの理念である誰一人取りささない精神を基本に、「恒久平和のまち

宣言」を核とした神河町のまちづくり、「大好き！私たちの町 かみかわ」を町民の皆
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様と共有し、町政運営に邁進してまいります。

以上をもちまして、令和３年度の予算に対する私の所信といたします。

次に、第５２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は令和３年度神河町一般会計予算でございまして、地方自治法第２１１条第１

項の規定により議会に提出するものでございます。

予算書の１ページを御予ください。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ７７さ

０００万円と定め、その歳入歳出予算の款項の区分・金額は、第１表歳入歳出予算によ

ると定めております。前年度当初予算と比較して、マイナス⒌５％、額にして４さ ５

００万円の減額でございます。

続きまして、歳入でございます。１１ページをお願いいたします。

１款町税は、１７さ ５９０万 ０００円で、対前年度比マイナス１％、 ８５２万  

０００円の減収と見込んでおります。

２款から１０款までの地方譲与税、そして各県税の交付金と地方特例交付金は、前年

度決算見込みを基本に、地方財政計画、そして県の配分見込みによりそれぞれ計上して

おります。

１１款地方交付税は、３０さ６００万円で、対前年度比マイナス⒉９％、 ９００万

円の減額でございます。これは普通交付税の減額でございまして、前年度の交付額との

比較ではマイナス１⒈６％、３さ ６２４万 ０００円の減額となっております。 

１２款交通安全対策特別交付金は、２２０万円で、前年度と同額でございます。

１３款分担金及び負担金は、 ４１０万 ０００円で、対前年度比マイナス２  ⒋８％、

１２７万 ０００円の減額でございます。 

１４款使用料及び手数料は、１さ ６５３万円で、対前年度比マイナス ６％、１１

１万 ０００円の減額でございます。

１５款国庫支出金は、５さ ４９４万 ０００円で、対前年度比  ⒉８％、 ６１９万

０００円の増額でございます。

１６款県支出金は、６さ ２６５万 ０００円で、対前年度比マイナス１  ⒈７％、

２３９万 ０００円の減額でございます。

１７款財産収入は、 ０１４万 ０００円で、対前年度比  ⒐５％、２６２万の増額で

ございます。

１８款寄附金は、 ５００万 ０００円で、前年度と同額でございます。 

１９款繰入金は、１さ ５６７万 ０００円で、対前年度比マイナス４  ⒈２％、 ８

０６万 ０００円の減額でございます。そのうち、財政ささ基金繰入金は ７００万円 

で、対前年度比マイナス４⒎８％、 ３００万円の減額でございます。

２０款繰越金は、 ０００万円で、前年度と同額でございます。

２１款諸収入は、１さ ７４０万 ０００円で、対前年度比マイナス  ⒈５％、２９４

万 ０００円の減額でございます。
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２２款町債は、７さ ０４０万円で、対前年度比マイナス２ ４％、１さ ７６０万

円の減額でございます。

続きまして、歳出でございます。１２ページをお願いいたします。

１款議会費は、 ２１８万 ０００円で、対前年度比マイナス  ⒌２％、４４７万 ０

００円の減額でございます。

２款総務費は、１１さ ０５８万 ０００円で、対前年度比  ⒍４％、 １１６万 ０ 

００円の増額でございます。

３款民生費は、１４さ ５１９万 ０００円で、対前年度比マイナス  ⒈７％、 ５７

２万 ０００円の減額でございます。

４款４生費は、１５さ ９８２万 ０００円で、対前年度比マイナス  ⒈７％、 ５９

９万 ０００円の減額でございます。

５款農林水産業費は、５さ ５０７万 ０００円で、対前年度比マイナス１  １％、

３４０万 ０００円の減額でございます。 

６款商工費は、２さ ４６０万円で、対前年度比マイナス１ ⒎５％、 ６２３万 ０ 

００円の減額でございます。

７款土木費は、５さ ５１０万 ０００円で、対前年度比マイナス２  ⒉５％、１さ

５６９万 ０００円の減額でございます。

８款消防費は、２さ １３５万 ０００円で、対前年度比  ⒐８％、 ５０２万 ００ 

０円の増額でございます。

９款教育費は、８さ ９３８万 ０００円で、対前年度比マイナス２  ⒈０％、２さ

０５１万 ０００円の減額でございます。

１０款公債費は、９さ ６６８万 ０００円で、対前年度比  １％、８５万円の増額

でございまして、元金償還金が、９さ ５４７万円、利子償還金が、 １２０万 ００  

０円、公債諸費が、 ０００円でございます。

１２款予備費は、 ０００万円で、前年度と同額でございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課財政特命参事から御説明いたしますので、よろしく御審

議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

黒田総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。アクリル板

がございますのでマスクのほうを外させていただきます。それでは、第５２号議案、令

和３年度神河町一般会計予算につきまして詳細説明をいたします。９ページから１０ペ

ージでございます。第２表地方債でございます。なお、地方債につきましては、１２０

ページに別添の資料と、その内訳を添付してございます。

１、臨時財政対策債は、限度額３さ ６００万円で、国の地方交付税の財源不足を補
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うために発行する赤字地方債でございまして、その元利償還金は１００％後年度の普通

交付税に算入されるものでございます。

２、交通安全施設等さ備事業は、限度額９００万円で、地域住民の安全確保のためガ

ードレールを新設するもので、過疎債でございます。

３、過疎地域自立促進特別事業は、限度額 ５００万円で、過疎債の３フト事業で医

師確保対策や起業支援等に係るものでございます。

４、庁用車購入事業、限度額３９０万円で、地球温暖化対策として、ＣＯ２ の削減の

ため、低燃料費ハイブリッド車両の購入に係るものでございます。地域活性化事業債で

ございます。

５、庁舎さ備事業は、限度額６６０万円で、本庁舎の非常用発電設備の更新さ備工事

の設計に係るものでございまして、緊急防災・減災事業債でございます。

６、病院機６さ備事業は、限度額 ０００万円で、医療機６のさ備に係るもので、過

疎債を発行し、病院出資金として支出するものでございます。

７、広域基幹林道開設事業は、限度額 ６２０万円で、７ケ峰・三国７線の事業費の

県負担に対するものでございます。公共事業債でございます。

８、観光施設さ備事業は、限度額 ５００万円で、峰山高原施設内の道路さ備に係る

ものでございます。過疎債でございます。

９、急傾斜地崩壊対策事業は、限度額８１０万円で、鍛治区の対策事業費の県負担金

に対するものでございます。公共事業債でございます。

１０、道路さ備事業は、限度額１さ ９８０万円で、町道作畑・新田線が ０００万 

円、町道峰山線が ０００万円、町道上越知１号線が８００万円、町道西別１号線が 

２００万円で、辺地債でございます。それから、町道２田線が ０００万円、町道中２

屋線が ２００万円、その屋の町道の改良及び維持工事を合わせまして１５路線 ６８ 

０万円で、過疎債でございます。

１１、橋梁さ備事業は、限度額 ７９０万円で、道路メンテナンス事業でございます。

橋梁長寿命化修繕事業に係るものでございまして、過疎債でございます。

続きまして、１２、河川水位計、監視情報システムさ備事業は、限度額 ６６０万円

で、水位状況の監視カメラ設置等のシステムさ備に係るものでございまして、緊急防災

・減災事業債でございます。

続きまして、１３、消防施設さ備事業は、限度額 ８４０万円で、防火水続の設置、

ポンプ自動車購入さ備に係るものでございまして、緊急防災・減災事業債でございます。

続きまして、１４、消防車両さ備負担金事業は、限度額７９０万円で、神崎郡３町の

管内で使用いたします消防車両の更新を行う姫路市消防局への負担金に対するものでご

ざいます。

起債の方法、利率、償還の方法につきましては、第２表に記載のとおりでございます。

以上によりまして、起債の限度額の合計を７さ ０４０万円と定めるものでございま
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す。

それでは、歳入歳出予算事項別明細書により御説明をさせていただきます。１３ペー

ジをお願いをいたします。町税でございます。町税につきましては、説明資料の１０ペ

ージから１５ページのほうに掲載をいたしております。

それでは、１款町税、１項町民税、１目個人町民税は４さ ４６２万 ０００円で、 

均等歳 ９５５万 ０００円、所得歳３さ ００６万 ０００円、滞納分５００万 ０    

００円で対前年度比 ０３３万 ０００円の減額でございます。 

続いて、２目法人町民税でございます。 ０１１万 ０００円で、対前年度比は７１ 

３万 ０００円の減額でございまして、事業所２１８社、均等歳 ５８２万 ０００円、  

税歳 ７４５万 ０００円、滞納６８３万 ０００円でございます。  

２項固定資産税、１目固定資産税は、土地・家屋・償却資産に課税するものでござい

まして、１１さ ８７８万 ０００円と見込んでございます。対前年度比は ０６４万  

０００円の増額でございます。特に依存度の大きい関西電力の大河内水力発電所に係

ります大規模償却資産につきましては、５さ ４９６万 ０００円を見込んでございま 

す。

続いて、３項軽自動車、１目環境性能歳は１７５万 ０００円、２目種別歳は ２５ 

０万 ０００円で、合わせまして ４２５万 ０００円、対前年度比２１万 ０００円   

の増額でございます。

４項町たばこ税は ６６０万 ０００円で、対前年度比１７４万 ０００円の減額で  

ございまして、２年度の決算見込みを勘案しながら計上をいたしております。

１４ページでございます。２款地方譲与税から１５ページの１０款地方特例交付金に

つきましては、令和２年度決算見込みを基本にしながら、地方財政計画、県の交付見込

みを勘案して計上をいたしております。

１０款地方特例交付金、２項新型コロナウイルスウイルス感染症対策地方税減収補て

ん特別交付金でございます。地方税法の附則の規定による課税標準の特例により、都道

府県及び市町村の固定資産税及び都市計画税が減少する場合には、当該減収額を補填す

るため、同法の附則第６５条の規定に基づきまして交付されることとされたものでござ

いまして、 ６００万円を見込んでございます。内容につきましては、一般会計説明資

料の１４ページから１５ページのほうに掲載をいたしております。

続いて、１５ページをお願いをいたします。１１款地方交付税でございます。地方交

付税は３０さ６００万円で、対前年度比 ９００万円の減額でございます。普通交付税

につきましては２５さ ６００万円、特別交付税につきましては４さ ０００万円でご 

ざいます。

続いて、１６ページをお願いをいたします。１３款分担金及び負担金、１項分担金、

２目農林業費分担金、１節林業費分担金の５０万円でございますが、町単独林道補修事

業の受益者分担金でございまして、地元管理の林道、作業道に係る分担金でございます。
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続いて、３目土木費分担金、１節道路橋梁費分担金１４０万円でございます。町単独

町道改良事業でございまして、区の要望によります根宇野地内の町道神明線、東柏尾地

内の町道立石１号線の受益者分担金でございます。

続いて、２項負担金、１目民生費負担金、１節児童福祉費負担金のうち、寺前、神崎、

管外の私立保育所の運営負担金、合わせまして １２８万 ０００円、子育て家管ショ 

ートステイ負担金３万円、神崎郡３町で運営をいたします病児・病後児保育に係る負担

金として１２２万 ０００円で、内訳につきましては、市川町が７１万 ０００円、福 

崎町が５０万 ０００円でございます。続いて、２節老人福祉費負担金でございます。

９７万 ０００円は、養護老人ホームに入所されてございます４名の方の費用徴収金で

ございます。

続きまして、１４款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料は ７３６万 

０００円で、そのうちケーブルテレビの利用料は ６３３万 ０００円でございます。 

対前年度比１１４万 ０００円の減額でございます。

続いて、１７ページをお願いをいたします。３目土木使用料、１節住宅使用料でござ

います。町営住宅５団地と定住空き家活用住宅、長谷地区にございます３戸、合わせま

して １０５万 ０００円でございます。 

続いて、４目教育使用料、１節幼稚園使用料は、続かり保育１９万 ０００円で、幼

児教育・保育の無償化によるものでございまして、対前年度比６万 ０００円の減額で

ございます。続きまして、２節社会教育施設使用料でございます。学童保育クラブ施設

使用料でございまして、６０５万円でございます。対前年度比は３０万円の増額でござ

います。３節体育施設使用料、町民温水プール使用料 ２５０万円で、対前年度比が２

０７万 ０００円の減額でございます。

続きまして、１８ページをお願いをいたします。２項手数料、１目総務手数料、２節

徴税手数料において、コンビニエンスストアでの税証明等の交付につきまして２５件

０００円を計上をいたしております。３節の戸籍住民基本て帳手数料におきましては、

コンビニエンスストアでの住民票の交付として２８２件、５万 ０００円を２年度の実

績見込みにより計上をいたしております。

続きまして、１８ページから２５ページまでの……。

○議○（ ○ 良幸君） 申し訳ない、黒田参事。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１０時４０分といたします。

午前１０時１８分休憩

午前１０時４０分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。

引き続き、詳細説明を求めます。

黒田総務課財政特命参事、お願いいたします。
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○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。引き続きま

して、アクリル板がございますのでマスクを外させていただきます。

引き続きの説明の前に、大変申し訳ございません。予算の説明資料の３３ページでご

ざいます。少し訂正がございますので、よろしくお願いします。先ほど御説明を申し上

げましたところの本庁舎施設修繕改修事業でございまして、３３ページの上から２番目

のところでございます。財源の内訳の中に地方債部分が３９０万とございますが、誤り

でございまして、６６０万のほうに訂正をお願いしたいと思います。説明資料。すみま

せん、よろしくお願いをいたします。大変申し訳ございませんでした。おわび申し上げ

ます。

そうしましたら、引き続きまして、詳細説明のほうをさせていただきます。１８ペー

ジから１９ページでございます。

１５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金でございまして、４さ８

２万円で、対前年度比 １６２万 ０００円の増額でございます。寺前、神崎、管外の 

私立保育所の運営費負担金及び子育てのための施設等、幼稚園、４歳、５歳児の続かり

保育の利用給付への交付金、そして、児童手当負担金など、社会保障施策に係りまする

ところの充当する国の負担金の増額でございます。

続いて、１９ページのほうをよろしくお願いします。２項国庫補助金、１目総務費国

庫補助金は１さ ０４６万 ０００円、対前年度比 ２９３万 ０００円の増額でござ   

いまして、令和２年度、国の３次補正による新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金 ６４０万円を計上いたしております。引き続き感染対策、地域経済対策の事

業に充当をしていくものでございます。

２目民生費国庫補助金６４５万 ０００円で、地域生活支援事業補助金としまして５

９６万 ０００円でございます。これにつきましては、障害者総合支援法に基づきます

障害福祉サービスであります手話通訳者の派遣、移動支援、日中一時デイサービス支援

等の介護給付に対する補助金、社会資本さ備総合交付金１３万 ０００円は人生いきい

き住宅助成事業分でございます。続いて、２節でございます。児童福祉費補助金、幼児

教育・保育無償化実施円教化事業補助金３５万 ０００円は、幼児教育・保育の無償化

の実施を円教に推進するため支援されるものでございまして、採択基準額を定額補助、

補助率１０分の１０でございます。

３目４生費国庫補助金は２０６万 ０００円で、１節保健４生費補助金の健診結果利

用活用に向けました情報標準化さ備事業補助金６０万 ０００円は、健診情報を基幹シ

ステムに取り込むためのシステム改修に係るものでございます。緊急風疹抗体検査等事

業補助金７８万 ０００円は、令和３年度までの間、業和３７年４月２日から業和５４

年４月１日生まれの男性を対象としまして実施をいたします風疹抗体検査に係るもので

ございまして、その費用の２分の１でございます。

続いて、４目土木費国庫補助金は ０５２万 ０００円で、対前年度比 ８８１万   
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０００円の減額でございまして、１節道路橋梁費補助金の道路メンテナンス事業費補助

金 ５３２万 ０００円は橋梁長寿命化修繕事業に係るものでございまして、補助対象 

事業費の５⒎２％の補助でございます。２節住宅費補助金のうち、社会資本さ備総合交

付金の定住促進７３９万 ０００円は、若者世帯に係る家付補助が１１１万 ０００円、 

住宅取得支援が４８９万 ０００円、住宅リフォーム支援が１１５万円、そして、空き

家活用が２３万円で、いずれも補助対象事業費の２３％の補助でございます。空き家再

生４４０万円は、特定空家等の除去、解体に係る費用の２分の１でございます。

続いて、２０ページをお願いします。５目教育費国庫補助金は２２５万 ０００円で、

対前年度比 ２１７万 ０００円の減額でございまして、２節中学校費補助金で、要保 

護児童生徒援助費、へき地児童生徒援助費補助金で対象児童生徒がいないこと、３節社

会教育費補助金において、文化財保存活用地域計画の策定が終わったことによる文化振

興費補助金の減によるものでございます。埋蔵文化財緊急発掘さ査補助金１６０万円は、

国指定に向けての福本遺跡の概要をより充実した内容とするためのさ査に係る補助金で

ございます。

商工費国庫補助金、消防費国庫補助金は、該当がございませんので、廃目でございま

す。

続いて、２０ページから２１ページの２目民生費県負担金は、２さ ８５８万 ００ 

０円で、対前年度比７９万 ０００円の増額でございます。国庫負担金と同様、寺前、

神崎、管外の私立保育所の運営費負担金及び子育てのための施設等の利用給付への交付

金、そして、児童手当など、社会保障施策に充当する県の負担分の増額でございます。

続いて、２項県補助金、１目総務費県補助金は ８０４万 ０００円で、対前年度比 

９３３万 ０００円の減額でございます。１節総務管理費補助金のうち市町振興支援交

付金 ２７４万 ０００円は、付来の神河町から生野までの赤字路線への町補助に対し 

まして、バス対策補助金及びコミュニティバスの事業への交付金で、一般財源扱いでご

ざいます。ひざうご地域創生交付金７６２万 ０００円は、兵庫県独自の地方創生に係

る交付金で、県の予算の編成の動向を踏まえまして、対前年度比７６２万 ０００円の

減額、長谷駅利用促進事業、木造インターンシップ事業、大学連携事業、高原イベント

等を対象とし、一般財源扱いとしております。続いて、電源立地地域対策交付金事業補

助金は ６７８万 ０００円でございまして、道路維持補修の町道本村大川原線の助装 

修繕工事等に充当するもので、一般財源扱いでございます。

続いて、２目民生費県補助金、１節社会福祉費補助金のうち民生児童委員活動費用弁

償補助金２２９万 ０００円は、民生児童委員３８名の活動に対する補助金、民生児童

協力委員設置等補助金３万 ０００円は、民生児童協力員７２名の活動に対する補助金

でございます。人生いきいき住宅事業の補助金２２０万円は、高齢者や障害者の方が住

み慣れた自宅で安心して暮らせるように体の状態に適した住宅に改良する場合の補助金

でございます。続いて、２２ページの２節老人福祉費補助金の老人クラブ助成事業補助
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金１３８万 ０００円、そして、老人クラブ活動強化推進事業補助金８６万 ０００円 

は、それぞれの単位老人クラブ３６クラブの活動に対する補助金でございます。３節医

療助成費補助金は ６０１万 ０００円で、医療助成金として、事務費の２分の１の補 

助でございます。４節児童福祉費補助金の子ども・子育て支援交付金は、それぞれ保育

所、幼稚園、小学校、そして健康福祉課関係事業などに充当するものでございます。病

児・病後児保育事業１９９万 ０００円は、運営費の補助でございます。ひざうご保育

料軽減事業補助金は、第１子、第２子以降の保育料の軽減措置補助金として７２万 ０

００円を計上するものでございます。

３目４生費県補助金のうち、３子保健医療対策総合支援事業補助金４１万 ０００円

は、子供が健やかに育つ環境づくりを推進するための３子医療対策として、産後ケアや

産婦健康診査等の支援に係る補助金でございます。へき地診療所運営費補助事業補助金

３１３万 ０００円は、大畑、上小田、川上診療所の運営費に対しましての補助金でご

ざいます。ざざ移ざ後等の再接種補助金２万 ０００円は、ざざ移ざ等を受けたことで

免疫が低下、消失したことにより感染症に罹患する頻度が高くなることから、再度予防

接種を実施し免疫を再獲得するための補助金で、全額助成でございます。不育症治療支

援助成事業補助金５万円は、不育症に対する検査及び治療費の２分の１を助成するもの

でございまして、本年度新たに計上するものでございます。

続いて、２３ページ、４目農林業費県補助金、１節農業費補助金の鳥獣被害防止総合

対策事業補助金４９９万 ０００円及び一般財源扱いの市町振興支援交付金１２２万 

０００円は、ともに鹿、イノシシ、猿等の有害捕獲に対する助成でございます。農地利

用最適化交付金１５１万 ０００円は、農業委員、農地利用最適化推進委員が農地法に

基づき行います農地集積等の活動に対する支援交付金でございます。農業次世代人材投

資事業補助金３００万円は、新規就農者２名に対する支援補助金でございます。農村地

域防災減災事業補助金 ０００万円は、農地面積の減少で使用しなくなった２か所のた

め池を計画的に廃止するための測量実施設計等への業務への補助金でございます。強い

農業・担い手づくり総合支援交付金２１６万円は、農業経営体が導入します農業機械へ

の助成でございます。２節林業費補助金 ９３２万 ０００円は、引き続き県民緑税を 

活用しました緊急防災林さ備事業、針葉樹林と広葉樹林の混交林さ備事業等の補助金を

予定をいたしております。林道改良事業補助金１７８万 ０００円は、橋梁の長寿命化

によるコストの縮減を図るため、点検診断、保全事業を予定をいたしてございます。３

節水産業費補助金１０万円は、引き続き水産業の再生や活性を図るため、内水面の環境、

生態系の維持、回復など、漁業者が行います河川の清掃等の活動や取組に対しましての

補助金でございます。

５目商工費県補助金 ２４３万 ０００円は、峰山高原の滞在型中核施設等のさ備に 

係る償還金の補助金でございます。商係係お買い物・ポイントシール事業補助金 ００

０万円は、県と協さしまして、新型コロナウイルス感染症によります消費の落ち込みの
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回復、地域商業の活性化を目的としまして商品券を発行するもので、事業費の３分の２

を県が負担するものでございます。

６目土木費県補助金、１節土木費補助金のうち、ひざうご住まいの耐震化促進事業補

助金６０万円は、簡易耐震診断を受けた住宅の建て替えや簡易な耐震改修等を行う場合

の補助金でございます。２節住宅費補助金の老朽危険空き家除却支援事業補助金５０万

円は、２軒の特定空家等の除却、解体に係るもので、所有者が行う除却に補助をするも

のでございます。

続いて、７目教育費県補助金、１節小学校費補助金で、スクール・サポート・スタッ

フ配備事業補助金２８６万 ０００円は、教員が一層児童生徒への指導や教材研フ等に

注力できる体制をさ備するため、スクール・サポート・スタッフを学校に配置するため

の補助金でございます。２節中学校費補助金のトライやる・ウイーク事業補助金４５万

円は、２年生を対象に、自立性を高め、生きる力を育むことを目的に、職場体験、福祉

体験、勤労、生産活動など、地域での体験活動に係る経費の補助金でございます。スク

ール３ーシャルワーカー事業補助金３０万円は、教育相談体制に福祉等の専門的な知識

や技術を有する３ーシャルワーカーを配置するための補助金でございます。小学校費と

同様にスクール・サポート・スタッフを学校に配置するための補助金４２万 ０００円

を計上をいたしてございます。

続いて、２４ページをお願いいたします。３項県委託金、１目総務費県委託金、２節

選挙費委託金は、県知事選挙費 １８６万 ０００円、選議院議員選挙費 ４８０万   

０００円を計上をいたしてございます。４節総務管理費委託金２５１万 ０００円は、

地域再生協働員設置業務委託金で、県版の協力隊、地域再生協働員に係るものでござい

ます。

４目農林業費県委託金、１節農業費委託金の地籍さ査事業委託金 １５５万 ０００ 

円は、山林部の地籍さ査で県営事業として県からの委託事業に係るもので、対象事業費

の１００％の委託でございます。

続いて、２５ページ、１７款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金３７

６万 ０００円は、一般会計で設置しております財政ささ基金をはじめとしました１０

の基金の利子収入でございます。

２目財産２付収入 ５３７万 ０００円は、町有財産である土地や建物等の２付収入 

でございます。新たに２工場２付収入３３７万 ０００円につきましては、年額４５０

万円のうち９か月分を計上をいたしてございます。充当は公共施設維持管理基金積立金

でございます。

２項財産売払収入、１目不動産売払収入は１００万円を予定をいたしてございます。

２６ページでございます。１８款寄附金、１項寄附金、２目指定寄附金の神河ふるさ

とづくり応援寄附金は ５００万円を予定をいたしてございます。

１９款繰入金、１項屋会計繰入金は、特別会計からの繰入れでございます。
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２項基金繰入金は、一般会計で設置している基金からそれぞれの目的に沿った事業の

財源として充当するために繰入れをするものでございます。１目公共施設維持管理基金

繰入金 ４２９万円は、各施設の修繕や工事等の維持費に繰入れをするものでございま

す。

５目神河ふるさとづくり応援基金繰入金は ０００万円で、令和２年度に収入する予

定の神河ふるさとづくり応援基金を積立てをいたしたものを繰り入れし、寄附をされた

方の使途に沿い、各施設の事業の財源として充当をするものでございます。

６目財政ささ基金繰入金 ７００万円は、当初予算編成に当たりまして、その財源不

足を補うために繰り入れするもので、対前年度比 ３００万円の減額でございます。

２７ページでございます。７目まちづくり基金繰入金６５０万円は、これからのまち

づくりの基礎となる計画策定等の経費に繰入れをするものでございます。

８目森林環境譲与税基金繰入金８９６万 ０００円は、令和２年度に未執行分の譲与

税を積み立てしたものを繰り入れし、森林さ備の財源として充当するものでございます。

９目ケーブルテレビネットワーク施設維持基金繰入金は ７９０万円でございまして、

ケーブルテレビネットワーク施設の適正な維持管理のための経費を繰り入れするもので

ございます。

２０款繰越金 ０００万円は、前年度繰越金でございます。

２１款諸収入、３項２付金元利収入１２０万 ０００円は、過去に住宅新築資金、宅

地取得資金、住宅改修資金などとして２付けをいたしました２付金の現金の回収と利子

収入でございます。

続いて、２８ページでございます。４項受託事業収入、１目４生費受託事業収入１１

１万 ０００円は、環境さ備受託事業収入として、県道１の除１作業等に対する県から

の収入でございます。

２８ページから３１ページ、５項雑入につきましては、これまで説明してきました歳

入科目に含まれない収入を計上をいたしてございます。

３０ページの中ほどの観光施設土地等使用料２１１万 ０００円は、観光施設の指定

管理者からの受入れで、新田ふるさと村１５０万円、グリーンエコー管形６１万 ００

０円でございます。４段下の観光施設の維持管理負担金５４０万円は、各施設の修繕等

への負担分として、売上金の１％を基本に受入れをするものでございます。下から３段

目の空き家等緊急措置所有者負担金５０万円は、特に周辺の安全確保のため実施します

危険空き家等の緊急修繕の措置に対しまして所有者から受入れをするものでございます。

３１ページ、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金５００万円、再生可能エネルギ

ー導入戦略策定事業補助金 ０００万円は、環境省の間接補助金でございまして、クー

ルチョイスの推進に係る事業、地域再生可能エネルギー推進ビジョン策定に係る事業で

ございます。一番下の神崎フード施設さ備工事負担金６９０万円は、施設老朽化による

外壁の補修、雨漏り修繕工事の負担金でございます。
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２２款町債につきましては、第２表地方債で御説明をさせていただいたとおりでござ

います。

以上で、少し簡単で申し訳ありませんでしたが、歳入のほうの説明を終わらせていた

だきます。

引き続きまして、３２ページの歳出のほうの説明に入らせていただきます。なお、歳

出目的別事業の説明や財源の内訳につきましては、一般会計予算説明資料の３０ページ

から１２０ページに記載をしてございますので、併せて御予をいただきたいというふう

に思います。

３２ページ、３３ページでございます。１款議会費は ２１８万 ０００円で、町議 

会議員１０名、議会事務局の一般職員３名分の人件費、そして、本会議、常任委員会等

の開催など、議会運営に係る経費を計上をいたしてございます。議員の報酬は、神河町

報酬審議会の答申に基づきまして、改定は行わず、据置きで計上をいたしてございます。

７節報償費は、第１００回神河町議会定例会の記念品１０万円を計上をいたしてござい

ます。

３３ページから３７ページでございます。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管

理費は４さ ２０４万 ０００円で、対前年度比 ００６万円の増額で、特別職の２名、  

総務課の一般職１５名、再任用１名の人件費と、行政運営に係る総合行政用コンピュー

ター運営費など、事務経費、区長会運営経費、ふるさと納税の関連経費などを計上をい

たしてございます。特別職の給料は、神河町報酬審議会の答申に基づきまして、改定は

行わず、据置きで計上をしております。続いて、３４ページ、７節報償費のうち、記念

品７５０万円はふるさとづくり応援寄附金に対する返礼品で、１１節役務費に、その宅

配便代として１４２万 ０００円を計上をいたしてございます。３５ページ、１２節委

託料で、中ほどのシステム更新委託料 ４０５万 ０００円は、インターネット託想化、 

グループウエアサーバー、住基ネット端さの更新費用を計上し、２つ下のシステム改修

委託料 ５１４万 ０００円は、戸籍、健康管理、医療費助成システム等の制度改正に 

係る費用を計上をいたしてございます。そして、地方創生臨時交付金を活用しました行

政オンライン手続推進事業といたしまして、押印制度の見直し、書面規制、対面規制の

促進を図るため、さ査委託経費として４４０万円を計上をいたしてございます。３６ペ

ージでございます。２０節２付金の医師修学資金２与金 ２００万円は、継続５名分の

計上でございます。

３６ページから３７ページの２目文書管理費は ３５９万 ０００円で、毎月発行い 

たします広報の作成経費、町の例規集のさ備、町ホームページの管理経費などを計上を

いたしてございます。

３７ページ、３目会計管理費は ７６６万 ０００円で、会計課の職員４名の人件費 

と会計処理に係る事務経費、そして指定金融機関取扱手数料を計上をいたしてございま

す。
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３７ページから３９ページの４目財産管理費は１さ ７１１万 ０００円で、本庁舎、 

支庁舎、センター長谷、公用車等の維持管理経費と基金への積立金等を計上をいたして

ございます。３７ページの１０節需用費、消耗品のうち、コロナ感染症防止のため町内

全戸にマスク、消毒液等を配布するための４生用品購入経費といたしまして５００万円

を計上をいたしてございます。３８ページ、１２節委託料で、一番下の設計業務委託料

６６２万 ０００円は、非常用自家発電工事の設計費を計上をいたしてございます。１

４節工事請負費の庁舎等施設改善工事費 ６１６万 ０００円は、保健福祉センターの 

空さ工事 １００万円、支庁舎の空光カーテンの設置に１２０万円、その屋改善工事と

しまして３９６万 ０００円を計上をいたしてございます。１７節備品購入費の車両購

入費４３５万 ０００円は、公用車の更新で、低燃料の乗用車１て、軽自動車１てを購

入する経費でございます。２４節積立金の神河ふるさとづくり応援基金積立金 ５００

万円は、ふるさと納税として寄附していただいたものを次年度のまちづくりの施策への

財源とするために基金に積み立てるものでございます。公共施設維持管理基金積立金

０８３万 ０００円は、基金利子１３万 ０００円、発電売電収入５５万 ０００円、  

スキー場施設使用料 ６７８万 ０００円、２工場２付収入３３６万 ０００円を積立  

てをするものでございます。

３９ページから４０ページ、５目交通対策費は１さ １０８万 ０００円で、コミュ 

ニティバスの運行経費、交通安全への啓発経費、交通安全施設のさ備工事など、公共交

通対策に係る経費を計上をいたしてございます。１４節工事請負費の １００万円は、

交通安全施設に係るもので、カーブミラー２か所２００万円と、町道３路線のガードレ

ール９００万円でございます。続いて、４０ページ、ＪＲ播但線長谷駅利用促進事業と

して、１８節負担金、補助及び交付金の長谷駅利用促進計画実践業務補助金１８４万

０００円は、長谷駅の利用促進と地域の活性化に向けて策定された計画に基づく実践事

業費に係る補助金でございます。

４０ページから４２ページ、６目企画費は１さ９１１万 ０００円で、ひと・まち・

みらい課の一般職８名の人件費と、地域創生を中心に町の活性化のための事業の経費を

計上をいたしてございます。

４１ページ、１２節委託料、測量・登記委託料６７６万 ０００円、不動産登記業務

委託料６１万 ０００円は、２し工場１地の境委測量と分合委登記に係るものでござい

ます。４１ページの１８節負担金、補助及び交付金、創業促進事業補助金 １００万円

は、対前年度比６８０万円の増額で、さらに町内での創業を支援するための計上となっ

てございます。

４２ページでございます。７目ＣＡＴＶ管理運営費は１さ ６７７万 ０００円で、 

対前年度比 ４００万 ０００円の増額でございます。１２節委託料で対対機６さ備委 

託料 ７９８万 ０００円を計上し、また指定管理料１さ２１７万 ０００円は、対前  

年度比３２万 ０００円の減額となってございます。
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４３ページ、１０目消費者行政費は３０４万 ０００円で、消費者への啓発や相談窓

口として福崎町に共同で設置してございます神崎郡消費生活中核センターへの負担金、

そして町消費生活の会への補助金など消費対策の経費を計上をいたしてございます。

４３ページから４４ページ、２項徴税費、１目税務総務費は ７０７万円で、税務課

の一般職５名と再任用職員１名の人件費と、税務事務に係る事務経費を計上をいたして

ございます。１２節委託料９６４万 ０００円の３つの委託料は、いずれも令和３年度

の評価替えの固定資産税の適正かつ公平な課税を行うための業務委託に係る経費でござ

います。

４４ページから４５ページの２目４課徴収費は７０９万 ０００円で、４課及び徴収

に係る事務経費、そしてコンビニエンスストア、クレジットでの収納に係る経費を計上

をいたしてございます。

４５ページ、３項戸籍住民基本て帳費は ８７１万 ０００円で、住民生活課の一般 

職１名の人件費と戸籍法、住民基本て帳法に基づく事務処理に係る経費、そしてコンビ

ニエンスストアでのマイナンバーカードを利用しました住民票などの交付に係る経費を

計上をいたしてございます。

４５ページから４６ページ、４項選挙費、１目選挙管理委員会費は９６７万 ０００

円で、選挙管理委員会委員４名の委員報酬と委員会の運営経費、そして、選挙管理委員

会書記として総務課の一般職１名の人件費を計上をいたしてございます。

４６ページから４９ページ、２目選議院議員総選挙費は ７２４万 ０００円、３目 

県知事選挙費は １８６万 ０００円、４目町長選挙費は １８４万 ０００円の費用   

を計上をいたしてございます。

４９ページから５０ページ、５項統計さ査費は、国、県から指定された統計さ査を行

うための必要な経費を計上をいたしてございます。

５０ページ、６目監査委員会費は７９万 ０００円で、監査委員２名の委員報酬と財

務監査及び行政監査に係る事務経費を計上をいたしてございます。

５１ページから５２ページ、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費は４

さ６８８万 ０００円で、住民生活課の一般職４名の人件費、民生児童委員３８名の活

動費用弁償、町社会福祉協議会補助金、国民健康保険事業、介護保険事業の特別会計へ

の繰出金など社会福祉行政経費を計上をいたしてございます。

５１ページ、一番下の１４節工事請負費の防犯カメラ設置１６６万 ０００円は、町

管理防犯カメラ設置で、３基分を計上をいたしてございます。１９節扶助費では、犯罪

被害者に対する支援金として３０万円を計上をいたしてございます。

５２ページから５４ページ、２目老人福祉費は ４５３万 ０００円で、老人クラブ 

３６クラブへの助成、シルバー人材センター負担金、地域住民グループ活動支援、タク

シー運付助成、老人保護措置費など老人福祉行政に係ります経費を計上をいたしてござ

います。
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５４ページから５６ページ、３目心５障害者福祉費は３さ ４１５万 ０００円で、 

障害者総合支援法に基づきます障害者サービス利用時の介護給付費などを計上をいたし

てございます。

５６ページ、４目医療助成費は ０６６万 ０００円で、高齢期移行者、重度障害者、 

乳幼児、３子家管、高齢障害者に係る医療助成金と事務費等を計上をいたしてございま

す。乳幼児医療費の無償化につきましては、引き続き高校生までとし、保護者の負担の

軽減を図ってまいります。

５目国民年金事務費は８３３万 ０００円で、住民課の一般職１名の人件費と国民年

金の届出等に係る事務経費を計上をいたしてございます。

５７ページ、６目民主化推進費は１６６万 ０００円で、人権や地域改善の活動への

助成金などを計上をいたしてございます。

７目後期高齢者医療費は２さ８３９万 ０００円で、対前年度比６４４万 ０００円 

の減額で、兵庫県後期高齢者医療広域連合への給付費の負担金、町が設置しております

後期高齢者医療事業特別会計への繰出金などを計上をいたしてございます。

５７ページから５８ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費は ３６８万 ０ 

００円で、病児・病後児保育施設さ備工事の完了によりまして、対前年度比 ７６９万

０００円の減額でありまして、子ども・子育て会議委員１３名の委員報酬とこどもを

健やかに生み育てる支援金、子供会、縁結び事業、出産祝い品、そして病児・病後児保

育の運営に係る会計年度職員の人件費など児童福祉行政に係る経費を計上をいたしてご

ざいます。

５８ページ、２目児童措置費は１さ ００３万 ０００円で、児童手当とその給付に 

係る事務費を計上をいたしてございます。

５８ページから５９ページ、３目保育所費は２さ ３８５万円で、対前年度比６１０

万 ０００円の増額でございます。子ども・子育て支援法に基づきまして、寺前保育所、

神崎保育園、管外保育所においてそれぞれ円教な運営を行うための運営委託料や一時続

かり事業補助金などを計上をいたしております。

最後の段、幼児教育活動継続支援事業補助金９０万円は、地方創生臨時交付金を活用

しまして、神崎保育園、寺前保育所へマスク等の消耗品、ウェブ会議等への対応できる

ネット環境さ備などを支援するものでございます。

５９ページから６０ページ、４款４生費、１項保健４生費、１目保健４生総務費は６

さ５７１万 ０００円で、公立神崎総合病院事業会計出資金の減額等により対前年度比

７２７万 ０００円の減額となってございます。健康福祉課の一般職１２名の人件費 

と公立神崎総合病院、水道事業会計への補助金及び出資金、介護療育、ケアステーショ

ンかんざき特別会計への繰出金など保健４生行政に係る経費を計上をいたしてございま

す。

６０ページ、病院事業会計への繰出金は、収益的収支、３条予算への補助金２さ ０
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００万 ０００円と資本的収支、４条予算への出資金１さ ７５０万 ０００円、合わ  

せまして４さ ７５０万 ０００円でございます。 

６０ページから６２ページ、２目健康づくり対策費は ７０３万 ０００円で、対前 

年度比１９６万 ０００円の増額でございます。健康教育、相談、特定基本健診、がん

等各種検診、予防接種、食育計画推進事業など町民の健康増進、そして自主的な健康づ

くりに取り組む意識の形成などを目的とした事業の経費を計上をいたしております。そ

して、地域創生臨時交付金を活用しました事業といたしまして、１２節委託料で、定期

インフルエンイ予防接種委託料４４９万 ０００円、任意インフルエンイ予防接種委託

料３５３万 ０００円、１９節扶助費で任意インフルエンイ予防接種助成金５３０万 

０００円を計上をいたしてございます。

６２ページ、３目３子４生費は １７８万円で、乳幼児健診、５歳児までの相談、６

歯予防、妊婦健康支援、特定不妊治療助成、産後ケア、子育て世代包括支援センターに

係る経費など、ゼロ歳から５歳児、そして妊娠から出産、育児等に関する３子保健事業

の経費を計上をいたしてございます。

６３ページ、１９節扶助費で不育症治療助成金１０万円で、妊娠はするものの出産に

至らない不育症に対し検査及び治療の費用を支援する経費を計上をいたしてございます。

４目保健４生費は３７５万 ０００円で、保健福祉センターの施設の維持管理に係る

経費を計上をいたしてございます。

５目診療所費は８０８万で、川上及び上小田診療所の開設に係る運営費、そして郡医

師会で実施しております休日の在宅当番医制事業への負担金、救急救命センターの運営

負担金などを計上をいたしてございます。１７節備品購入費は、地方創生臨時交付金を

活用した事業で、診療所内の活活感染防止に係る備品購入６１万 ０００円を計上をい

たしてございます。

６３ページから６５ページ、環境４生費、１目環境４生費は ５０５万 ０００円で、 

対前年比 ３２３万 ０００円の増額で、住民生活課の一般職６名と再任用職員１名の 

人件費と畜犬登録、狂犬病予防注射等の事務、そして中播北部行政事務組合負担金（火

葬場分）などの環境４生行政に係る経費を計上をいたしてございます。

６４ページ、１２節委託料では、クールチョイスの推進に係る地域再生エネルギー推

進ビジョン策定に係る再生エネルギー導入戦略策定支援業務委託料９６４万円、ＳＤＧ

ｓの啓発活動に係るＳＤＧｓ啓発活動業務委託料１３２万円を計上をいたしてございま

す。

６５ページ、２目公害対策費は７３万 ０００円で、町内の河川の水質６６さ査の委

託料を計上してございます。

３項清掃費、１目ごみ処理費は２さ ７２２万 ０００円で、町内一３のクリーン作 

戦、不法投棄物の処理、資源ごみ回収補助金、そして中播北部クリーンセンターへの運

営負担金などを計上をいたしてございます。
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６５ページから６６ページ、２目し６処理費は４さ ０４３万 ０００円で、町内の 

５３６基の合併処理浄化続の維持管理費、そして浄化続６泥を処理する施設として福崎

町に共同で設置している中播４生センターへの運営負担金、合併浄化続５人続３基、７

人続３基の設置補助金、下水道事業会計への補助金と出資金などの経費を計上をいたし

てございます。

続いて、６６ページから６７ページ、５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員

会費は ４１１万 ０００円で、農業委員１４名と農地利用最適化推進委員７名の委員 

報酬、地域振興課の一般職１名の人件費、そして農業委員会の運営、農地の基本て帳管

理、農業者年金に係る経費を計上をいたしてございます。

６７ページから６８ページは、２目農業総務費は ８０８万 ０００円で、地域振興 

課の一般職５名の人件費とその屋農政事務に係る経費を計上をいたしてございます。

６８ページから６９ページ、３目農業振興費は１さ ４９８万 ０００円で、各区の 

農会長、営農組合長への農政事務協力謝礼、中山間地域等直接支払交付金、有害鳥獣対

策、多面的機能支払交付金、米安全確保対策、鹿捕獲支援、人・農地問題解決推進事業、

そして農業振興さ備計画の総合見直しによる策定委託料などの農政施策に係る経費を計

上をいたしてございます。

６９ページ、１８節負担金、補助及び交付金の農業機械施設さ備支援事業補助金４６

６万 ０００円は、町単独の補助事業で、農業機械導入に係る補助金、農業次世代人材

投資事業補助金３００万円は、県補助金を財源としまして、認定新規農業者２名の人材

育成補助金、強い農業・担い手づくり総合支援補助金２１６万円は、県補助金を財源と

しまして、農業経営体の農業機械導入に係る補助金。そして、営農継続支援補助金 ２

００万円でございます。これにつきましては、地方創生臨時交付金を活用した事業で、

コロナ禍の消費低迷による農作物の市場価格、販売価格の下落による農業所得を補填し、

農業意欲の回復を図る補助金でございます。

６９ページから７０ページ、農地費は ２７８万円で、対前年度比 ００３万円の増 

額で、土地改良施設の維持管理、区から要望のあった６件の町単独土地改良事業補助金

６００万円と、ため池防止対策として農地面積の減少で使用しなくなった２か所のため

池を計画的に廃止するための測量等の実施設計業務に係る委託料 ０００万円などを計

上をいたしてございます。

７０ページから７１ページ、５目農業施設管理費は ５０１万 ０００円で、対前年 

度比 ４４９万 ０００円の増額で、水車公園、神崎フード、道の駅の施設維持管理経 

費を計上をいたしてございます。１４節工事請負費 ３８０万円は、神崎フードの雨漏

り修繕、外壁のかび除去を予定をしております。

７１ページから７２ページ、６目地籍さ査費は１さ ６１３万円で、対前年度比 ２ 

４０万 ０００円の減額で、地籍課の一般職１０名の人件費と、計画的に進めてござい

ます山林部のさ査の事業費を計上をいたしてございます。
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７２ページから７３ページ、２項林業費、１目林業総務費は ８７６万 ０００円で、 

地域振興課の一般職１名の人件費と県営事業の広域基幹林道の工事費の県の負担金など

林政事務に係る経費を計上しております。

７３ページから７４ページ、２目林業振興費は１さ ８６４万 ０００円で、対前年 

度比 ４１７万 ０００円の減額で、木工芸センターピノキオ館の指定管理料、森林管 

理１００％推進による造林事業、県民緑税を活用しました緊急防災林、針葉樹林と広葉

樹林の混交林のさ備、森林環境譲与税を活用しました森林さ備、裏山防災、危険木に係

る治山治水工事補助金などの林業施策に係る経費を計上をいたしてございます。

７４ページ、３項水産業費は６５０万 ０００円で、寺前、長谷、越知川の各漁協へ

の補助金、それぞれの河川流域での多面的機能発揮対策事業負担金と事務費を計上をい

たしてございます。１９節負担金、補助及び交付金の水産活性化補助金は、水産の再生

や活性化のための活動、取組の支援として１団体５０万円の２００万円を計上をいたし

てございます。

７４ページから７５ページ、６款商工費、１項商工費、１目商工振興費は ３０７万

０００円で、対前年度比 ９３８万 ０００円の増額で、地域振興課の一般職３名の  

人件費と町商工会補助金、ハートフル商品券、商業振興事業の補助金など商工行政経費

を計上をいたしております。また、地域創生臨時交付金事業は、１２節委託料、休業要

請事業者経営継続支援給付事業委託金６０４万 ０００円、１４節の工事請負費、観光

施設感染対策改修工事２００万円、１８節負担金、補助及び交付金、商業振興事業補助

金で、商係係お買物券、ポイントシール事業で ７８８万円、うち妊婦の方等への支援

が２８８万円、商工業者への支援金９００万円を計上をいたしてございます。

７５ページから７８ページ、２目観光振興費は１さ １５２万 ０００円で、対前年 

度比６０３万 ０００円の増額で、地域振興課の一般職３名の人件費と町観光協会への

補助金、夏祭りをはじめとしました地域活性化事業、そして観光施設の指定管理料や維

持管理経費、改修工事費など観光施策に係る経費、そして砥峰高原と峰山高原の観光Ｐ

Ｒ、リラクシアを中心としました高原内の施設の維持管理経費、スキー場の関連経費事

業費などを計上をいたしてございます。

なお、大河内高原さ備費は廃目でございます。

７８ページから８０ページ、７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費は ９８

６万 ０００円で、対前年度比 ０８５万 ０００円の減額で、建設課の一般職１０名  

の人件費と町営駐車場管理、ＪＲ播但線の駅トイレの維持管理、道路て帳管理、そして

急傾斜地崩壊対策事業に係る県への負担金などの経費を計上をいたしてございます。

８０ページから８１ページでございます。２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費は１

さ ５７７万 ０００円で、町道の除１作業、除雪経費、道路橋梁改修工事費などの町 

道の維持管理経費を計上をいたしてございます。１４節工事請負費１さ ８００万円は、

町の計画路線等 １００万円、区要望 ８００万円、そして辺地対策事業の町道峰山線、 
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上越知１号線 ９００万円でございます。

８１ページ、２目道路橋梁新設改良費は１さ ３７０万円で、対前年度比１さ ３７ 

５万 ０００円の減額で、道さ備事業交付金の町道神崎・市川線、町道神崎・市川支線、

町道水走り中河原線の完了によるものでございます。町単独道路改良事業では、１４節

工事請負費１さ ３０８万円で、辺地対策事業の町道作畑・新田線 ６８８万円、町計 

画路線１００万円、区要望 ０７０万円、道路メンテナンス事業、橋梁修繕工事ですが、

４５０万円でございます。

８１ページから８２ページ、５項住宅費、１目住宅管理費は ５８２万 ０００円で、 

町営住宅５団地と空き家を活用した付２住宅３戸の維持管理費、若者の定住促進を目的

とした家付補助金、住宅取得支援補助金、リフォーム支援補助金、住宅の耐震化促進事

業、そして老朽化した危険な特定空家等の除去に係る経費などを計上をいたしてござい

ます。

８３ページ、２目住宅建設費は ４８８万 ０００円で、田舎暮らし・多自然８住推 

進、そして空き家の利用活用事業等に係る経費を計上をいたしております。１８節負担

金、補助及び交付金では、ＩＴ事業所、コワーキングスペース開設支援事業補助金３２

５万円を計上をいたしてございます。なお、補正予算で上がってます同様の事業とはま

た別の事業者でございます。

８３ページから……。

○議○（ ○ 良幸君） 説明の途中ですが、昼食のため休憩をします。再開を１３時ち

ざうどといたします。よろしくお願いします。

午前１１時５５分休憩

午後 １時００分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。

午前に引き続き、一般会計の続きを行いたいと思います。８款消防費からお願いいた

します。

財政特命参事、お願いします。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。アクリル板

がございますので、引き続き失礼をさせていただいて、マスクのほうを取らせていただ

きます。引き続きになりますが、よろしくお願いをいたしたいと思います。

そうしましたら、８３ページから８４ページでございます。８款消防費、１項消防費、

１目常備消防費は１さ ７８２万 ０００円で、対前年度比７８７万円の減額で、姫路 

市消防局への消防事務委託料１さ ８５１万円を計上をいたしてございます。

８４ページから８５ページで、２目非常備消防費は ０１９万 ０００円で、地域で 

の防火、防災の消防活動に係る経費を計上してございます。

８５ページ、３目消防施設費は ６６５万 ０００円で、対前年度比 ９６７万 ０   
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００円の増額で、各部が保有します消防車両と指令車の維持管理費と施設さ備費で、１

４節工事請負費９２０万円は、区要望の防火水続設置工事、１７節備品購入費で、ポン

プ自動車１て、 ９２４万 ０００円を計上してございます。 

続いて、８５ページから８６ページ、４目災害対策費は ６６７万 ０００円で、災 

害時の緊急対応に係る職員の時間外勤務手当、そして防災備蓄品の購入、自主防災組織

の運営補助金、防災行政無線の管理運営費などの防災対策に係る経費を計上をいたして

ございます。１７節備品購入費４６４万円のうち地方創生臨時交付金を活用しました感

染症対策防災安全安心確保さ備事業で、感染症対応等の備品４５０万円を計上をいたし

てございます。特に、少し障害等で御迷惑をおかけしてます防災無線関係の備品等のさ

備を進めたいということで計上をさせていただいてございます。

８６ページから８７ページ、９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費は１１

８万 ０００円で、教育委員４名の委員報酬と教育委員会の運営経費を計上をいたして

ございます。

８７ページ、８８ページ、２目事務局費は ９２５万 ０００円で、廃校施設の解体 

撤去が完了しましたため、対前年比２さ１３１万 ０００円の減額でございます。続い

て、教育長と教育課の一般職５名の人件費といじめ問題への対応、不登校など問題を抱

える児童生徒の支援のための適応指導教室の職員と３ーシャルワーカーの配置、スポー

ツ、文化、競技大会出場の激励金など教育行政に必要な経費を計上をいたしてございま

す。教育長の給与につきましては、神河町報酬審議会の答申に基づきまして、改定は行

わず、据置きで計上をさせていただいてございます。

８９ページから９１ページ、２項小学校費、１目小学校管理費は ９０７万 ０００ 

円で、一般職１名の人件費とスクール・サポート・スタッフ配置に係る会計年度任用職

員の報酬等、そして町内３小学校の学校運営及び施設管理に係る経費を計上をいたして

ございます。

９０ページ、１３節使用料及び付９料の９３コンリース料 １０６万 ０００円は、 

校内通信ネットワーク環境さ備におけます児童、教員の９３コン、サーバー等周辺機６

に係る費用でございます。

９１ページから９２ページ、２目小学校教育振興費は ０７２万 ０００円で、自然 

学校や環境体験活動、外国語教育の推進、そして就学援助費などに係る経費を計上をい

たしてございます。

９２ページから９５ページ、３項中学校費、１目中学校管理費は ２２４万 ０００ 

円で、一般職１名の人件費とスクール・サポート・スタッフ配置に係る会計年度任用職

員の報酬等、そして神河中学校の学校運営及び施設管理に係る経費を計上してございま

す。

９４ページ、１３節使用料及び付９料の９３コンリース料は ０５１万 ０００円で 

ございまして、校内通信ネットワーク環境さ備における児童、教員の９３コン、サーバ
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ー等周辺機６に係る費用でございます。

９５ページ、２目中学校教育振興費は １４０万 ０００円で、トライやる・ウイー 

ク、外国語指導助手ＡＬＴの活用事業、そして就学援助費などに係る経費を計上してご

ざいます。

９６ページから９８ページでございます。４項幼稚園費は１さ １２０万 ０００円 

で、対前年度比３４７万 ０００円の増額で、幼稚園教で１０名と支援が必要な園児の

補助員等の会計年度任用職員の人件費、そして町内３幼稚園の運営及び施設管理に係る

経費を計上してございます。１０節需用費のうち地方創生臨時交付金を活用した幼児教

育活動継続支援事業としまして、マスク、消毒液等の感染対策に係る経費４６万 ００

０円を計上してございます。

９８ページから１００ページ、５項社会教育費、１目社会教育総務費は ８４８万 

０００円で、対前年度比 ２９５万 ０００円の減額で、教育課の一般職５名の人件費 

と人権啓発学習事業、対課後子ども教室と学童保育、成人式、文化財保存事業、国指定

に向けての福本遺跡の概要充実等の内容とするためのさ査、町史編さん作業の本格的な

スタートに関わります社会教育行政施策に係る経費を計上をいたしてございます。

１００ページから１０２ページ、２目公民館費は ３６１万 ０００円で、一般職２ 

名の人件費と神崎、それから中央公民館の施設維持管理費、そしてシニアカレッジ、公

民館教室、ふるさと文化祭、美術展、一般公演、図書室の運営に係る経費を計上をいた

してございます。

１０２ページ、１７節備品購入費には、地方創生臨時交付金を活用しました社会教育

施設感染対策事業といたしまして、公民館にサーキュレーター、図書除菌機等の購入経

費としまして３２７万 ０００円を計上をいたしてございます。

１０３ページ、３目社会教育施設運営費は ８２６万 ０００円で、児童センターき 

らきら館、子育て学習センターなどの施設維持管理に係る経費を計上してございます。

また、地方創生臨時交付金を活用した社会教育施設感染対策事業としまして、施設にお

ける感染対策の消耗品等の購入経費として７０万円を計上をいたしてございます。

１０４ページ、６項保健体育費、１目保健体育総務費は ２１３万 ０００円で、ス 

ポーツ推進委員１６名の委員報酬と町体育協会への補助金１１４万 ０００円、青少年

健全育成団体への補助金４０万円、スポーツ教室大会、またワールドマスターズゲーム

ズの準備に係る経費を計上をいたしてございます。１７節の備品購入費には、地方創生

臨時交付金を活用しました社会体育体力づくり事業としまして、経費４８９万 ０００

円を計上をいたしてございます。

１０４ページから１０６ページ、２目体育施設管理費は ７９４万 ０００円で、町 

内８か所の体育施設の運営及び施設の維持管理費を計上をいたしてございます。

１０６ページから１０８ページ、３目学校給食費は１さ ３８４万 ０００円で、一 

般職３名、再任用１名、会計年度任用職員１２名の人件費、給食予定日数は１９３日の
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給食の提供に係る費用、そして給食センター施設の維持管理費を計上をいたしてござい

ます。

１０８ページから１０９ページでございます。１０款公債費、１項公債費、１目元金

は９さ ５４７万、対前年度比５０万 ０００円の増額であり、過去に建設をしました 

学校や観光施設等の公共施設と道路のインフラさ備の財源として９り入れた地方債の元

金に係る返済金を計上をいたしてございます。

２目利子は １２０万 ０００円、対前年比３４万 ０００円の増額で、過去に９り  

入れました地方債の利子が ９２０万 ０００円と資金繰りのために一時的に９り入れ 

る予定の一時９入金の利子が２００万円でございます。

１０９ページ、１２款予備費は ０００万円を計上をいたしてございます。

１１０ページから１１１ページにつきましては、債務負担行為の支出予定額等に関す

るさ書でございます。

１１２ページは地方債の現在高の見込みに関するさ書でございまして、令和３年度さ

の見込みは１３４さ ９９４万 ０００円となってございます。 

１１３ページから１１９ページまでは、給与費の明細書となってございます。

１２０ページにつきましては、別添資料といたしまして地方債の内訳につきまして添

付をさせていただいてございます。

以上が一般会計予算の詳細説明になります。

続きまして、少しお時間をいただきまして、予算説明資料につきまして、少し内容の

説明をさせていただきます。

予算の概要１５ページの次に、改めまして１ページのページ数を振ってございます。

１ページは、令和３年度の会計別当初予算の状況で、前年度比較をしたものでござい

ます。

２ページから６ページにつきましては、歳入歳出予算の状況につきまして、前年度対

比でしたものを記載をいたしております。

７ページにつきましては、住民１人当たりの歳入歳出の内訳でございます。

８ページは、予算分析表でございまして、経常収支比率の算出表でございます。一番

右端の下、令和３年度につきましては９⒎０％ということで、前年が９⒐０で、マイナ

ス２ポイントということになってございます。

９ページにつきましては、普通会計の基金の状況を掲載をさせていただいてございま

す。

１０ページから１２ページは、町税の状況で、予算の積算内訳を掲載をいたしてござ

います。

１３ページから１５ページは、地方譲与税、県税の各交付金、地方交付税等の概要説

明でございます。なお、新設で、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交

付金が新設をされてございます。
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１６ページから２９ページにつきましては、歳入予算の国、県の支出金の説明一予表

でございます。

３０ページから１０２ページは、歳出予算目的別対比及び財源内訳で、事務事業ごと

の説明や財源の内訳について掲載をさせていただいてございます。

１０３ページから１０４ページにつきましては、引上げに伴います地方消費税交付金

の充当一予を掲載をさせていただいてございます。

続いて、１０５ページから１０７ページにつきましては、財産に関するさ書をつけさ

せていただいてございます。

そして、最後、１０８ページから１１１ページにつきましては、区要望事業の取りま

とめ表等でございます。

大変長く、御迷惑をおかけしましたが、以上で詳細説明を終わらせていただきます。

よろしく御審議をお願いをいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で町長の所信表明と第５２号議案の提案説明が終わりまし

た。御苦労さまでした。

続きまして、第５３号議案、令和３年度神河町介護療育支援事業特別会計予算につい

て、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第５３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和３年度神河町介護療育支援事業特別会計予算でございます。

本予算は、小児に対する療育事業や福祉介護スタッフ研修、支援事業等を神崎郡３町

で共同運営している事業の会計予算であります。

予算の内容は、歳入では、市川町及び福崎町からの事業負担金、神河町一般会計から

の繰入金、受託及び事業収入、利用者負担金を計上いたします。歳出では、１０名分の

人件費と事業運営経費及び施設維持管理費などの経常経費を計上し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ ９０１万 ０００円とするものでございます。 

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院経営強化特命参事から御説明いたしますので、よろしく御

審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

井上病院特命参事。

○病院総務課副課○兼経営強化特命参事兼企業出○員（井上淳一朗君） 病院総務課の井

上でございます。

それでは、詳細説明をさせていただきますので、４ページをお願いいたします。

まず、歳入の御説明でございます。第１款第１項１目負担金のケアステーション負担

金は、市川町及び福崎町の負担分でございまして、２町で ３４３万 ０００円でござ 
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います。

第２款第１項１目民生費県補助金は、科目設定の ０００円。

第３款第１項第１目一般会計繰入金は、神河町の負担分９７０万 ０００円でござい

ます。

第４款繰越金は、前年度繰越金として９３２万 ０００円を見込んでいます。

第５款第１項１目障害児通園事業収入 １５６万 ０００円は、児童福祉法に基づく 

報酬分でございまして、利用児童数を年間延べ約 ４００人と見込んでおります。

２目障害児相談支援事業収入は、１１０人のサービス利用計画の作成等で、３２４万

０００円としております。

第２項１目受託事業収入は、介護保険の介護予防事業の受託分で５６万円。

第３項１目利用者負担金は、障害児通園事業の利用者の１歳負担分で８９万円でござ

います。３歳から５歳児の負担はございません。

第４項雑入につきましては、行事の参加費、検診助成金、インフルエンイ予防接種助

成金と町有自動車損害保険の受入金で２９万円でございます。

次に、６ページをお願いいたします。歳出で、業務費 ７５５万 ０００円を計上い 

たします。業務費の大部分は人件費でございまして、介護療育事業スタッフ正規職員４

名、会計年度任用職員６名の計１０名分で ０１８万 ０００円でございます。７節の 

報償費は、公開講座等を予定しており、その講師謝礼で１０万円、１０節需用費は、光

熱水費などで３５５万 ０００円、１１節役務費は、通話料などで６０万 ０００円、 

１２節委託料は、清掃維持管理及びエレベーター保守点検委託料などで１５３万 ００

０円、１３節使用料及び付９料は、財務会計システムの付９料などで７２万円、１７節

備品購入費は、療育訓練機６などの購入で５５万円、１８節負担金、補助及び交付金は、

専門研修負担金で３万円、２１節補償、補填及び賠償金は１０万円、２６節公課費は自

動車重量税として８万円。

第２款公債費は、利子分としての科目設定で ０００円としております。

８ページをお願いいたします。諸支出金は、令和元年度さをもって介護療育支援事業

から脱退された姫路市への精算金を支払うこととして前年度予算計上しましたが、今年

度についてはその支払い等がないため廃款としております。

９ページ以降は給与費明細書等を添付させていただいております。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第５３号議案の提案説明は終わりました。

次に、第５４号議案、令和３年度神河町国民健康保険事業特別会計予算について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第５４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。
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本議案は、令和３年度神河町国民健康保険事業特別会計予算でございます。

平成３０年度からの国保制度改革により、都道府県が市町村とともに国民健康保険の

保険者となり、あわせて財政運営の責任主体となったことから、町の国保運営につきま

しても大きな転機となりました。この制度改革に当たり、保険給付費に対してはほぼ同

額が歳入の県の普通交付金で得られますので、年度途中に医療費が増減しても財政的に

影響はなく、よって、保険税率の算定基礎となるのが、県から町へ４課される事業費納

付金となります。この事業費納付金は、これまで町の所得状況や直近３か年の医療費状

況を基に算出されておりましたが、来年度からは算定方法が変わりまして、医療費状況

が納付金に影響しないこととなります。しかしながら、医療費状況について新たなイン

センティブ制度が導入されることにより、引き続き医療費の増加が税率に影響するとい

う構図はこれまでと同様です。

さて、令和３年度の予算編成につきましては、事業費納付金が前年対比マイナス⒌９

％、 ８４５万 ０００円の減額となります。このように、来年度の税率については、 

事業費納付金が減っていることから、被保険者数及び所得に大きな変動がなければ、税

率を引き上げる必要は生じないのではないかと想定しております。今後においても、医

療費が保険税率に影響することから、近隣市町における国保税の状況や当町における医

療費の動向を注視しつつ、町民の皆様がより一層健康となるよう、保健事業の推進に努

めてまいりたいと思います。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３さ３０９万 ００

０円とするもので、対前年度比⒎１％の増額でございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

木住民生活課長。

○○○○○課○（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、詳細を説

明させていただきます。

それでは、予算事項別明細書５ページを御予ください。歳入の部ですが、構成比、９

ーセントの欄を御予いただきますと、国民健康保険税が１⒌７％、県支出金が７⒏４％、

繰入金が⒌８％となり、以上３項目でほぼ１００％を歳めております。

６ページを御予ください。歳出の部は、構成比が保険給付費で７⒋０％、国民健康保

険事業費納付金が２⒉６％、以上２項目で９⒍６％を歳めております。

それでは、７ページ以降で主なものを説明させていただきます。

歳入の部、１款国民健康保険税は、基本的には歳出総額から県等の補助金、繰入金等

収入額を差し引いた額を賄うものでございます。１目一般被保険者国民健康保険税が合

計２さ４２９万 ０００円、２目退職被保険者等国民健康保険税については、例年の決
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算額から来年度の収納見込額を算出し、合計３４万 ０００円、国民健康保険税総額と

して２さ４６４万 ０００円を計上しております。事業費や納付金が減額となったこと

から、保険税の予算額としては７１１万 ０００円の減額となりました。

町長も説明いたしましたように、保険税率の算定基礎となるのが県から町へ４課され

る事業費納付金となり、これまで町の所得状況や直近３か年の医療費状況を基に算出さ

れておりましたが、令和３年度からは算定方法が変わりまして、医療費状況が納付金に

影響しないこととなります。

続いて、２款使用料及び手数料が６万 ０００円で、続促手数料です。

３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目災害臨時特例補助金については、災害があっ

た場合や東日本大震災に係る避難者の受入れ等があったときのもので、科目設定をして

います。

４款県支出金、１項県補助金、１目保険給付費等交付金、普通交付金については、町

が保険給付に要する費用から精神結核医療付加金及びレセプト電算処理手数料を除いた

ものが全額交付となり、９さ ２１０万 ０００円、特別交付金については、町国保で 

実施する特定健診等の実施率や医療費適正化を目的とした保健事業の経費に対して補助

が得られるものになります。内容といたしましては、付来の国・県特別ささ交付金等が

交付され、計上額については県から通知のあった額となり、 ９１３万円を計上します。

なお、医療費状況が納付金に影響しないこととなったものの、この特別交付金に対して

医療費状況、特定健診受診率、保険税徴収率等がインセンティブとなり、交付金額に反

映されることとなりました。

８ページに参ります。２項財政安定化基金交付金につきましては、町が国民健康保険

事業費納付金を納めるに当たり、収税に不足が生じた場合等に県から２付けを受けるも

のであり、科目設定をしています。

５款財産収入は、財政ささ基金の利子分２５万 ０００円。

６款繰入金、１項屋会計繰入金、１目一般会計繰入金の保険基年安定繰入金、保険税

軽減分は、法定軽減によって保険税収納額が減額になった分を一般会計から補填するも

ので、繰入額については県費が４分の３、町が４分の１負担となり、納付金を基に算出

した税額から算出し、 ２５１万 ０００円、保険基年安定繰入金、保険者支援分につ 

いては、保険税現年度分の１人当たりのさ定額に法定軽減の該当者数に乗じた額を一般

会計から繰り入れるもので、繰入額については国費が４分の２、県費４分の１、町が４

分の１負担となり、納付金を基に算出した税額から算出し、 ８６５万 ０００円、職 

員給与費等は ７０６万円、出産育児一時金分は、歳出額の３分の２相当の３３６万円、

財政安定化支援事業分は県が算出した３５９万 ０００円を計上しています。

７款繰越金は、令和２年度からの分で科目設定です。

８款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料の国民健康保険税延滞金については科目設

定、２項雑入、１目第三者納付金は、被保険者の交通事故等の医療費を国保会計で立て
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替える場合の戻り分として、一般が１００万円、退職者は科目設定、２目返納金は無資

格者の不当利得返納分として科目設定、３目雑入は１人当たり ０００円の特定健診実

費徴収金７０万円、以上、歳入合計は１３さ３０９万 ０００円であります。

次に、歳出の部、１０ページを御予ください。１款総務費、１項総務管理費、１目一

般管理費で、一般職員２名分の人件費や保険給付事務に必要な経費 ３３８万 ０００ 

円を計上。

２項徴税費では、税の４課徴収に必要な経費１５１万 ０００円。

３項運営協議会費で、国保運営協議会開催に必要な経費７万 ０００円を計上してい

ます。

２款保険給付費については、平成３０年度から保険給付に係る費用は県からの交付金

で賄うことになり、したがって、町国保の保険給付費の予算額については県が指定した

額を計上する必要があり、県は町の医療費水準や医療費の動向を勘案し、指定額を決定

しております。１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費８さ９６５万 ０００円、

２目退職被保険者等療養給付費１０万円、３目一般被保険者療養費６３５万 ０００円、

４目退職被保険者等療養費５万円、５目審査支払い手数料ですが、国保連合会へ支払う

レセプト療養費支給申請書の審査支払い手数料及び電算処理手数料で、一般分、退職分

の区分をせずに一本で計上をしており、２２４万 ０００円。

１２ページに参ります。２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費１さ ７２３

万 ０００円、２目退職被保険者等高額療養費５万円、３目一般被保険者高額介護合算

療養費３０万円、４目退職被保険者等高額介護合算療養費５万円。

３項移対費については、一般５万円、退職は科目設定。

４項出産育児諸費、１目出産育児一時金５０４万円。審査支払い手数料 ０００円。

５項葬祭諸費、１目葬祭給付費については２０件分１００万円。

６項精神結核医療付加金については、自立支援医療に係る外来医療の個人負担１０％

分と、結核医療に係る個人負担５％分を国民健康保険から助成するもので、過去４年間

の精神結核医療付加金ののびに応じた額とし１２１万 ０００円。新型コロナ感染症対

策として傷病手当金９０万円。

続いて、３款国民健康保険事業費納付金ですけれども、医療給付費分、後期高齢者支

援金等分、介護納付金分とに分けて算出されています。１項医療給付費分、１目一般被

保険者医療給付費分２さ２９９万 ０００円、２目退職被保険者等医療給付費分１２万

０００円。

２項後期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分 ０７６万 ０ 

００円、２目退職被保険者等後期高齢者支援金等分５万 ０００円。

１４ページに参ります。３項介護納付金分 ０４４万 ０００円。 

続いて、４款保健事業費、１項特定健康診査等事業費につきまして、平成２０年度か

ら４０歳以上７５歳未満の被保険者を対象にメタボリックシンドロームの予防、改善を
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主眼とした特定健診、特定保健指導を実施しており、令和２年度は特定健診、保健指導

等の費用として６２８万 ０００円。

２項保健事業費、１目保健事業趣旨普及費につきましては、無受診家管への記念品代

や制度の啓発に係る９ンフレット等の費用、人間ドックや脳検査費用等の経費並びに特

定健診未受診者対策事業の経費として４４１万 ０００円。

５款基金費として、財政ささ基金積立金として２５万 ０００円。

６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目国民健康保険税還付金については、

過年度還付金として２００万円。２目県支出金返納金として１００万 ０００円。

２項繰出金、１目一般会計繰出金として、平成２０年度から始まった特定健診、特定

保健指導の実施に係る事務費相当額を一般会計に繰り出しするためのもので、健康福祉

課での健康づくりポイントカード事業等が対象となり、５３万円。

７款予備費につきましては、５００万円を計上しています。

以上、歳出合計は１３さ３０９万 ０００円であります。

１６ページ以降には給与費明細を添付しております。

令和３年度神河町国民健康保険事業特別会計のうち、内容説明は以上でございます。

よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第５４号議案の提案説明が終わりました。

次に、第５５号議案、令和３年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第５５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和３年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算でございます。

本事業は、医療保険料を年金から徴収する特別徴収と納付書等により徴収する普通徴

収で受け入れ、広域連合へ負担金として支出することが基本的な内容でございます。

予算の主な内容につきましては、歳入では、医療保険料１さ ７０９万 ０００円、 

一般会計繰入金 ９１０万円等を計上しております。歳出では、一般管理費７４３万 

０００円、後期高齢者医療広域連合納付金１さ ８７５万 ０００円等を計上しており 

ます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１さ ６３０万 ００ 

０円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

木住民生活課長。
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○○○○○課○（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、詳細を説

明させていただきます。

予算事項別明細書６ページを御予ください。歳入の部、１款後期高齢者医療保険料は、

広域連合より提示された４課総額見込額から軽減分を差し引いた額に、特別徴収及び普

通徴収それぞれに収納率と歳合を掛けております。収納率は、特別徴収が１００％、普

通徴収、令和元年度実績が９⒐１５％、歳合は、特別徴収が約８０％、普通徴収が約２

０％でございます。普通徴収の過年度分は、令和２年度滞納見込額に収納率を掛けてお

ります。保険料の合計は１さ ７０９万 ０００円です。 

２款使用料及び手数料は、科目設定です。

３款繰入金は一般会計からの繰入金で、人件費と事務費で７４３万 ０００円、保険

基年安定繰入金は、広域連合から提示の １６６万 ０００円です。 

４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金は、科目設定です。

同じく、２項雑入は、科目設定です。

同じく、３項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金は、令和２年度実績から１０

万円、２目還付加算金も、令和２年度実績から１万円を計上しています。

５款繰越金は、前年度繰越金として科目設定をしております。

以上、歳入合計が１さ ６３０万 ０００円であります。 

続いて、歳出の部、７ページを御予ください。１款総務費、１項総務管理費、１目一

般管理費では、職員１名の人件費と事務経費で７４３万 ０００円です。

２款後期高齢者医療広域連合納付金は広域連合からの提示額でありまして、内訳は説

明欄の保険料等負担金１さ ７０９万 ０００円、保険基年安定制度負担金 １６６万  

０００円、合計が１さ ８７５万 ０００円であります。  

３款諸支出金、保険料還付金は令和２年度実績から１０万円、還付加算金も令和２年

度実績から１万円を計上しています。

以上、歳出合計が１さ ６３０万 ０００円であります。 

９ページ以降には給与費明細を添付しております。

内容説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第５５号議案の提案説明が終わりました。

次に、第５６号議案、令和３年度神河町介護保険事業特別会計予算について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第５６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和３年度神河町介護保険事業特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、歳入では、介護保険料２さ ８８９万 ０００円、分担金 

及び負担金 ６５１万 ０００円、国庫支出金３さ ３２３万 ０００円、支払基金交   
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付金３さ ０７９万 ０００円、県支出金２さ６２８万 ０００円、繰入金２さ ８０   

３万 ０００円などを計上しております。歳出では、事務費に係る総務費は ７０４万 

０００円、介護サービス等に係る保険給付費は１３さ ６９９万 ０００円、地域支  

援事業費は ３９３万 ０００円などを計上しております。 

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４さ ９１４万 ０ 

００円とするもので、対前年度比⒉８％の増額でございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。第５６号議案の詳細

について御説明申し上げます。

介護保険制度は、高齢者等が介護が必要になっても安心して地域で暮らし続けること

を目指すとともに、いつまでも自立した生活が対れるよう社会全体で支え合う制度であ

ります。本会計の大半を歳める介護サービス給付費の基本的な財源内訳は、介護保険料

として６５歳以上の第１号被保険者の負担歳合は２３％、４０歳から６４歳までの第２

号被保険者の負担歳合は２７％であり、第１号及び第２号被保険者の合計負担歳合は５

０％です。さり５０％は公費で賄われます。その公費の負担歳合は、在宅サービスの場

合、国が２５％、県が１⒉５％、町が１⒉５％です。施設サービスの場合は、国が２０

％、県が１⒎５％、町が１⒉５％となります。介護保険料につきましては、介護保険条

例の一部改正でも説明しましたとおり、令和５年度までの基準保険料は月額 ９００円

となっております。

それでは、予算事項別明細書で説明をさせていただきますので、９ページを御予くだ

さい。

まず、歳入でございます。１款１項１目１節第１号被保険者介護保険料、現年分２さ

８５４万 ０００円については、６５歳以上の被保険者 ０６０人分の保険料であり  

まして、令和２年度当初予算額に対し⒉７％の増額であります。２節滞納繰越分として

は３４万 ０００円を計上しております。

２款分担金及び負担金 ６５１万 ０００円、神崎郡介護認定審査会共同設置負担金 

で、市川町が７４９万 ０００円、福崎町が９０２万 ０００円の負担金でございます。 

３款使用料及び手数料２万円、続促手数料でございます。

４款１項１目介護給付費負担金２さ ８６７万 ０００円は、介護サービス給付費の 

うち８宅サービス費用と審査支払い手数料の合計額に対する２０％と施設サービス費用

額に対する１５％分を合わせた２さ ８６７万 ０００円と、過年度分 ０００円の合  

計額を計上しています。
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２項１目ささ交付金は、本来介護サービス給付費の５％で計算されますが、高齢化率、

被保険者の所得水準等で変動いたします。本町は、高齢化率が高く、やや所得水準が低

いため、令和３年度は７％で計算し、 ４００万円を計上しています。また、総合事業

ささ交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業に対する交付金で、第１号被保険者の

年齢、階年別の分布状況や所得の分布状況により算定、交付されるもので、１７２万

０００円を計上しております。なお、特別ささ交付金は、災害や新型コロナ等により保

険料減免を行ったときに、国から保険料補填がありますので、科目設定として ０００

円を計上しております。なお、補助率は１０分の４でございます。２目地域支援事業交

付金については、補助基準額 ６３２万 ０００円に対する補助金で、補助率２０％、 

９２６万 ０００円と過年度分 ０００円を合わせた９２６万 ０００円を計上してい  

ます。

１０ページをお願いします。３目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合

事業以外）については、補助基準額 ０４１万円に対する補助金で補助率３ ⒏５％、

５５５万 ０００円と過年度分 ０００円を合わせた ５５５万 ０００円を計上して   

います。４目保険者機能強化推進交付金については、自立支援、重度化防止に向けた取

組に対し交付されるもので、それぞれの評価指標の達成状況に応じて交付されるもので、

１９２万 ０００円を計上しています。５目事業費補助金については、法改正システム

改修に対する補助金 ０００円の科目設定をしております。６目保険者努力支援交付金

については、介護予防、健康づくり等に資する取組を重点的に評価することにより交付

されるもので、２０８万円を計上しております。７目介護保険災害等臨時特例補助金は、

災害や新型コロナにより保険料減免を行ったときの保険料補填で、科目設定として ０

００円を計上しております。なお、補助率は１０分の６であります。

５款１項１目介護給付費交付金３さ ８２９万円は、介護給付費と審査支払い手数料

の合計額で１３さ ６９９万 ０００円の２７％と、過年度分 ０００円を計上してい  

ます。２目地域支援事業交付金 ２５０万 ０００円は、介護予防・日常生活支援総合 

事業の補助基準額 ６３２万 ０００円の２７％で ２５０万 ０００円と、過年度分   

０００円を計上しています。

６款１項県負担金１さ ２６０万円は、介護サービス給付費のうち８宅サービス費用

と審査支払い手数料の合計額７さ ２４８万 ０００円に対する１  ⒉５％と施設サービ

ス費用額５さ ４５１万 ０００円に対する１  ⒎５％分を合わせた１さ ２５９万 ０ 

００円と、過年度分 ０００円を計上しております。

２項１目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）については、補助

基準額 ６３２万 ０００円に対する補助金で、補助率は１  ⒉５％、５７９万 ０００

円と過年度分 ０００円を合わせた５７９万 ０００円を計上しています。 

１１ページをお願いいたします。２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援

総合事業以外）については、補助基準額 ０４１万円に対する補助金で、補助率は１ ⒐
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２５％、７７７万 ０００円と過年度分 ０００円を合わせた７７７万 ０００円を計  

上しています。３目サービス提供体制確保事業補助金１０万円は、介護施設で新型コロ

ナウイルス感染症の陽性者が発生した場合の消毒費用の補助金でございます。４目訪問

看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金１万円は、暴力行為等の安全確

保のため、２人での訪問が認められた場合の２人訪問加算の補助金で、県が３分の１、

町が３分の１、事業所が３分の１の負担歳合です。

７款財産収入２０万 ０００円は、介護給付費準備基金の続金利子でございます。

８款１項１目介護給付費繰入金１さ ５８７万 ０００円は、介護給付費と審査支払 

い手数料を合わせた１３さ ６９９万 ０００円の保険者負担率１  ⒉５％を計上してい

ます。２目一般会計繰入金、１節職員給与費等繰入金については、資格管理費に係る職

員の給与費等の繰入金 ８５３万 ０００円を計上しています。２節事務費繰入金につ 

いては、郡認定審査会に係る神河町負担金７４１万 ０００円と、その屋事務費に係る

繰入金 ５０３万 ０００円を合わせた ２４４万 ０００円を計上しています。３節   

地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）については、補助基準額 ６

３２万 ０００円に対する負担率１ ⒉５％、５７９万 ０００円と、過年度分 ０００ 

円を合わせた５７９万 ０００円を計上しています。４節地域支援事業繰入金（介護予

防・日常生活支援総合事業以外）については、補助基準額に対する負担率１⒐２５％と

補助対象オーバー分１９万円を合わせた７９６万 ０００円と過年度分 ０００円を合 

わせた７９６万 ０００円を計上しています。５節現年度介護保険料軽減負担金繰入金

として、国庫負担金５５９万 ０００円、県負担分２７９万 ０００円、町負担分２８ 

０万円を合わせた １１９万 ０００円を計上しています。対象者の人数は １０２人  

と想定しております。

１２ページをお願いいたします。８款２項１目介護基金繰入金 ６２２万 ０００円 

ついては、介護保険料の上昇を抑えるため準備基金を取り崩すものです。

９款繰越金６万 ０００円は、介護認定審査会に係るもので、令和２年度決算による

繰越見込額を計上しております。

１０款１項１目第１節第１号被保険者延滞金及び２目過料については、 ０００円ず

つの科目設定をしております。

１０款２項１目第１節返納金は ０００円を科目設定、２節雑入として、介護予防ケ

アプラン作成料５００万円は、地域包括支援センターが要支援１、２の認定者に対し、

介護予防支援または第１号介護予防支援を行った場合、介護報酬として町が受領するも

のでございます。なお、１件 ３１０円でございます。

次に、訪問さ査受託事業収入として、遠隔地の市町からの当町への特別養護老人ホー

ム入所者等の訪問さ査費として ０００円を計上しております。また、成年後見制度申

立て費用負担金として ０００円を科目設定しております。一般介護予防教室参加負担

金として、１人当たり５００円の参加費で１６０人分、８万円を計上しております。
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２目第三者納付金として ０００円を科目設定しております。

１３ページをお願いいたします。続きまして、歳出でございます。

１款１項１目資格業務管理費 ５５２万円は、資格業務等に携わる職員２名分の人件

費 ６３０万 ０００円及び法改正システム改修に係る経費７６４万 ０００円並びに  

事務費等１５６万 ０００円を計上しています。２目サービス業務管理費 ２６７万  

０００円は、介護保険サービス業務に携わる職員２名分の人件費と認定さ査を行う会計

年度任用職員２名の人件費として ２１６万 ０００円及び事務費等５１万 ０００円  

を計上しております。

１４ページをお願いいたします。３目連合会負担金１０万 ０００円は、国保連合会

会員負担金等を計上しております。

２項１目４課徴収費４４万 ０００円は、介護保険料の４課徴収に係る経費で、２便

料等事務費を計上しています。

１５ページをお願いいたします。３項１目介護認定審査会費 ３８４万 ０００円は 

神崎郡３町で共同で行っております介護認定審査会に係る経費で、審査会委員１５名の

報酬、費用弁償、保険料９９２万 ０００円と審査会業務に携わる会計年度任用職員２

名分の人件費６４２万 ０００円及びコンピューター保守費用１７０万 ０００円を計 

上、郡認定審査会職員給与費繰出金については、認定審査会に関わる一般事務職員の人

件費と光熱費を合わせた４７５万 ０００円を一般会計に繰り出しております。その屋、

事務費等１０２万 ０００円を計上しております。

４項１目認定さ査等費４３２万 ０００円は被保険者の認定さ査に係る経費で、主治

医の意見書料が主なものでございます。

１６ページをお願いいたします。５項１目運営協議会費１２万 ０００円は、介護保

険事業運営協議会に係る委員謝礼が主な経費でございます。

２款１項１目介護サービス給付費等諸費について説明いたします。当初予算額につい

ては、令和２年度決算見込みを基本に計上しております。予算総額１３さ ５９６万円、

前年度当初予算比４％の増で、８宅介護サービス費等で７さ ２４８万 ０００円、前 

年対比⒍１％の増、施設介護サービス費５さ ４５１万 ０００円、前年対比  ⒈２％の

増を計上しております。

１７ページをお願いいたします。２項１目審査支払い手数料１０３万 ０００円は、

介護給付費支払いに係る国民健康保険団体連合会への審査支払い手数料でございます。

３款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費（１号訪問・通所・生活支援）でご

ざいます ２４８万 ０００円のうち１２節委託料１４４万円については、公立神崎総 

合病院に委託する短期集中通所型サービスＣの委託料であります。１８節負担金、補助

及び交付金の当初予算計上については、令和２年度決算見込みにより計上しております。

要支援１、２及びチェックリストによる事業対象者の方が利用される訪問介護相当サー

ビス費は６５０万 ０００円を、通所介護相当サービス費では ４４１万 ０００円を  
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計上し、前年度比⒍２％の増となっております。２目介護予防ケアマネジメント事業費

２００万 ０００円については、要支援１、２の方が利用される訪問介護相当サービス

または通所介護相当サービスに係るケアプランの作成料で、地域包括支援センター及び

委託した８宅介護支援事業所に支払うものでございます。

２項１目一般介護予防事業費 １８２万 ０００円については、介護予防事業で要介 

護状態等になるおそれの高い状態にあると認められる６５歳以上の方を対象に、要介護

になることを防ぐことを目的として実施する事業でございます。内容としては、地域巡

回でのフレイル・虚年予防教室、こつこつ貯筋教室、元気づくりサポーター養成講座と

ステップアップ講座、認知症予防教室、自主体操グループ支援事業、地域リハビリテー

ション活動支援事業を行う経費３３８万 ０００円と、保健師１名分の人件費８２８万

０００円を計上しています。

１８ページをお願いいたします。３項１目包括的・継続的ケアマネジメント事業費

２３３万円については、地域包括支援センターの運営、福祉相談などや介護予防計画の

作成、または介護予防ケアマネジメント作成等に係る事業でございまして、保健師１名、

社会福祉社１名、ケアマネジャー１名の人件費 １８１万 ０００円と事務費５１万  

０００円を計上しています。

１９ページをお願いいたします。２目認知症高齢者見守り事業費２３８万 ０００円

については、タッチ９ネル健診を継続して行い、軽度認知障害の疑いのある方に対し、

ナースボランティアや音楽療法社により週１回、２会場で予防教室、ほがらか教室を開

催します。また、いきいき倶楽部を月２回、２会場で開催する経費として予算計上をし

ております。３目権利て護事業費１４６万 ０００円は、認知症などで判断能力が不て

分な方の財産や権利を保護し、支援する制度で、申立てを行える親族がおられない場合、

首長が行うこととなります。その経費として地域見守り支え合いネットワーク会議開催

に係る経費等を計上しております。４目住宅改修支援事業費１万円については、８宅介

護支援ケアプランを作成を依頼していない被保険者が住宅改修を行う場合、理由書作成

費として１件につき ０００円を支払うものでございます。５目在宅医療・介護連携推

進事業費４２５万 ０００円については、医療と介護を必要とする高齢者が可能な限り

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医

療と介護サービスの一体的な提供に向けて関係者の連携を推進することを目的に、協議

を重ねるための委員会の委員に対する謝金等を計上しております。また、在宅医療・介

護連携支援センター委託料３００万円については、公立神崎総合病院を拠点に神崎郡３

町が郡医師会に運営を委託し、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を

一体的に提供できる体制を構築するため、郡内３町の地域包括支援センターと医師会と

が緊密に連携をしながら地域の医療と介護の連携体制の構築を支援するための費用でご

ざいます。

２０ページをお願いいたします。６目生活支援体制さ備事業費８１９万円については、
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生活支援コーディネーターや協議体の設置等を通して多様なサービス提供主体を構成員

とした生活支援協議体において、必要な生活支援、介護予防の創出や地域における支え

合いの体制づくりを推進するため、付来から地域福祉に取り組んでいる町社会福祉協議

会に委託し、実施をしております。７目認知症初期集中支援推進事業費８３３万 ００

０円については、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域

でよい環境で暮らし続けることができるように、認知症の人やその家族に早期に関わる

認知症初期集中支援チームを設置し、早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築する

ことを目的に実施をしております。その会議に係る出役委託料１６万 ０００円と認知

症対策に携わる保健師１名分の人件費８０７万 ０００円を計上しております。８目地

域ケア会議推進会議事業費５５万 ０００円については、在宅生活における様々な域り

事等を拾い上げることが重要となります。その域り事を地域ケア会議により医療・保健

・福祉関係者が協議することにより解決に導くための委員の謝金と、公立神崎総合病院、

理学療法社、作業療法社の会議への出役のために係る費用を計上しております。

３款４項１目審査支払い手数料９万円については、介護予防・日常生活支援に係る国

民健康保険団体連合会への審査支払い手数料でございます。

４款財政安定化基金拠出金は、県下の自治体の介護保険会計が赤字になったときに県

に拠出した基金を基に２付けを行うためのもので、現在は介護保険準備基金が定額積み

立ててあるため、科目設定をしております。

５款１項介護給付費準備基金積立金２０万 ０００円については、令和２年度会計に

おいて保有している準備基金約１さ ８１９万 ０００円に係る利息を基金に積み立て 

るものでございます。

２１ページをお願いいたします。６款１項償還金及び還付加算金は、介護保険料の還

付金と還付加算金で３０万 ０００円と国、県負担金等の償還金 ０００円を計上して 

おります。２項繰出金は、払出金等で ０００円を計上しております。

７款１項１目予備費６５万 ０００円については、内訳として、郡介護認定審査会分

で１５万 ０００円と介護保険特別会計分５０万円を計上しております。

２２ページ以降につきましては給与費明細書を添付しております。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第５６号議案の提案説明は終わりました。

次に、第５７号議案、令和３年度神河町土地開発事業特別会計予算について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第５７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は令和３年度神河町土地開発事業特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、歳入では、土地売払い収入で ５７７万円、雑収入で４５
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０万円、繰越金で ６４０万 ０００円を見込んでおります。歳出では、宅地開発事業 

費で４７万 ０００円、寺前宅地造成事業費で５０万 ０００円、カクレ畑多自然８住 

推進事業費で ７９３万 ０００円、予備費に ７７６万 ０００円をそれぞれ計上し   

ております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ６６７万 ０００円 

とするものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、ひと・まち・みらい課長から御説明いたしますので、よろしく

御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課○（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

それでは、詳細について御説明申し上げます。

事項別明細書の４ページをお願いをいたします。まず、歳入でございますが、１款財

産収入、１項１目土地売払い収入として ５７７万円を見込んでおります。内訳としま

しては、秋桜たうんにおける定期９地権から購入となった場合の売払い収入を想定して

科目設定をいたしております。また、カクレ畑ログハウス村の売払い収入が ５７６万

０００円で、内訳として、分譲地の売払い収入 ５４１万円、クラインガルテン付２ 

分の土地代の分歳払いが３５万 ０００円でございます。

次に、２款諸収入、１項１目雑入で、カクレ畑入８者負担金として分譲地の水道負担

金４５０万円を計上をしております。

３款繰越金、１項１目繰越金は、前年度繰越金として ６４０万 ０００円を計上し 

ておりまして、内訳は、カクレ畑多自然８住推進事業の前年度繰越金が１４０万 ００

０円、宅地開発事業、いわゆるしんこうタウン分の前年度繰越金が ４９９万 ０００ 

円でございます。

次に、５ページ、歳出でございます。１款土木費、１項１目宅地開発事業費として事

務的経費で４７万 ０００円を計上をしております。２目寺前宅地造成事業費は、秋桜

たうんにおける造成地の修繕費として５０万円と、繰出金として定期９地権の契約地を

購入された場合の一般会計繰出金として科目設定をいたしております。３目カクレ畑多

自然８住推進事業費は、７節で報償費、分譲地購入者紹介報奨金として４区画分の４０

万円、１２節委託料で分譲業務の委託料として ２９１万 ０００円、補償、補填及び 

賠償金で４６２万 ０００円を大川原区と大川原区１組への土地代金支払い分として計

上をいたしております。

２款予備費は ７７６万 ０００円で、カクレ畑多自然８住推進事業の分譲地売払い 

収入及び付２料の町配分分と、前年度分の宅地開発事業の繰越分を予備費として計上を

いたしております。
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以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いをいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第５７号議案の提案説明は終わりました。

次に、第５８号議案、令和３年度神河町訪問看護事業特別会計予算について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第５８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和３年度神河町訪問看護事業特別会計予算でございます。

本会計につきましては、かんざき訪問看護ステーションを運営する特別会計でござい

まして、神崎郡、姫路市香寺町及び朝来市生野町を事業対象区域として、在宅の寝たき

り高齢者等に対して、安心して家管療養が維持できるようサービスを行うことを目的と

する会計でございます。

歳入では事業収入１さ ７０３万円、前年度繰越金 １５０万円を見込み、歳出では 

人件費２０名分と訪問看護委託料、業務管理費用等で１さ １３１万 ０００円を計上 

いたしております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１さ ９５５万 ００ 

０円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院経営強化特命参事から御説明いたしますので、よろしく御

審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

井上病院特命参事。

○病院総務課副課○兼経営強化特命参事兼企業出○員（井上淳一朗君） 病院総務課の井

上でございます。それでは、事項別明細書で説明をさせていただきますので、４ページ

をお願いいたします。

まず、歳入でございます。第１款第１項１目の事業収入の１節医療保険収入で、年間

延べ３００回を見込み ８９２万円、２節介護保険収入では、訪問看護のサービス事業

収入で年間延べ１万 ３００回を見込み、 ２５９万 ０００円とケアプランを作成す  

る８宅介護支援事業収入として５５１万 ０００円を見込んでおります。

第２款第１項１目民生費県補助金は、科目設定の ０００円。

第３款第１項１目利子及び配当金は、財政ささ基金利子の ０００円。

第４款第１項１目財政ささ基金繰入金は、科目設定の ０００円。

第５款第１項１目繰越金は、前年度繰越金として １５０万円を見込んでおります。

第６款第１項１目受託事業収入は、介護予防受託収入として、介護予防のケアプラン

作成受託などで３８万 ０００円でございます。

第６款第２項１目雑入は、町有自動車損害保険受入金など６３万 ０００円でござい
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ます。

次に、歳出でございます。６ページをお願いいたします。第１款第１項１目業務費で、

正規職員１０名、会計年度任用職員１０名の人件費１さ５６２万 ０００円を見込んで

おります。第１０節需用費では、消耗品費、燃料費、修繕費等で５６０万 ０００円、

１１節役務費、通話料や公用車保険料等で２２７万 ０００円、１２節委託料、訪問看

護委託料等で３２２万 ０００円、１３節使用料及び付９料、護ニホームリース料等で

１６０万 ０００円、１７節備品購入費、公用車購入費等で１８０万円、１８節負担金、

補助及び交付金、訪問看護研修会負担金等で３６万 ０００円、２１節補償、補填及び

賠償金、町の賠償責任において支払う治療費や補償費等示談金で５０万円、２６節公課

費、自動車重量税で８万円、業務費合計では１さ １３１万 ０００円の計上でござい 

ます。

８ページをお願いいたします。第２款第１項１目利子３万円は、一時９入金の利子で

ございます。

第３款第１項１目財政ささ基金積立金は、５０万 ０００円でございます。

第４款第１項１目病院事業会計繰出金は、病院事業会計への建物の使用料として繰り

出すもので、令和２年度は１００万円でしたが、令和３年度から２５０万円に増額いた

します。２５０万円の根拠は、北館改築工事に要した費用を訪問看護ステーションが使

用する面積で案分した費用でございます。

９ページ以降は、給与費明細書を添付させていただいております。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第５８号議案の提案説明が終わりました。

ここで暫時休憩いたします。再開を１４時４５分といたします。

午後２時３０分休憩

午後２時４５分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。

次に、第５９号議案から入ります。令和３年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予

算について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第５９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和３年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算でございます。

予算の主な内容につきましては、歳入では、建設さ土砂等処分の使用料収入と基金か

らの繰入金になります。

歳出では、さ土砂等処分場の管理業務等に係る委託料のほか、水質さ査委託料を計上

しております。
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これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１４万 ０００円と

するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課参事から御説明いたしますので、よろしく御審議を

お願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

平岡住民生活課特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（平岡 ○雄君） 住民生活課、平岡でございます。詳

細を説明させていただきます。

予算事項別明細書４ページを御予ください。歳入でございます。１款使用料及び手数

料で、町内住民のお宅から排出される小規模の料料等搬入予定量２０トンに ６５０円

を乗じた３万 ０００円。

２款財産収入は、財政ささ基金利子見込額の１万 ０００円。

３款繰入金は、収支の差額６０８万 ０００円でございます。

４款から５款は記載の内容の科目設定をしております。

以上、歳入合計で６１４万 ０００円でございます。

歳出につきまして、５ページを御予ください。１款産業廃棄物処理事業費は、必要事

務経費等の計上をしております。主なものを申し上げます。１２節委託料２０４万 ０

００円で、施設管理業務委託料として９４万円、水質検査委託料５０万円、施設及びそ

の周辺の除１作業に係る管理委託料２０万 ０００円、搬入予定量２０トンの押し土作

業及びこれに係る重機回対費で４０万円でございます。２２節償還金、利子及び歳引料

は、事業者さんが購入された料料等搬入券の返還に対する搬入券購入費の返還で、２２

万円を見込んでおります。２６節公課費は、令和２年度の使用料収入に対する消費税で

５０万円です。

２款予備費は、不測の事態に備え、２７０万円を計上しております。

以上、歳出合計６１４万 ０００円でございます。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第５９号議案の提案説明は終わりました。

次に、第６０号議案、令和３年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第６０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和３年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、歳出の３目地域振興費で高朝田区から申請がありました生

活環境基年さ備事業補助金として危険木伐採搬出工事経費５５５万 ０００円と、各集
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落への助成金１５３万 ０００円、積立金は財産運用収入の１５３万 ０００円と寺前 

財産区からの繰入金 ０００円の合計１５３万 ０００円、これらの事務費といたしま 

して３１万 ０００円でございます。その財源といたしまして、振興基金からの繰入金

７４０万 ０００円、寺前財産区からの繰入金 ０００円及び財産運用収入１５３万  

０００円でございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８９４万 ０００円と

するものでございます。

なお、これらの内容につきましては、令和３年２月５日開催の寺前地区振興基金審議

会において審議いただき、御承認いただいたものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第６０号議案の提案説明は終わりました。

次に、第６１号議案、令和３年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第６１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和３年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、歳出では、３目地域振興費で、長谷漁協への補助金といた

しまして繰出金３００万円と、長谷ふれあいマーケット運営補助金 ０００円、積立金

は財産運用収入の２０万 ０００円、これらの事務費としまして３１万 ０００円でご 

ざいます。その財源といたしまして、振興基金からの繰入金３３１万 ０００円及び財

産運用収入２０万 ０００円でございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５１万 ０００円と

するものでございます。

なお、これらの内容につきましては、令和３年２月１８日開催の長谷地区振興基金審

議会において審議いただき、御承認いただいたものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第６１号議案の提案説明は終わりました。

次に、第６２号議案、令和３年度神河町水道事業会計予算について、提出者の説明を

求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第６２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和３年度神河町水道事業会計予算でございます。

水道事業におきましては、浄水場等、設備の日常運転管理や水質検査等の委託点検を

行い、適正な維持管理に努め、清浄かつ安全で安心な水道水の供給を行っております。
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財務状況につきましては、令和２年度さの財積利益財余金を３さ ４０８万円と見込

んでおり、令和３年度のん利益は６６万 ０００円となる見込みでございます。令和３

年度事業につきましては、給水戸数 ５２０戸、年間総給水量１０９万立方メートルを

予定しております。

３条予算の収益的収入・支出は、同額の４さ ３３１万 ０００円を計上しておりま 

す。

４条予算の資本的収入では、水道管路緊急改善事業に伴う国庫補助金で ３６４万 

０００円、水道管路緊急改善事業債３さ ２３０万円で、合計３さ ７４４万 ０００  

円を計上し、支出では５さ １０１万 ０００円を予定しております。 

工事内容は、水道管路緊急改善事業で、耐用年数の超えた水道本管の老朽化更新工事

などを予定しております。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１さ ３５６万 ０００円につきま 

しては、過年度分損益勘定留保資金等で補填することとしております。

企業債の限度額は、水道管路緊急改善事業で３さ ２３０万円、一時９入金の限度額

は３さ円、議会の議決を経なければ流用することのできない経費、職員給与費を ３５

３万円、一般会計からの補助金は ５０６万 ０００円を予定しております。３３資産 

購入限度額は３５０万円と定めております。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議を

お願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課○（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。第６２号議案、令和

３年度水道事業会計予算の主なものについて詳細説明をさせていただきます。

それでは、予算実施計画説明書で説明をしますので、２４ページをお願いいたします。

まず、収益的収入でございます。１款水道事業収益は４さ ３３１万 ０００円で、 

１項１目給水収益は、給水戸数 ５２０件で、水道使用料は２さ ９９３万 ０００円  

を見込んでおります。３目その屋営業収益、４節雑収入は、新規加入金として２件、１

６万 ０００円を見込んでおります。

２項２目屋会計補助金は、一般会計からの補助金 ４００万円、内訳は高料金対策に

係るものが ６４２万 ０００円、企業債償還利息補填としまして ７５７万 ０００   

円でございます。３目消費税及び地方消費税還付金は、水道料金に係る消費税を託払い

いたしますので、水道管路緊急改善事業等で発生します消費税相当額の ３９８万 ０ 

００円の還付を見込んでおります。４目長期前受金戻入は、補助金、負担金、受贈財産

の減価償却分を収益化し、 ４３０万 ０００円を計上しております。 

次に、２６ページをお願いいたします。収益的支出でございます。１款水道事業費用
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は４さ ３３１万 ０００円で、収入と同額でございます。 

１項１目原水及び浄水費は ３１１万 ０００円で計上しております。これは主に浄 

水場の維持管理費の費用でございます。２目配水及び給水費は ６８５万 ０００円で 

計上、これは水道管路に係る維持修繕費用等でございます。

２７ページをお願いいたします。４目総係費は、職員３名、再任用職員が１名、会計

年度任用職員１名の人件費を計上をしております。予算額は ２３１万 ０００円でご 

ざいます。

また、２８ページの１２節の委託料で、令和２年度未実施でありましたアセットマネ

ジメントの策定と経営戦略の見直しの予算を計上しております。アセットマネジメント

とは、水道施設等の資産の状況を把握し、計画的な施設更新と財源確保を目的とした長

期の更新計画のことでございます。経営戦略は平成２９年１月に作成をしております。

５年で見直しとしていますが、アセットマネジメントの策定とセットで行うことで、安

価で効果的に行えますので、１年前倒しで見直しを行うものでございます。中・長期的

な経営の基本計画でございます。

３０ページを御予ください。資本的収入です。１款資本的収入は３さ ７４４万 ０ 

００円で、前年度より１さ ３４４万 ０００円の増額でございます。水道管路緊急改 

善事業等の事業費が増えて増額としております。

３１ページをお願いいたします。資本的支出でございます。１款資本的支出は５さ

１０１万 ０００円でございます。１項１目の事務費は、水道管路緊急改善事業に伴う

人件費として、職員１名分の費用を計上しております。２目施設費の１節委託料は ０

１０万円の計上で、水道管路緊急改善事業に係る設計及び施工管理委託料として １６

０万円、大山浄水場の井戸新設のための測量さ査設計費用として８５０万円を計上して

おります。２節工事請負費は、配水管布設替え工事費等で３さ ３５５万円を計上し、

水道本管８路線の更新工事等を予定してございます。３目１節土地購入費は、大山浄水

場の井戸新設に係る分でございます。

そのほか８ページから２１ページは、キャッシュフロー計算書、給与費明細書、予定

損益計算書、予定２９対照表を掲載しております。御確認をお願いいたします。

以上で令和３年度水道事業会計予算の詳細説明を終わります。御審議よろしくお願い

いたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第６２号議案の提案説明は終わりました。

次に、第６３号議案、令和３年度神河町下水道事業会計予算について、提出者の説明

を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第６３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和３年度神河町下水道事業会計予算でございます。
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町内の水洗化率は９⒎８％と高い数字となっており、住民の皆様に快適な生活環境を

提供するとともに、公共用水域の水質保全を図っております。財務状況につきましては、

令和２年度さの財積欠損金は１０さ ７８１万 ０００円を見込んでおり、大変高額と 

なっておりますが、令和３年度ん利益は ３８９万 ０００円となる見込みでございま 

す。減価償却費を原資とした内部留保資金を運用し、資金不足に陥らないよう心がけて

事業運営を行ってまいります。令和３年度事業につきましては、水洗便所設置戸数 ９

９０戸、年間処理水量１１９万 ０００立方メートルを見込んでおります。

３条予算の収益的収入・支出は、同額の６さ ８３８万 ０００円を予定しておりま 

す。

４条予算の資本的収入は３さ ２７５万 ０００円、支出は５さ ２８８万円を予定  

しており、工事内容は、上小田処理区と南小田処理区の管路接続工事を予定しておりま

す。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２さ ０１２万 ０００円は、過年 

度分損益勘定留保資金等で補填することとしております。

下水道事業債の限度額は ３００万円、資本費平準化債の限度額を２さ ７９０万円 

としております。一時９入金の限度額は１さ円。議会の議決を経なければ流用すること

のできない経費、職員給与費を ３７７万 ０００円、一般会計からの補助金は３さ  

０００万円を予定しております。３３資産購入限度額を１００万円と定めております。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課○（谷綛 和人君） 上下水道課の谷綛でございます。第６３号議案、令和

３年度下水道事業会計予算の主なものについて詳細説明をさせていただきます。

予算実施計画説明書で説明をさせていただきます。２４ページをお願いいたします。

まず、収益的収入でございます。１款下水道事業収益は６さ ８３８万 ０００円で、 

１項１目下水道使用料は、総件数 ７２４件で１さ ６５４万 ０００円でございます。  

２目屋会計負担金として２さ ０７３万 ０００円。 

２項２目屋会計補助金では、一般会計補助金として １１５万 ０００円を予定して 

おります。３目長期前受金戻入は、国庫補助金、県補助金、受益者負担金、受贈財産評

価額を合わせて１さ ６１２万 ０００円の予定でございます。 

続きまして、２５ページをお願いいたします。収益的支出でございます。１款下水道

事業費用は６さ ８３８万 ０００円で、収益と同額でございます。１目の管事費は  

８６８万 ０００円で、下水道管及び６９か所のマンホールポンプの維持管理費用とな

ってございます。
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次に、２６ページをお願いいたします。２目処理場費は１さ ２６９万 ０００円で、 

１１か所の処理場の維持管理に係る費用でございます。南小田処理場が統合により廃止

となっていますが、最終の抜取り清掃に多額の費用がかかるので、若干昨年度より増額

となってございます。

次に、２７ページをお願いいたします。３目総係費は ５１５万 ０００円で、職員 

３名分の人件費と旅費、修繕費等の事務管理費等を計上しております。

２９ページをお願いいたします。減価償却費は３さ ２０８万 ０００円で、対前年 

度比 ０７８万 ０００円の減となっております。 

２項１目１節企業債利息は、利子が減ってきておりまして、今年度は １１６万円で

ございます。

３０ページをお願いいたします。資本的収入でございます。１款資本的収入は３さ

２７５万 ０００円で、対前年度比１さ８０２万 ０００円の減で、要２は、特環公共 

下水事業の長寿命化工事が令和２年度で完了しましたので、事業費の減ということにな

ってございます。

３項の負担金交付金は、企業債元金償還補填として ８１０万 ０００円の計上でご 

ざいます。

３条予算の収益的収入の屋会計負担金２さ ０７３万 ０００円と屋会計補助金 １  

１５万 ０００円と合わせて、３さ ０００万円の一般会計からの繰入れとなってござ 

います。

次に、３１ページをお願いいたします。資本的支出でございます。１款資本的支出は

５さ ２８８万円で、対前年度比 ２３４万 ０００円の減となってございます。主な  

要２は、長寿命化工事が完了したことにより、工事費が減となったことによります。今

年度は、上小田処理区の統合工事として ０００万円を計上、本村地区の処理施設機能

強化計画策定の委託料４００万円計上をしております。

そのほか、８ページから２１ページはキャッシュフロー計算書、給与費明細書、予定

損益計算書、予定２９対照表を掲載しております。御確認をお願いいたします。

以上で令和３年度下水道事業会計予算の詳細説明を終わります。よろしく御審議をお

願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第６３号議案の提案説明は終わりました。

次に、第６４号議案、令和３年度公立神崎総合病院事業会計予算について、提出者の

説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第６４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和３年度公立神崎総合病院事業会計予算でございます。令和３年度当初

予算の説明に当たり、当院の置かれている状況や令和３年度の重点施策等について、ま
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ず御説明申し上げます。

当院は、業和２１年１０月に県立粟賀診療所として開設されて以来、約７５年もの間、

その時々の社会情勢や地域のニーズを酌み取りながら、医療付事者の確保や施設さ備の

推進など、診療体制を拡充しながら地域医療を守ってきました。しかし、近年、神河町

においては、少子高齢化及び人口減少の波が都市部に先駆けて一気に押し寄せており、

税収確保や高齢者福祉対策等の重大な課題に、さらには令和２年度に法的に位置づけら

れた新型コロナウイルス感染症対策にも直面しています。当院も公立病院の一員として、

また地域における基幹的な医療機関として地域医療の確保における重要な役歳を担って

おり、その責務を痛感しているところです。

全国の多くの公立病院では、経営が厳しい状況にあると言われて久しいですが、当院

でもこの例に漏れず、入院及び外来収益の落ち込みや医業収益給与費比率の増嵩等によ

り、診療体制自体の維持が厳しい状況となってきました。

その大きな要２の一つは、入院、外来患者数の減少です。もちろん新型コロナウイル

ス感染症の影響による患者の外出控えもあるものの、その前から、２０年ほど前と比較

すると、外来患者数は６歳程度に、入院患者数は８歳程度に落ち込んできており、医業

収益が大幅に減少してきました。神河町において、当院は町にとってなくてはならない

重要な医療施設であり、町の大きな財産と位置づけ、ここ数年は一般会計から基準を超

える規模の繰入金により運営してまいりました。今後これまでのような多額の繰入金に

過度に頼らない経営の自立、いわゆる企業性の発揮を目指した改善の取組を展開しなが

ら、令和３年度においては、次の重点施策を進めてまいります。

１つ目は、診療体制の維持、医療付事者の確保でございます。

現在、当院の常勤医師の平均年齢は、兵庫県養成医と神戸大学から派遣いただいてい

る３名の医師を除くと、５７歳であり、確実に高年齢化傾向にあります。また、看護師

の平均年齢は４３歳でございます。中・長期的に安定した医療の供給のためには、医師

や看護師等の医療付事者の確保は必須でありますので、若手の積極的な採用も意識しな

がら、引き続き神戸大学や大阪医科大学と連携を密にするとともに、紹介業者を通じた

確保も含め、幅広く対応してまいります。

また、平成３０年４月に策定された兵庫県保健医療計画において、播磨姫路圏域にお

ける特定中核病院の指定を受け、令和２年４月から内科医、総合診療として、県養成医

に着任いただいております。令和３年度以降も引き続き派遣いただくことを兵庫県に要

請してまいります。

そして、令和３年度には、新たに地方独立行政法人加古川市民病院機構、加古川中央

市民病院ですが、そちらから外科専攻医を受け入れることとしており、現在、医師不足

となっている外科において大いに活躍いただけるものと期待しています。

２つ目として、新型コロナウイルス感染症対策の推進でございます。

当院は、令和２年に発症が確認された新型コロナウイルス感染症対策における帰国者
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・接触者外来設置医療機関、協力医療機関として、県中播磨健康福祉事務所管内におけ

る感染症対策の牽引役を一手に担ってまいりました。しかし、発症が確認されてから１

年が経過しましたが、国の緊急事態宣言等によって地域住民の活動を制限することによ

り、辛うじて制御できている状況にあります。

令和３年度当初から始まろうとしている地域住民待望のワクチン接種の体制構築に際

しまして、また、今後しばらくの間は続くであろう同対策の推進について、当院は、地

域住民の皆様に安心して生活していただけるよう、引き続き公立病院としての責務を全

うしてまいります。

３つ目は、経営改善の推進でございます。

患者数は長期にわたり減少傾向が年年になってきており、経営上、非常に厳しい状況

にあります。病院を維持運営していくために必要な入院患者数の目途、目標として、１

日当たり１１３人と設定し、これをクリアできるよう職員一人一人が考え、たゆまぬ努

力をしてまいります。ただし、これでも赤字を見込まざるを得ないので、今後に備え、

様々な積極的展開を行うためには、さらに患者数を確保し、内部留保として資金を蓄え

ていく必要があることは明らかです。そのためにも、断らない救急を推進するとともに、

地域の開業医との連携の重要性を再認識し、紹介も積極的に受け入れる必要があります。

このような状況下において、令和元年度に副町長を委員長とする病院経営形態見直し

に係る検討委員会を設置しました。協議を重ねた結果、職員の意識改革が不可欠である

との結論を得たところです。経営形態変更という長期間を要する議論も重要ではあるも

のの、まずは町の体制づくりとして、令和２年度には町長を本部長とする病院経営改善

対策本部会議を設置しました。そこでは、全職員による共通認識と具体的な取組を進め

るという目先の対応が急務であると判断し、当面は、経営改善対策を強力に進めながら、

少し後追いにはなりますが、経営形態の議論を深めていくこととしたものです。

令和２年度から順次改善等の取組を進めておりますが、令和３年度におきましても、

引き続きできることから、効果が大きいことから取組を展開してまいります。例えば、

神崎郡唯一の公立病院としてその責務を全うすべく、今日まで不採算診療も維持してま

いりましたが、経営改善の観点から、選択と集中をなすべき大きな岐路に立たされてい

ることから、慎重に議論を進める必要があります。

令和３年度当初予算でございますが、３条予算では、収益的収入３２さ １２４万 

０００円、収益的支出で３５さ３７０万円でございまして、このたび初めて収支差が２

さ ２４５万 ０００円の収支不均億予算としています。また、４条予算では、資本的 

収入１さ ７５０万 ０００円、資本的支出３さ７６１万 ０００円でございまして、  

収支差が１さ ０１０万 ０００円でございます。３条、４条予算とも収支差はありま 

すが、非資金性の収入や支出、主なものは減価償却費の３さ ０４７万 ０００円など 

を含んでの収支差であるため、資金繰りや会計処理に問題が生じるものではございませ

ん。
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最後に、令和３年度におきましても、常に患者様に寄り添い、地域住民の方々に喜ん

でいただける地域医療の実践、そして魅力ある職場となることを最大の目標として努力

してまいります。そして、公立神崎総合病院の基本理念である「私たちは「和」の心を

大切に、地域と一体となって皆さまの健康と生活を支えることを第一に考え、頼られる

病院づくりを目指します。」を常に念頭に置き、より一層地域住民の皆様に信頼される

病院となるよう職員一丸となって職務を遂行してまいります。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院経営強化特命参事から御説明いたしますので、よろしく御

審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

井上病院特命参事。

○病院総務課副課○兼経営強化特命参事兼企業出○員（井上淳一朗君） 病院総務課の井

上でございます。それでは、令和３年度公立神崎総合病院事業会計予算について、主な

ものについて御説明をさせていただきます。

まず、２ページを御予ください。先ほど町長からもございましたけれども、令和３年

度予算におきまして、第３条予算、収益的収入及び支出でございますが、収入で３２さ

１２４万 ０００円、支出で３５さ３７０万円でございまして、収支差が２さ ２４  

５万 ０００円の赤字予算、収支不均億予算としております。

１ページに戻りますが、入院収益、外来収益の算定基礎となる入院患者数４万 ３１

８人、外来患者数１１万 ６４２人は、１日当たりにしますと、平均で入院１１ ⒊２人、

外来４５⒍８人でございますが、これらは厳しいながらも達成可能な数値と考えており、

また、業務改善を進めるに当たっての現実的な目標でございます。

令和３年度は、当初から赤字を見込んだ予算編成であり、好ましい状況とは考えてお

りませんが、これが現実的な数値でございます。円教な運営にも考慮する必要があり、

ある程度余裕を持って支出を計上しておりますので、収支差はありますが、非資金性の

収入や支出、主なものは減価償却費の３さ ０４７万 ０００円などを含んでの収支差 

であるため、資金繰りや会計処理に問題が生じるものではございません。支出抑制につ

いては、もちろん執行ベースで努めてまいります。

上記の予算計上で、支出のうち非資金性である減価償却費３さ ０４７万 ０００円、 

資産減耗費５００万円、長期前払い金償却 ２５３万 ０００円と収入の長期前受金戻 

入１７９万円を差し引きすると、当年度の損益勘定留保資金の額は３さ ６２２万 ０ 

００円となり、３条予算の収支差２さ ２４５万 ０００円に充当してもなお１さ ３  

７６万 ０００円の留保資金があり、そのうちの１さ ０１０万 ０００円を４条予算  

の収支差に補填するものでございます。

それでは、順次項目別に御説明させていただきます。予算実施計画説明書で説明させ

ていただきますので、２７ページをお願いいたします。
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収益的収入及び支出の収入でございまして、１款病院事業収益の１項医業収益で３０

さ ６７１万 ０００円、うち入院収益で１７さ６０２万円、外来収益で１０さ ６４  

６万 ０００円、大畑診療所収益で８１万 ０００円、負担金交付金で ２８８万 ０   

００円、その屋医業収益は２さ ０５３万 ０００円で、室料差額収益、人間ドック、 

健診、予防接種等保健事業の公選４生活動収益等でございます。

次に、第２項医業外収益で、２さ ４５２万 ０００円、うち１目負担金交付金１さ 

７１１万 ０００円、２目補助金は、新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 ７  

８９万 ０００円、看護職員８後臨８研修事業の県補助金が３１万 ０００円で、合計 

８２１万円でございます。３目患者外給食収益が１４４万円、４目長期前受金戻入に

つきましては、国、県補助金などの戻入分１７９万円でございます。５目在宅医療・介

護連携支援センター収益は、神崎郡医師会からの当センターへの運営受託事業収入等で

９０４万円、６目その屋医業外収益が、不用品販売収益と住宅家付など、そのほか医業

外収益で、 ６９２万 ０００円でございます。 

３項の特別利益の固定資産売却益は、科目設定でございます。

次に、３０ページをお願いいたします。支出でございます。

病院事業費用全体では３５さ３７０万円で、１項医業費用は３４さ ３０３万 ００ 

０円で、うち１目の給与費は２１さ １０７万 ０００円、医業費用の約６３％を歳め 

ており、医師給から３４ページの法定福利費引当金繰入額までを計上しております。次

に、３４ページの２目材料費３さ ８１９万 ０００円につきましては、に品費、診療 

材料費、給食材料費、医療消耗備品費等でございます。３５ページの３目経費につきま

しては、４さ ３７４万 ０００円で、報償費から雑費までの計上でございます。中で 

も３７ページの１４節委託料が大きく、１さ ０１２万 ０００円で、各種事業を委託 

しております。次に、３９ページでございますが、４目交際費１００万円、５目減価償

却費３さ ０４７万 ０００円で、病院本館等の建物、構築物、医療機６備品等の減価 

償却費でございます。６目資産減耗費は５００万円を予定し、７目研フ研修費の ０７

５万円は、講師謝金、図書費、研修旅費、研フ雑費などでございます。８目大畑診療所

費用は２７９万 ０００円で、看護師給など大畑診療所運営に係る経費の計上でござい

ます。

２項医業外費用は ６０６万 ０００円、うち１目支払利息及び企業債取扱諸費の１ 

節企業債利息で ７１２万 ０００円、２節一時９入金利息４００万円を予定しており 

ます。２目長期前払い金償却 ２５３万 ０００円は控除対象外消費税の償却でござい 

ます。３目患者外給食材料費３６万円、４目消費税及び地方消費税 ０００万円は消費

税納付金でございます。５目在宅医療・介護連携支援センター費では、事務職員の人件

費及び必要経費の９０４万円。また、４２ページの６目雑支出は、各種寄附など３００

万円を計上しております。

第３項特別損失３６０万円は、看護師修学資金２与者の返還免除となるものを損失と
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して計上しています。

次に、４３ページの資本的収入及び支出の収入でございますが、１項企業債 ０００

万円は医療６械の購入分でございます。

２項出資金は１さ ７５０万 ０００円で、一般会計からの出資金でございます。 

３項補助金、４項固定資産売却代金、５項２付金返還金は、科目設定でございます。

４４ページの１款資本的支出では、医療６械及び備品購入費で ０００万円を計上い

たします。医療６械の購入内訳につきましては、予算説明資料６ページのとおりでござ

います。

２項企業債償還金２さ ４６１万 ０００円は、企業債償還元金分でございます。 

３項投資の１目長期２付金３００万円につきましては、看護師修学資金２与者で、月

額５万円の５人分を予定しております。

４５ページ、４６ページにつきましては、注記事項でございます。

以上、簡単ですけれども、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で第６４号議案の提案説明は終わりました。

以上で令和３年度各会計予算の提案説明が終わりました。

なお、質疑につきましては、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

・ ・

日程第２ 承認第１号

○議○（ ○ 良幸君） 日程第２、承認第１号、第２次神河町男女共同参画推進計画の

策定の件を議題といたします。

承認第１号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 承認第１号の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本承認は、第２次神河町男女共同参画推進計画策定の件でございます。

少子高齢化と人口減少により、社会の活力衰退が危惧される中、将来にわたり活力あ

る社会を維持していくことや、一人一人が夢や希望を持ち、誰もが輝くことができる社

会を創出するためには、性別に関わりなく、互いに人権を尊重し合いながら個性と能力

をて分に発揮できる男女共同参画社会の実現への取組がより一層求められています。

神河町では、平成２７年度に神河町男女共同参画推進計画を策定し、男女共同参画社

会の実現に向けた様々な施策を進めてまいりました。このたび、神河町男女共同参画推

進計画の期間終了に伴い、今日の社会情勢の新たな課題に対応した男女共同参画の取組

を推進するため、これまでの取組の成果や現状と課題をさ理し、住民意識さ査、事業所

アンケートなども踏まえ、第２次神河町男女共同参画推進計画を策定したものでござい

ます。

以上が提案理由並びに内容でございまして、神河町議会基本条例第１４条の規定によ
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り、議会の承認を求めるものでございます。

詳細につきましては、総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

日和総務課長。

○総務課○（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。それでは、詳細について御説

明を申し上げます。

平成２８年３月に策定されました第１次神河町男女共同参画推進計画は、令和２年度

をもって５年間の終了となります。さて、このたびの第２次計画につきましては、第１

次計画の検証を基に、令和３年度から令和１２年度までの１０年間の計画として策定を

いたしております。これは、１０年後にはこうあってほしいという強い思い、希望とい

ったものをのせた計画にという思いを込めて、１０年間という期間設定をさせていただ

きました。

まず、策定に当たっては、平成２７年度同様、各種団体の御代表、専門分野の識見者

など、１４名の委員の皆様を選任、委嘱をさせていただきました。あわせて、プロポー

イル方式による支援業者選定を行い、株式会社サーベイリサーチセンター大阪事務所様

に専門的見地からの御支援をいただきながら進めてまいりました。改めて、足立敏子委

員長、吉岡嘉宏副委員長をはじめとする１４名の委員皆様には、多方面からの分析、検

討をいただき、計画策定が進められましたことに心からお礼を申し上げたいと思います。

それでは、第２次計画の概要について御説明を申し上げます。

第２次計画につきましては、本計画ですね。まず、本計画は、男女共同参画基本法第

１４条第３項に規定されている市町村男女共同参画計画に位置づけるもので、第２次神

河町長期総合計画を上位計画として策定を行うものでございます。

第２次計画では、まず、１ページからですが、序章として、計画策定の背景、地域特

性、今後のまちづくりに向けた男女共同参画、国、県の動向等についてまとめておりま

す。

８ページからの第１章では、計画策定の概要として、策定の趣旨、計画の位置づけと

期間、策定の手法について、本年度は令和３年度から令和１２年度までの１０年間を計

画期間として定めました。ただし、計画期間中であっても、国内外の動向や社会情勢の

変化に対応し、適切な施策の推進を図るため、必要に応じ見直すことを可としています。

また、中間期の５年をめどに進捗確認のためのアンケートさ査等の実施を行うこととし

ております。

さて、１１ページのアンケートさ査では、本町における町民及び企業の考え方を把握

するため、町民意識さ査では８住する１５歳以上の男女 ５００人を対象として実施、

集計に当たっては本町の年齢構成比に合わせた拡大集計を行いました。また、前回には

なかった企業・事業所さ査を実施し、町内の３４０事業所を対象として実施しました。
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回収率につきましては、町民さ査は有効回収７２４件で４⒏３％、企業・事業所さ査は

１６９件の回収で４⒐７％でした。

１２ページからの第２章では、統計、町民意識さ査等からみる現状と課題、４３ペー

ジからの第３章では、計画の基本的な考え方、第１次計画の「誰もがともに認めあい

ハートがふれあうまち かみかわ」から、第２次計画では、「認めあい 自らの行動で

つながり ハートがふれあう私のまち かみかわ」を基本理念とし、４７ページからの

第４章では、計画の内容を示し、基本目標１として、男女共同参画の意識づくり、基本

目標２として、誰もが活躍できる環境づくり、基本目標３として、誰もが安全・安心に

暮らせるまちづくり、基本目標４として、あらゆる分野に参画できる社会づくりの４つ

の基本目標を定め、それぞれに推進のための施策を示しています。

５９ページからの第５章では、それらを推進するための目標値を示し、６２ページの

第６章では、計画の推進体制、進捗管理について記載しています。

６３ページには、計画の体系図として全体概要を示しています。

また、６５ページからは資料編として、用語解説、策定経過、策定委員会設置要綱、

委員名簿、関連法律等を添付しています。

それでは、本計画策定において議論となりました特徴的な内容について御紹介をさせ

ていただきます。

６３ページの体系図を御予ください。体系図は全体概要として、それぞれの基本目標

に対しての改善点、課題点、そして１０年後の目標値を示していますので、併せて御予

いただきたいと思いますが、まず、基本目標１、男女共同参画の意識づくりでは、広報

誌、ホームページなどでの情報発信の回数を増やすことや、人権チラシとの連携につい

て意見が出されました。また、男女共同について学んだり教えたりしたことのある町民

の歳合について、３０代までと４０歳以上に分けて検証しているが、分ける必要がある

のかということについて、令和２年現状値は、３０代までは男性５４％、女性４⒍３％

だが、全体となると３⒌６％で明らかに高齢になるほど学んだり教えられたりする機会

が減少している。全体の数値が上がっても課題の解決につながらないという分析もあり

ました。

次に、基本目標２、誰もが活躍できる環境づくりでは、２５歳から４４歳の女性の就

業率について、子育てしたい人もいる、就業率を上げることのみを目標にしてよいのか

という意見に対して、働くことを至上の命題にはしたくはないが、国としてこの率を上

げることをテーマにしている。一方で、そういった点も含めて、少し意味合いは違うが、

労働力率、これは人口に対する労働力人口の歳合ですが、これが平成２７年実績値平均

では７⒐１０％だが、内訳を見ると、２５歳から２９歳では８⒌８％、４０歳から４４

歳では８⒌３％で、そこを基点にＭ字カーブを描き、３０から３４歳では７⒍６％、３

５歳から３９歳では７⒎７％となっている現状から、これらを育児期間と考えた場合に、

さらに実績を上げることはかなりハードルが高いとの意見もありましたが、誰もが活躍
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できる環境づくりという視点から、９０％を目標値といたしました。また、ワーク・ラ

イフ・バランスについて、内閣府によると、国民一人一人がやりがいや充実感を感じな

がら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家管や地域社会においても、子育て期、中

高年齢期といった人生の各段階に応じて多様な働き方が選択、実現できる社会というふ

うに定義されていますが、内容まで知っているかについては、令和２年度現状値は、男

性２⒈６％、女性１⒍９％、また、その希望がかなっているかについては、男性２⒏３

％、女性２⒍０％と低く、改善が必要であると確認しました。

基本目標３、誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりでは、がん検診を受けていて助

かったとの意見が複数あり、令和２年度における乳がん検診受診率３⒋４％、子宮がん

３⒈６％について、約倍となる６０％目標に引き上げることといたしました。

基本目標４、あらゆる分野に参画できる社会づくりでは、社会全体で見て男女の地位

が平等であると思う町民意識の歳合が、平成２６年度実績から令和２年度実績で１⒎１

％から１⒍２％へ９ポイントの減、自治会等の地域活動の場で見て男女の地位が平等

であると思う町民意識の歳合が３⒈４％から２⒏０％へ⒊４ポイント低下している実態

について、一例として、自治会役員に女性を選出することの域難さの現状が報告をされ

ました。

今後の取組、啓発に当たって、総務課が具体的に各課に仕掛ける一例として、考える

べきキーワードとして例示をしていた内容なんですが、例えばお２出し、平等というこ

とを例示をしていましたが、これにつきましても、女性の仕事だという意識があるので

はないかとの意見も出されました。

今回初めて取り組んだ事業所アンケートで、女性付業員がいないと答えた事業所は３

⒋３％で、そのうちの７歳以上が女性の登用を考えていないとする回答について、企業

と個人のギャップが指摘される一方で、サービス業では、そもそも男女という意識はな

く、接客も男性、女性に固定せず対応しているといった報告もありました。

高齢者になるほど意識改革が進まない、地域社会に根強い偏見意識、若年層が受けた

教育と実社会でのギャップを感じているといった意見もありました。その一方で、地域

においても社会的理念、しきたり、習慣が強いところでも、意識が変われば改善される。

子供たちを見ていると、男女の区別、差別はなくなっているとの意見もありました。

また、介護に関する若い人の回答において、該当しないとの回答が多くあるが、該当

しないではなく考えていく必要があるという意見もありました。

生涯未婚率の推移についで、これも資料には出ておりますけれども、１９８０年では

男性、女性ともに⒈２％であったものが、２０１５年の男性は１⒐１％、女性は⒏０％

と上昇していることにも注視が必要との意見もありました。

なお、アンケートにおける自由意見については、３３ページから３４ページに紹介し

ていますので、また御予いただきたいと思います。

最後に、冊子だけできても意味はない。一人一人が自らの課題として捉え、行動する
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ことが大切。特に、推進する行政に対しては、毎月１１日の「人権を確かめる日」と同

様に、点検がしっかりと行える仕掛けや工夫、さらに自らの言葉で相手に分かりやすく

伝える努力を事務局としてしっかりと求められ、取り組んでいくことをお約束させてい

ただきました。

基本理念「認めあい 自らの行動でつながり ハートがふれあう私のまち かみか

わ」として取組を進めてまいります。

以上、詳細説明とさせていただきます。御審議をよろしくお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

・ ・

日程第３ 承認第２号

○議○（ ○ 良幸君） 日程第３、承認第２号、神河町第３次地球温暖化対策実行計画

（事務事業編）の策定の件を議題といたします。

承認第２号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 承認第２号の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本承認は、神河町第３次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の策定の件でござい

ます。

平成２７年、２０１５年９月、国連サミットにおいて持続可能な開発目標であるＳＤ

Ｇｓが採択され、社会、経済、環境に関する様々な課題を令和１２年、２０３０年に向

けて総合的に解決する強い意志が共有されました。そして、同年１２月、第２１回気候

変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ２１）において、国際的な枠組みとなる９リ協定が採

択され、令和２年、２０２０年以降の温室効果ガス削減のための目標が示されました。

我が国においては、２０３０年度に２０１３年度比で２６％の温室効果ガスの削減を

目標としており、目標達成に向けて国や地方自治体を挙げた取組の推進が必要とされて

おり、地方公共団体の基本的な役歳として、地球温暖化対策推進法に基づき、その事務

事業に関し、温室効果ガスの排出量の削減と吸収作用の保全及び強化に取り組むための

計画である地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の策定と公表が義務づけられていま

す。

以上のことから、公共施設の温室効果ガス削減を目的とした神河町第３次地球温暖化

対策実行計画（事務事業編）を策定いたしましたので、神河町議会基本条例第１４条の

規定により、議会の承認を求めるものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。詳細につきましては、住民生活課長から御

説明いたしますので、よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

木住民生活課長。
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○○○○○課○（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、承認第２

号の概要説明をいたします。

各章ごとの主な項目について御説明をいたします。全体の構成は第１章から第６章ま

でとなっており、最後は資料編を添付しておりますので、よろしくお願いをいたします。

１ページを御予ください。まず最初は、第１章、計画の概要です。

１－１、計画策定の背景ですけれども、町長から説明がありましたように、２０１５

年１２月、第２１回気候変動枠組条約締約国会議、ＣＯＰ２１において国際的な枠組み

となる９リ協定が採択され、２０２０年度以降の温室効果ガス排出削減のための目標が

示されました。我が国においては、２０３０年度に２０１３年度比で２６％の温室効果

ガスの削減を目標としており、目標達成に向けて国や地方自治体を挙げた取組の推進が

必要とされています。

そして、各自治体においては、１９９８年に施行されました地球温暖化対策の推進に

関する法律に基づき、公共施設についての温室効果ガスの削減計画となります地球温暖

化対策実行計画（事務事業編）を策定し、達成に向けて取り組まなければならないこと

が義務づけられました。

当町におきましても、平成２３年度からが第１次、平成２８年度からが第２次、そし

て来年度からの５年間が第３次となります。

次に、３ページをお願いいたします。第１章の２、神河町のこれまでの取組ですけれ

ども、その１、第２次計画の概要といたしまして、表の中の一番下の項目、削減目標を

御予ください。第２次におきましては、基準年であります平成２６年度に対して１２％

を削減することが目標となっています。その結果、４ページの表１、この４年間の推移

表ですが、右下、令和元年度では１⒊４％の削減となりました。これはカーボン・マネ

ジメント強化事業であったり、ほかには職員による省エネの取組の成果によるもので、

第２次におきましては目標を現段階では達成をしております。

続いて、５ページ、⑷番、地球温暖化対策取組状況さ査結果ですけれども、職員、施

設管理者を対象として、取組についてのアンケート結果でございます。

次に、６ページ、⑸番、第２次計画における課題でございます。先ほども申しました

ように、令和元年度の温室効果ガス総排出量は、基準年に対して１⒊４％減少したこと

で、現状では削減目標１⒉０％を達成する結果となりました。引き続き、全職員による

節電などの省エネ行動、また施設等の管理者による設備機６の運転制御や運用改善等を

積極的に実施する必要があります。また、上水道、６水処理などの生活関連事業に関わ

る施設においては、町民、事業者との連携、協働が望まれます。

次に、７ページからは、第２章、第３次計画の概要でございます。

第２章の１、計画の位置づけ及び目的ですけれども、図３のとおり、上位法には地球

温暖化対策の推進に関する法律、エネルギーの使用の合理化等に関する法律、そして第

２次神河町長期総合計画があり、神河町公共施設等総合管理計画との連携を必要として
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います。

次に、９ページに参りまして、第２章の２、基本的事項、その１、計画の基準年・計

画期間といたしまして、⑴番、基準年は、第２次と同様、平成２６年度でございます。

⑵番、計画の期間は、令和３年度から令和７年度までの５か年でございます。

次に、１２ページに参りまして、第３章、温室効果ガス排出状況といたしまして、ま

ずは温室効果ガスの排出量算定式の説明、１３ページに参りまして、基準年の活動量及

び温室効果ガス排出量、これにつきましては、対象施設を見直して、基準年となる平成

２６年度の排出量を計算し直しました。

次に、１６ページに参りまして、第４章、温室効果ガス排出削減目標。この表の１２、

国の地球温暖化対策計画における削減目標ですけれども、公共施設は、業務その屋部門

に該当をいたします。

１７ページに参りまして、１番、長期目標。今後１０年後の削減目標につきましては、

国の地球温暖化対策計画、業務その屋部門に準じて、３⒐８％として設定をいたします。

そして、第３次計画となります２番の中期目標ですが、長期目標の中間期であること

から、案分計算をして、２⒎４％削減として設定をいたしました。

続きまして、１８ページ、第５章、温室効果ガスの排出削減に向けた取組といたしま

して、第５章の１、取組方針。取組方針には、１、技術に関する施策、２つ目として行

動に関する施策があり、１９ページ、第５章の２では取組手順、そして、２０ページ、

取組内容といたしまして、１番、技術に関する施策といたしましては、⑴番、高効率機

６等の導入・更新に関する取組。これは施設の新設、改修時や老朽した設備、機６等を

更新する際に高効率の設備機６を導入するもので、病院で取り組みましたＥＳＣＯ事業、

またカーボン・マネジメント強化事業などでございます。

続きまして、２２ページ、⑵番、新設・大規模改修に関する取組として、新たに公共

施設の新設や大規模改修を行う場合には、ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）

の検討を行います。

３つ目といたしましては、再生可能エネルギー導入に関する取組といたしまして、防

災対策からもエネルギーの地産地消を進めていかなければなりません。神河町において

も、再生可能エネルギーの利活用や省エネルギー設備の導入により、ＣＯ２ 削減やエネ

ルギー自給性の向上、コスト改善を目指すと同時に、災害時の避難所における電源や熱

源を確保することで、レジリエント、災害に強いまちづくりを目指します。

２４ページに参ります。公用車の新規及び代替導入またはリース車についての、４つ

目といたしまして、低燃費車・次世代自動車等導入に関する取組。

続いて、２番の行動に関する施策といたしまして、⑴番、設備の運用改善・保守管理

に関する取組の推進といたしまして、１つ目といたしましては日常的な設備の使用にお

ける取組、２つ目として設備の運用改善、３つ目といたしましては設備の保守・管理に

ついて、機６ごとの取組内容についての説明となります。
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続きまして、２７ページに参りまして、⑵番、日常業務に関する取組の継続（ＣＯＯ

Ｌ ＣＨＯＩＣＥの推進）でございまして、１つ目といたしましては職員の意識向上と

して、学習、行動、共有によって職員の意識改革、行動変容を進めてまいります。２つ

目といたしましては、エコオフィス行動の実践として、現在も既に取り組んでいただい

ておりますけれども、クールビズ、ウォームビズなど、それぞれの機６ごとの省エネに

ついての運用となります。３つ目といたしましては、公用車の使用における取組では、

公用車運転時のエコドライブについての説明です。

続きまして、２９ページに参りまして、⑶番、その屋の温室効果ガスの削減に資する

取組の推進につきましては、１つ目といたしまして省資源に関する取組、２つ目といた

しましてその屋の環境負荷低減に向けた取組、３つ目といたしましては森林資源の利活

用の説明でございます。

３１ページに参りまして、第６章、実行計画の推進、第６章の１、計画の進め方です

けれども、１つ目といたしまして推進体制のさ備。ＰＤＣＡの中のＰ、Ｐｌａｎですけ

れども、この表のとおり、所属長、施設管理者が委員となりますエネルギー管理委員会

において計画の管理を行います。２つ目として計画の実行、Ｄｏ、３つ目といたしまし

ては点検・評価、Ｃｈｅｃｋですけれども、年度ごとにもＰＤＣＡサイクルを運用し、

取組の継続的な改善を図ります。４つ目といたしまして進捗状況の公表、Ａｃｔｉｏｎ

ですけれども、毎年度、第３次計画の運用状況について広報誌等に公表することで、行

政として地域の住民や事業者に対する率先行動となり、また、行政の取組について住民

の理解を得るとともに、神河町が一丸となった地球温暖化対策に発展させることを目指

します。

３４ページは第６章の２といたしまして、計画の年間の運用フローでございます。

以上が第３次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の概要でございまして、神河町

議会基本条例第１４条の規定により、議会に提案するものです。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

ここで暫時休憩します。トイレ休憩で、１０分間お願いします。後、続けてやります。

午後４時０７分休憩

午後４時１７分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。

お諮りいたします。本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長し

たいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議ないものと認めます。よって、会議時間を延長すること
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に決定いたしました。

・ ・

日程第４ 承認第３号

○議○（ ○ 良幸君） 日程第４、承認第３号、神河町土地利用計画の策定の件を議題

といたします。

承認第３号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 承認第３号の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本承認は、神河町土地利用計画策定の件でございます。

本計画は、国土利用計画法第８条に基づき策定しております。今後、人口減少等によ

り、日常生活を支える生活利便施設の減少やサービスの維持が域難になることが予想さ

れる中、生活に資する機能の維持、地域力の維持のためには、既存のサービス基年を活

用した機能集積が重要となってきます。

そこで、本町の持つ豊かな自然と美しい里山景観の保全、美しい田園風景を形成する

優良な農地の保全を基本としながら、産業の適切な誘導、有効な住環境の創出を進める

中から、行政、商業、医療、教育などの利便施設が集積された中心部をはじめ、地域の

中心部やＪＲ駅前を中心とする各地域拠点において、さらなる機能強化と集約を図り、

本町の活力維持のための地域づくりを目指すため、本計画を策定いたしましたので、神

河町議会基本条例第１４条の規定により、議会の承認を求めるものでございます。

詳細につきましては、ひと・まち・みらい課アグリイノベーション特命参事から御説

明しますので、よろしく御審議をお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

真弓ひと・まち・みらい課特命参事。

○ひと・まち・みらい課参事兼アグリイノベーション特命参事（真弓 憲吾君） ひと・

まち・みらい課、真弓でございます。それでは、承認第３号、神河町土地利用計画につ

きまして御説明いたします。

まず、資料を開いていただきますと、目次を御予いただきたいと思います。この計画

は、第１章から第４章、そして資料編で構成しております。また、この本体計画とは別

に、別添資料としまして、もう少し詳細なものを添付するということで、別添詳細資料

をつけるという形にしております。

まず、第１章としまして、１－１ページを御予ください。第１章としまして、土地利

用計画の位置づけとしております。計画策定の背景と、次のページには目的というもの

を記載しております。先ほどもありましたように、人口減少、少子高齢化が進む中、既

存の機能を有効に活用しながら土地利用を適正に誘導していく必要があるということを

記載しております。

３の計画の位置づけですが、この土地利用計画は、国土利用計画法第８条に基づき策
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定するものでして、町の土地利用に関する総合指針となる計画となります。この図では、

国、兵庫県、神河町、それぞれの計画の総合的な相互関係を示しております。

次に、第２章を御予いただきたいと思います。２－１を御予ください。第２章は、神

河町の現状の把握と分析としております。ここの説明は省略させていただきたいと思い

ますので、後ほど御予おきいただきたいと思います。

次に、３－４ページを御予ください。第３章、土地利用の方向性としております。２

としまして、土地利用の基本的な考え方としております。町の長期総合計画や地域創生

総合戦略に示された目標につきまして、土地利用の面から推進することとし、それぞれ

の分野からの基本的な考え方や方向性をさ理しております。

次に、第４章としまして、４－２ページ目を御予いただきたいと思います。ここまで

の各視点をまとめた計画ということでして、これが土地利用計画となります。まず、兵

庫県が定めます緑豊かな地域環境の形成に関する条例、通称、緑条例というものが定め

られておりまして、１号区域から４号区域、そして自然と人の交流区域としまして第２

項区域といったそれぞれの区域が設定されております。これらを基本としながら、土地

利用計画についても定めていくこととしております。

なお、区域設定にかかわりませず、文化財等の適切な保全、そして土砂災害警戒区域

におきましては開発行為を制限するということを原則としたいとしております。

次に、４－４ページを御予ください。①の保全区域としております。これは緑条例の

１号区域となります。これは国有林や保安林、県立自然公園といった公益的機能の高い

区域ということで、動かすことのできない区域となります。

次の４－５ページでは、②森林区域としております。これは２号区域となります。保

安林以外の森林で、スポーツ、レクリエーションなどの場としても活用することができ

る区域となります。

次に、③農業区域で、これは３号区域となりまして、平野部の農用地区域が主なもの

でして、農業の振興を図る区域となります。

次の④番、集落区域でございます。これは４号区域ということで、既存集落を中心と

する区域としております。

そして、⑵番、ここには特定区域及び拠点の設定と基準としておりますが、これは今

回の土地利用計画策定する上で、特にまとまりのある都市的土地利用を促進していくた

めに町が定めていく部分となります。

まず、①の特定区域としまして、旧町で設定されておりました緑条例の第４号、まち

の区域と設定されておりました、旧大河内町、旧神崎町で設定されておりましたエリア

がございますが、今回の土地利用計画では、これを新たにこの両方をつなぐ県道８号線、

そしてまた国道３１２号の中村区から福本区までの路端から両側１００メートルの山林

を除く区域として設定しております。このエリアには一定の開発を計画的、適正に誘導

していくべき区域として設定しております。

－１５９－



また、４－７ページで、②地域拠点としております。これは地域単位で機能集約を誘

導する拠点として設定するもので、旧村の中心部とＪＲ播但線の各駅を中心とします、

合わせて６つの地域拠点を設定しております。

③の暮らし・産業拠点は、過去に各集落、各区のほうから出されました産業や住宅を

誘導するゾーン、企業から要望のあるゾーン、産業形成、住宅地形成などの各計画で設

定をされているゾーン等を設定しております。

最後の④観光・交流エリアは、観光面で設定しております越知川名水係道エリア、銀

の馬車道エリア、大河内高原エリアを位置づけております。

４－８ページでは、町の全体図の中にこれらの各区域、拠点を設定した部分を示して

おります。

資料編としまして、本計画の策定委員会の取組につきましてまとめております。区長

会長様、商工会長様、また町議会議長様など、９名の方から構成いただきまして、３回

にわたって検討をいただいております。どうもありがとうございました。

次に、資料編の次に拠点設定詳細資料というものをつけさせていただいております。

これを一番最後につけさせていただいておりまして、これは先ほどの６つの地域拠点、

観光・交流エリア、そして７つの暮らし・産業拠点、特定区域として定めたものを少し

詳細にしたものとして別添資料としてまとめております。これは、先ほどもありました

ように、過去に各集落からの要望、あるいは各集落の役員さんレベルでの協議事項結果

を提出いただいたもの、現状で企業様からの引き合いがある部分などを定めております。

しかし、それぞれの地権者の同意を得たものでもなく、また個別具体的にこの土地とい

ったことを示したものでもなく、求められればお示しするということですが、内部資料

としてとどめるものとしたいと思います。また、国、県向けの各種計画策定の際の参考

資料にはしていきたいというふうに考えております。

また、本計画は、国土利用計画法第８条に基づく誘導指針、土地利用面での誘導指針

となるものですけれども、これによりまして土地利用が規制されるというものではござ

いません。あくまで指針ということでして、既設の土地利用の規制があるような規制の

解除手続につきましては、付来どおりの手続が必要となりますし、また、この誘導指針

を実現するためには、この指針に沿って、さらに個別、具体的に進化させたさ備計画な

どが必要となります。

計画期間としましては１０年を予定しております。

以上、土地利用計画の説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

・ ・

日程第５ 承認第４号

○議○（ ○ 良幸君） 日程第５、承認第４号、第３期かみかわ教育創造プラン（神河
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町教育基本計画）の策定の件を議題といたします。

承認第４号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 承認第４号の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本承認は、第３期かみかわ教育創造プラン（神河町教育基本計画）の策定の件でござ

います。

本計画は、教育基本法第１７条第２項に基づく教育の振興のための施策に関する基本

的な計画として策定しております。

平成２８年３月に策定いたしました第２期かみかわ教育創造プラン（神河町教育基本

計画）は、平成２８年度から令和２年度までの５年間の計画として、本町の教育全般に

関する様々な施策を推進してまいりました。このたび、令和２年度をもって計画期間が

満了することに伴い、これまでの成果と課題を検証するとともに、令和元年度に策定し

た第２次神河町長期総合計画の目指す「大好き！私たちの町 かみかわ」を踏まえ、第

３期かみかわ教育創造プラン（神河町教育基本計画）を策定いたしましたので、神河町

議会基本条例第１４条の規定により、議会の承認を求めるものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。詳細につきましては、教育長及び教育課長

から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

入江教育長並びに藤原教育課長、お願いします。

○教育○（入江多喜夫君） 失礼いたします。教育長の入江でございます。第３期かみか

わ教育創造プラン（神河町教育基本計画）策定の趣旨、基本構想、基本理念などの基本

的な部分につきまして、私のほうから６ページまでを中心に説明をさせていただきます。

まずは３ページをお開きください。第３期の計画につきましては、第２期かみかわ教

育創造プランが令和２年度さをもって終了すること。それから第２次神河町長期総合計

画と第３期ひざうご教育創造プランが令和元年度に策定されたことを受け、令和３年度

から令和６年度までの４年間を見通した教育基本計画として策定いたします。４年間の

計画といたしましたのは、現在この計画の策定が神河町長期総合計画とひざうご教育創

造プラン策定時期と２年間のずれが生じておりますのを、次期の計画から１年のずれに

修正するためのもので、第４期、次期のかみかわ教育創造プランからは５年間の計画と

する予定です。

４ページを開けてください。全国学力・学習状況さ査の分析から、神河町の小学生の

９３％、中学生の８７％の子供たちが学校が楽しいと答えるなど、子供たちの学びを支

える教育環境は比較的良好と言えると思います。しかし、一層の充実を図るために、４

点の課題を上げました。１点目が、子供たちの自立する力の育成、２点目に、基礎的基

本的な知識、技能を生活に活用する力、思考力でありますとか判断力、表現力などの育

成でございます。３点目に、学校の組織力と教職員の資質、能力の向上、４点目に、学
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びを支える環境の充実といたしました。

これらの課題解決のための基本構想を５ページにまとめております。

まず、学校（園）教育の推進では、学びに向かう力を高めるとして、基本方針１と２

を示しております。社会教育の推進では、学びを広げる力を高めるとして、基本方針の

３にまとめました。

第３期かみかわ教育創造プランの基本理念につきましては、６ページに示しておりま

すとおり、「ふるさとを愛し こころ豊かで 自立する 神河の人づくり」といたしま

した。第２期創造プランの基本理念を継承しつつ、「自立した」の表現を今回「自立す

る」といたしました。これは、第３期ひざうご教育創造プランの基本理念においても、

子供たちが主体的、能動的に自立しようとする意思を育むことを一層意識して、それま

で「自立した」であったものを「自立する」としたとしておりまして、本町でも子供た

ちが自立していく過程をより大切にしたいという思いから、このようにさせていただき

ました。副題につきましては、自立に向けて「夢や志を持ち、たくましく生きる力を育

てる」といたしました。その下の目指す人物像では、目指すべき３つの人物像を上げ、

目指す教育目標では、第２期創造プランの５項目に、豊かな心の育成とふるさと意識の

一層の醸成を加え、６項目で構成いたしました。

以上、私からの基本的な部分につきましての説明を終わらせていただきます。７ペー

ジ以降につきましては、藤原教育課長から御説明を申し上げます。よろしくお願いいた

します。

○議○（ ○ 良幸君） 藤原教育課長。

○教育課○兼給食センター所○（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。それでは、

私から７ページ以降の具体的な取組の主なものについて御説明をさせていただきます。

７ページをお開きください。学校教育、社会教育、教育委員会活動について、教育方

針、実践目標と、そして施策及び具体的取組と評価の基準を明記しております。

基本方針につきましては、県の創造プランに準じて、県と同じ構成とし、学校教育で

は、「生きる力」を育む教育の推進と、学びを支える環境の充実、社会教育では、人生

１００年を通じた学びの推進としております。

まず、学校教育の推進で、基本方針１、「生きる力」を育む教育の推進として、１、

学びあう「確かな学力」の育成、２、支えあう「豊かな心」の育成、３、育みあう「健

やかな体」の育成、４、兵庫型「キャリア教育」の推進、５、特別支援教育の充実、６、

幼児期の教育の充実、７、ふるさと学習の推進の７つの実践目標を掲げ、それぞれ具体

的な取組内容と評価の基準を示しています。

１、学びあう「確かな学力」の育成では、学習指導要領の改訂に伴い、新たな指導要

領に基づき、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を推進してまいります。

８ページをお願いいたします。家管教育の充実、読書活動の推進の項目につきましては、

特に町独自の取組として掲げ、強化を図ってまいります。９ページをお願いいたします。
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情報活用能力の育成については、新学習指導要領に基づき、情報教育指導員を活用しな

がら、プログラミング教育の充実を図ってまいります。

２、支えあう「豊かな心」の育成では、ア、兵庫型の「体験教育」の推進を図ります。

神河町独自の取組として、小学校１年生、４年生と中学校２年生での峰山高原スキー場

を活用した冬の自然体験の実施について、引き続き取り組んでまいります。１０ページ

をお願いいたします。道徳教育の推進では、特別の教科「道徳」として、また人権教育

の推進、兵庫の防災教育の推進についても、新学習指導要領やそれぞれの計画、マニュ

アルに付い、推進を図ってまいります。

１１ページをお願いいたします。３、育みあう「健やかな体」の育成については、体

力、運動能力の向上の推進では、体力水準が高かった業和６０年の全国平均を上回るこ

とができるよう努めてまいります。また、新型コロナウイルス感染症への対策等、危機

管理対策の取組の強化を図ってまいります。

１２ページでございます。４、兵庫型「キャリア教育」の推進については、体系的、

系統的なキャリア教育の推進として、子供たちが社会に出た際に自立するために必要な

職業人としての能力を５につけるよう取組を進めてまいります。

５、特別支援教育の推進については、個別の指導計画、個別の支援計画の作成、設備

の充実など、切れ目のない支援を進めてまいります。

１３ページをお願いいたします。６、幼児期の教育の充実については、幼児期におけ

る教育の質の向上では、幼小接続の研フ実践の継続、幼稚園、保育所連携の推進等に取

り組んでまいります。また、開かれた園づくりのため、情報発信の充実や家管、地域と

の連携を強化してまいります。

１４ページをお願いいたします。７、ふるさと学習の推進では、ふるさと意識を醸成

する教育の推進、また、人々との触れ合いを通じて地域を大切に思う心の育成として、

神河町の魅力を認識し、ふるさと神河に誇りを持つ教育の推進に努め、ふるさとを愛す

る子供たちの育成を図ってまいります。

１５ページを御予ください。基本方針２、子どもたちの学びを支える環境の充実では、

⑴教職員の資質・実践的指導力の向上、⑵学校の組織力の強化、⑶修学環境のさ備・充

実、⑷家管と地域と連携した教育の推進の４つの実践目標を掲げ、それぞれ具体的な取

組内容と評価の基準を示しています。

⑴教職員の資質・実践的指導力の向上については、ア、質の高い教職員の育成、イ、

教職員の働き方改革の推進として、全国規模で経験豊かな教員の大量退職に伴い、若い

先生が多く採用されております。神河町も同じ状況になっております。ワーク・ライフ

・バランスに配慮のある職場環境づくりに配慮し、教職員の働き方改革を推進して、教

師が子供たちに向き合う時間の確保に努めるとともに、研修会の実施等により教員の指

導力の向上を図ってまいります。

１６ページをお願いいたします。⑵学校の組織力の向上について、ア、組織的、効率
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的な学校運営を進める、イ、地域・家管と連携したいじめ等問題行動・不登校への対応

として、昨年度、神河町いじめ防止対策推進条例を策定いたしました。また、町のいじ

め防止基本方針、各学校で作成しておりますいじめ防止基本方針に基づき、いじめの積

極的な認知に努めるとともに、不登校の対策と併せて、組織全体で取り組んでまいりま

す。

⑶修学環境のさ備・充実については、ア、安全・安心な教育環境さ備の推進として、

施設設備の安全点検をしっかり行うとともに、修繕等についてもしっかりと対応してま

いります。イ、ＩＣＴ等の先進的な学習基年のさ備については、新学習指導要領にあり

ます主体的・対話的で深い学びの実現に向けてＧＩＧＡスクール構想の実現を図るため、

国等の補助金を活用しながらＩＣＴ環境の充実に努めてまいります。

１７ページをお願いいたします。⑷家管と地域と連携した教育の推進については、ア、

家管の教育力の向上では、町で作成した「家管教育の手引き」を活用し、家管での基本

的生活習慣や家管学習の大切さの啓発をさらに努めてまいります。イ、「地域とともに

ある学校」づくりの推進では、オープンスクールやホームページなど開かれた学校づく

りを推進するとともに、ふるさと学習などで地域の人たちに協力をいただき、地域全体

で子供たちを育てる環境づくりを推進してまいります。

１９ページからは社会教育の推進でございます。基本方針３、人生１００年を通じた

学びの推進として、⑴人権文化の根付くひと・まちづくりの推進、⑵主体的に生きるた

めの学びと場の充実、⑶郷土の歴史や伝統文化に親しみと誇りを感じる心の醸成、⑷生

涯を通じたスポーツ活動・交流の促進、⑸青少年健全育成の推進の５つの実践目標を掲

げ、それぞれ具体的な取組内容と評価の基準を示しています。

⑴人権文化の根付くひと・まちづくりの推進については、引き続き、毎月の１１日の

「人権を確かめる日」における啓発チラシの配布や啓発のぼり旗の掲出、地区別人権教

室の開催などに取り組んでまいります。⑵主体的に生きるための学びと場の充実につい

ては、成人ゼミナールや古文書教室、英会話教室など公民館事業の充実、また、公演事

業、美術展、ロビー展の充実を図っていくとともに、社会教育施設の活用促進を図って

まいります。⑶郷土の歴史や伝統文化に親しみと誇りを感じる心の醸成については、ア、

文化財の保存活用では、神河町歴史文化遺産保存活用地域計画に基づき、歴史文化遺産

の保存、継承、活用の取組を推進します。また、町史編さん事業の推進を図ってまいり

ます。⑷生涯を通じたスポーツ活動・交流の促進については、各種大会の開催や、体育

協会、スポーツクラブ、青少年育成団体等との連携を深め、スポーツの推進を図ります。

⑸青少年健全育成の推進については、関係機関と連携を強化し、各種事業の展開を図り、

青少年健全育成に努めてまいります。

２３ページを御予ください。教育委員会活動の推進について、取組内容を掲げていま

す。

最後に、２４ページには、計画の策定に当たりまして、記載のとおり、神河町教育基
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本計画策定委員で構成する神河町教育基本計画策定委員会において、記載のとおり、合

計３回の会議と神河町総合教育会議において協議を行っていただきました。なお、この

計画を基に毎年度、その年の具体的な取組内容を示す「かみかわの教育」という冊子を

作成しておりまして、年度当初に町内の教職員に配付、説明することで、教職員全体で

共有し、目標の達成に向けて実践してまいります。

以上が取組の内容でございます。どうぞよろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第６ 承認第５号

○議○（ ○ 良幸君） 日程第６、承認第５号、神河町高齢者福祉計画及び第８期介護

保険事業計画の策定の件を議題といたします。

承認第５号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 承認第５号の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本承認は、神河町高齢者福祉計画及び第８期介護保険事業計画の策定の件でございま

す。

本計画は、老人福祉法第２０条の８第１項に定める市町村老人福祉計画及び介護保険

法第１１７条第１項に定める市町村介護保険事業計画に基づき策定しております。

また、本計画は、現在の高齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画が令和３年３月

さをもって期間満了となることから、第２次神河町長期総合計画の基本目標、６本柱の

一つでもある「安心して暮らせる環境をつくる」を実現するため、１つ、高齢者福祉・

介護サービスが充実したまち、２つ、高齢者が安心して暮らせるまち、３つ、高齢者一

人ひとりが自立し、住み慣れた地域で安心していきいきと生活を対ることができるまち

の３つの目指す将来像を具体化するために、高齢者福祉の基本的な考え方及び介護保険

事業の円教な運営を行うための施策を示すものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございまして、神河町議会基本条例第１４条の規定によ

り、議会の承認を求めるものでございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。承認第５号の詳細に

ついて御説明申し上げます。

我が国では、少子高齢化が急速に進行し、戦後に生まれた団塊の世代が全て後期高齢

者となる令和７年、２０２５年には国民の５人に１人が７５歳以上となると予想され、

－１６５－



世委に例のない超高齢社会を迎えます。また、業和から平成、令和へと時代が変わり、

少子化、核家族化、夫婦共働き等により社会や家族の在り方が急速に変化しています。

このような超高齢化社会と高齢者を支えてきた家族を取り巻く状況の変化から、平成１

２年度に高齢者を社会全体で支える仕組みとして介護保険制度がスタートし、２１年が

経過しました。

さて、高齢者福祉計画は、老人福祉法第２０条の８第１項に基づき高齢者に対する福

祉の措置の実施等に関する計画を定めるものであり、介護保険事業計画は、介護保険法

第１１７条第１項の規定に基づき、本町における要介護者や要支援者の人数、介護サー

ビスの利用者数等を勘案し必要なサービス量を見込み、これらのサービスを提供する体

制を確保するなど、介護保険事業の円教な実施に関する事項を定めるものでございます。

本計画策定に際しましては、新型コロナウイルス感染症の影響により策定委員会のス

タートがタれ、第１回目の策定委員会は昨年９月１４日に行い、その後、 ７９７人に

対しアンケートさ査を実施し、集計の後、１２月２５日、２月４日に第２回、第３回の

策定委員会を実施しました。策定委員会には、町議会議員を代表しての小島義次議員様

をはじめ１４名の委員様の皆様に御参画をいただき、貴重な御意見、御提言をいただき

ながら、本日御説明をさせていただきます神河町高齢者福祉計画及び第８期介護保険事

業計画案を策定することができました。

それでは、計画書案に沿って御説明をさせていただきます。

１ページを御予ください。先ほど説明をさせていただきました計画策定の趣旨を記載

しております。

２ページを御予ください。国の社会保障審議会介護保険部会では、第８期計画の重点

的な取り組むべき事項として、１、介護予防・健康づくりの推進（健康寿命の延の）、

２、保険者機能の強化（地域の特性に応じたつながりの強化・マネジメント機能の強

化）、３、地域包括ケアシステムの推進（多様なニーズに対応した介護の提供・さ備）、

４、認知症「共生」・「予防」の推進、５、持続可能な制度の再構築・介護現場の革新

と５つを掲げています。

３ページを御予ください。介護保険制度の主な改正内容として、下記７つの充実が示

されています。⑴の２０２５・２０４０年を見据えたサービス基年、人的基年のさ備か

ら⑺の災害や感染症対策に係る体制さ備です。

６ページを御予ください。計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３か年で

す。

８ページを御予ください。平成２８年から令和２２年までの実績値と推計値を記載し

ております。町の人口は減少し続けるものの、７５歳以上の後期高齢者の数は令和７年

まで増え続けていく見込みとなっております。

１０ページを御予ください。要支援・要介護認定者の推移ですが、令和２年９月さ現

在７９２人となっており、増加傾向です。１１ページの認定率は、兵庫県平均が２０％
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ですが、神河町は１⒐４％と平均を下回っていますが、認知症高齢者の数は年々増加し

ております。兵庫県の平均を下回っている要２としては、各地域でのミニデイ、サロン、

健康体操などの取組や支え合い、また、ボランティアの皆様による介護予防教室の実施、

町ぐるみ健診受診率アップによる病気の早期発見、早期治療等が要２と考えられます。

１２ページを御予ください。アンケートさ査結果の抜粋を記載しておりますので御予

おきいただきたいと思います。

少しページが活びますが、２５ページを御予ください。今期計画の基本理念を「共に

支える 安心・健康・いきいき かみかわ」とさせていただきました。その基本理念に

基づき、２６、２７ページの６つの基本目標を設定いたしました。１つは、高齢、認知

症になっても住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、地域包括ケアシステムの深

化、２つ目は、高齢者が豊富な知識や経験を生かしながら、自らが支える側になって活

躍する生涯活躍の推進、３つ目が、自立支援のための効率的な介護予防の取組を進める

自立支援・重度化防止の推進、４つ目が、認知症への地域の理解を深め、地域で暮らす

認知症の人、本人とともに普及啓発を図る認知症施策の推進、５つ目が、地域包括ケア

システムを支える人材の確保及び資質の向上を図る多様な人材の確保、６つ目が、バリ

アフリーやノーマライゼーションの理念に基づく、安心して暮らせる住まいの確保を掲

げています。

３０ページを御予ください。先ほどの６つの基本理念について具体的な取組内容を示

しております。地域包括ケアシステムの深化については、地域包括ケアシステムの推進

として、地域ケア会議の充実や地域包括支援センターの機能強化について、３２ページ

では医療介護の連携強化の取組内容について、３４ページでは、見守り・支え合いの地

域づくりとしてネットワーク会議の設置と具体的なネットワークの内容を、３６ページ

では介護サービスの充実強化の取組内容と、３７ページでは生活支援サービスの充実と

して取組内容を記載しております。

少しページ活びますが、４２ページを御予ください。２、生涯活躍の推進では老人ク

ラブ活動の拡充・強化を、また、４３ページでは生涯学習活動の推進、４４ページでは

多様な就労・社会参加の促進を、また、元気なうちからの終活の推進を記載しておりま

す。

４５ページの自立支援・重度化防止の推進につきましては、公立神崎総合病院やケア

ステーションかんざきを活用した地域リハビリテーション活動支援事業の推進を、４６

ページでは、自立支援に資するケアマネジメントの推進の取組について、４７ページで

は、要支援認定者及びチェックリストによる該当者に対する介護予防・日常生活支援総

合事業の充実を、４８ページでは、ミニデイをはじめとした地域での主体的な介護予防

活動の支援と活性化を、４９ページでは、地区巡回健康教室やこつこつ貯筋教室などの

介護予防の推進について記載をしております。

５２ページを御予いただきたいと思います。認知症施策の推進につきましては、正し
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い理解を促すための周知・啓発の推進及び本人発信支援として、若い世代から幅広く認

知症サポーターを養成をいたします。５３ページでは、タッチ９ネルやチェックリスト

を活用して認知症予防・早期支援の取組を行います。５４ページでは、介護負担のかか

る家族支援も含め、認知症の人とその家族が集える場の充実を、５５ページでは、認知

症見守り体制のさ備、若年性認知症支援の推進、権利て護事業の推進の取組を記載して

おります。

５７ページを御予ください。多様な人材の確保では、外国人研修生や介護ロボット等

も含めた介護人材の確保、また、多様な主体によるサービス提供とボランティアの養成、

福祉教育の推進を掲げております。

５９ページを御予ください。安心して暮らせる住まいの確保においては、養護老人ホ

ームやサービスつき高齢者向け住宅など、需給バランスに留意します。６０ページでは、

免許自主返納など交通安全・事故防止対策や災害対策の推進を、６１ページでは、公共

交通機関の確保やバリアフリーの推進について記載をしております。

６２ページを御予ください。介護保険サービスの見込みにつきましては、ここに記載

しておりますように、人口推計、要介護等認定者数の推計、サービス利用者数の推計、

サービス事業量の推計により介護保険給付費の推計を算出・算定しております。６３ペ

ージでは高齢者人口と認定者数の推移を示しております。６４ページからは各サービス

ごとの利用回数、利用人数を記載しております。

ページは活びますが、８０ページを御予いただきたいと思います。８０ページから８

５ページにつきましては、神河町介護保険条例の一部改正で説明しておりますので省略

させていただきたいと思います。

８６ページを御予ください。最後に、計画の推進体制については、庁内の連携や関係

団体、事業者等との連携を効果的に図ります。８７ページではＰＤＣＡサイクルに基づ

く進行管理と、いろいろな媒体を使っての情報発信に努めてまいります。８８ページに

評価指標として、介護予防・重度化防止の推進として、通いの場の設置数を増やします。

また、介護給付の適正化の推進として、ケアプランの点検実施を行いたいと思います。

なお、承認後、介護保険サービスの９ンフレットの作成と町ホームページへの掲載を

行う予定にしております。

以上で説明を終わらせていただきます。御審議よろしくお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第７ 承認第６号

○議○（ ○ 良幸君） 日程第７、承認第６号、神河町第６期障害福祉計画・第２期障

害児福祉計画の策定の件を議題といたします。

承認第６号に対する提出者の説明を求めます。
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山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 承認第６号の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本承認は、神河町第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の策定の件でございま

す。

障害福祉計画、障害児福祉計画は、障害者総合支援法第８８条に基づく市町村障害福

祉計画として、また児童福祉法第３３条の２０に基づく市町村障害児福祉計画として策

定しております。

また、本計画は、現在の第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画が令和３年３

月さをもって期間満了となることから、第２次神河町長期総合計画の基本目標、６本柱

の一つでもある「安心して暮らせる環境をつくる」を実現するため、１、障がいのある

人も暮らしやすいまち、２、地域で支え、ともに暮らせるまちの２つの目指す将来像を

具体化するための障害者福祉の基本的な考え方及び施策を示すものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございまして、神河町議会基本条例第１４条の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。承認第６号の詳細に

ついて御説明申し上げます。

住み慣れた神河町で、障害のある方が地域の中で人格と個性を尊重され、障害の有無

にかかわらず、お互いに支え合い、安心して充実した生活を対ることができる社会、共

生社会の実現を目指す必要があります。平成３０年３月に策定しました神河町障害者計

画の基本理念である「地域での支えあいにより共に生きるまち かみかわ」の下、全て

の障害のある人が地域で安心して生活できるよう、総合的な支援を推進しているところ

でございます。

また、同時に神河町第５期障害福祉計画と第１期障害児福祉計画を策定しましたが、

これらの２つの計画期間が令和２年度さで終了することから、これまでの障害福祉施策

の取組の実績を評価、検証し、多様化する障害者や障害児、その家族のニーズに対応す

るとともに、法制度の変化に的確に対応し、障害者及び障害児が地域の中で人格と個性

を尊重され、障害の有無にかかわらず、お互いに支え合い、安心して充実した生活を対

ることができる共生社会の実現に向けて、新たに神河町第６期障害福祉計画、第２期障

害児福祉計画を作成するものでございます。

本計画策定に際しましては、識見を有する方として町議会議員、民生委員からそれぞ

れ１名ずつ、福祉施設関係者４名、障害者の代表１名、介護者の代表２名、町社会福祉

協議会代表１名、町職員２名の合計１２名の方に第６期障害福祉計画、第２期障害児福

－１６９－



祉計画策定委員に委嘱をさせていただきました。新型コロナウイルス感染症の影響もあ

り、スタートがタれましたが、９月、１１月、１２月、１月と計４回の策定委員会を開

催させていただき、前期計画をＰＤＣＡサイクルにより検証を行いながら、各委員の皆

様から様々な御意見、御提言を頂戴し、新たな計画策定を行うことができました。また、

各障害者団体に対してヒアリングさ査を実施し、実際の域り事や今後必要になるであろ

う施策等について貴重な御意見等をいただきました。

それでは、計画書の説明をいたします。

１ページを御予ください。計画策定の趣旨につきましては先ほど説明をさせていただ

いたとおりです。計画の位置づけにつきましては、障害者総合支援法第８８条に基づく

市町村障害福祉計画として神河町第６期障害福祉計画を、児童福祉法第３３条の２０に

基づく市町村障害児福祉計画としての神河町第２期障害児福祉計画を一体的に策定しま

した。

３ページを御予ください。計画の期間は令和３年度から令和５年度までの３か年であ

ります。

４ページを御予ください。計画の対象者は、手帳の有無にかかわらず障害、難病等が

あるために日常生活や社会生活の中で何らかの制限を受ける状態にある人をいい、日常

生活また社会生活を営む上で障壁となるような物事、制度、慣行、観念についても計画

の対象としております。

次に、５ページから１０ページにかけて、前期計画の目標値と実績見込み値を載せて

おります。目標値と実績見込み値に差異があるものについて説明をいたします。

６ページを御予ください。訪問系サービスの８宅介護につきましては、利用時間、利

用者数とものびておりません。御苦労されながら家族内介護を続けられているものと思

います。日中活動系サービスにつきましても、生活介護、就労継続支援Ａ型及び短期入

所につきましては、新規事業所が設立されたため利用者増を想定しておりましたが、結

果としてのびていない状況であります。

８ページを御予ください。障害児通所支援等のうち、児童発達支援は小学校就学前の

児童が利用するものですが、見込み値を下回っております。一方、対課後等デイサービ

スにつきましては、ケアステーションかんざきを中心に利用者が増加しております。

９ページを御予ください。地域生活支援事業のうち、手話通訳者、要約委記派遣事業

につきましては、利用者は増えていない状況ではありますが、健康福祉課職員に手話通

訳者がいるため、この派遣事業を利用せずに、その職員が業務として手話通訳を行って

いるためであります。

１１ページを御予ください。第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画の基本的

な考え方を明記しております。本計画の基本理念として、「地域で支え、ともに暮らせ

るまち かみかわ」と定め、全ての町民にノーマライゼーションの考えを浸透させ、全

ての障害のある方が地域で安心して生活できるよう、総合的に支援します。
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また、基本理念の実現に向けて、以下の基本目標を設定いたしました。１つ目は、障

害のある人が地域で暮らしていくためには支えてくれる人材や仕組みが必要であること

から、地域福祉力の向上と人材育成を、２つ目が、５近な地域で必要な情報や相談支援

を受けることができる体制を充実し、一人一人のニーズを把握し、ニーズに応じた個別

指導を行うことが重要であることから、相談支援体制の充実を、３つ目は、施設、病院

等から地域へ移行した場合でも、安心して地域で生活できるよう、地域定着支援を行う

ための環境をさ備していく必要があることから、地域生活への移行、継続の支援体制の

充実を、４つ目として、障害のある方が地域で自立した生活をしていくために就労する

ことは大変重要であることから、就労支援体制の充実を、５つ目として、障害のある子

供にとって早期から専門的な支援を受けることは、その子の持つ能力を最大限にのばす

ために不可欠なものです。そのために、医療、保健、福祉、教育など様々な機関が連携

し子供と親を支えていくことが重要であることから、障害児支援体制の充実を設定しま

した。６つ目として、親亡き後も地域で安心して暮らしていけるよう、サポートを受け、

安全で安心して暮らせるグループホームなどの住まいの確保や日中活動の場をはじめと

した障害福祉サービスの充実が必要であることから、親亡き後の支援体制の充実を、７

つ目として、障害のある人の意思決定及び意思決定支援をしっかりと進め、障害のある

人の固有の尊厳を尊重していくことが重要であることから、権利て護の推進を、最後、

８つ目として、兵庫県福祉のまちづくり条例や人生いきいき住宅助成事業の活用や、避

難行動要支援者名簿への登載など、安全安心なまちづくりが重要であることから、安全

なまちづくりの推進を、以上８つを基本目標としております。

１６ページを御予ください。１６ページから１９ページにおいては成果目標を示して

おります。国の指針に対する神河町の取組目標を示しております。特に、１７ページの

⑶地域生活支援拠点等が有する機能の充実の中で、相談支援をつかさどる基幹相談支援

センターの設置については、令和３年度中に設置に向けてささを行っています。

２０ページを御予ください。障害福祉サービス等の見込み量を２０ページから３９ペ

ージにかけて記載をしております。この見込み量に関しては、これまでの実績値と今後

の対象者見込み数とを換算し算定をしております。

２１ページを御予ください。表の最上段、８宅介護については、昨年の増加状況等を

勘案し見込み量を立てています。

２２ページを御予ください。中段の表、生活介護においては、社会福祉協議会が立ち

上げられた「ひと花」で生活介護サービスを実施されているため、増加が見込まれます。

２４ページを御予ください。就労継続支援Ａ型については、昨年新たに「かみかわ倶

楽部」が立ち上がりましたので見込み量を増やしております。また、就労継続支援Ｂ型

についても、「ひと花」と「かみかわ倶楽部」が立ち上がりましたので、見込み量を増

やしております。

２６ページを御予ください。短期入所につきましては、昨年グループホーム「ふれん
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ど」が開設されたことから、利用者の増を見込んでおります。

３０ページを御予ください。下の表の対課後等デイサービスについては、障害児の数

が増えていることから、見込み量、増としております。

３４ページを御予ください。上の表で、基幹相談支援センターと基幹相談支援センタ

ー等機能強化事業につきましては、新たに令和３年度中に立ち上げる予定で現在ささを

しております。

３６ページを御予ください。上の表の手話奉仕員養成研修事業につきましては、令和

２年度に神崎郡３町で入門編を実施しましたが、令和３年度では基礎編を実施する予定

をしております。

４０ページを御予ください。計画の推進体制については、障害福祉の分野にとどまら

ず、保健、医療、教育、生活環境、人権などの関連分野との連携が不可欠であることか

ら、庁内横断的な相互連携が必要です。また、障害者団体や特別支援学校などの関係機

関との連携、近隣市町との連携、国、県等の動向や連携が必要となります。進行管理に

ついては、ＰＤＣＡサイクルに基づき、計画策定、施策の実施、評価、改善を行います。

最後に、情報発信として、広報、ホームページ、防災行政無線等の媒体を通して、積

極的な情報発信、広報活動を行っていきます。

なお、最後のページに中播磨地区でのサービスを利用している事業者の一予をつけて

おります。

以上で説明を終わらせていただきます。御審議よろしくお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については 第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

○議○（ ○ 良幸君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

次の本会議は、明日３月４日午前９時再開といたします。

本日はこれにて散会といたします。御苦労さまでした。

午後５時２１分散会
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